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はじめに

　人口問題は、日本の経済・安全保障を含むさまざまな分野に影響を及ぼしつ
つあります。
　まず、人口の減少、財政規模の縮小は、日本の国際的な地位の低下を導きか
ねません。世界における発言力につきましては、さまざまな国際機関への出資
金の規模により、発言権の大小に影響を与える面があります。特に、英語を母
国語としない日本は、世界の舞台で、世界各国をリードしながら意見を誘導し
たり、国際紛争の調停役になったりすることは、なかなか容易ではない状況に
あります。その中で、高齢化による税収の減少、社会保障や年金支出の増大に
よる財政へのひっ迫が続けば、国際貢献への歳出も減少傾向となり、国際的な
発言力の低下を招きかねません。アジアで台頭する中国は、経済規模の拡大、
国際機関への資金供与の増大により、発言力を増しています。インドは、イン
ド人が英語に堪能であることによって、国際的な議論では、必ず、大きな発
言力をもちます。最近では、東南アジア諸国連合（ASEAN）地域に対しても、
さまざまな国際会議の場で、インドの影響力が高くなっています。
　高齢化のもとでも、財政の健全化を維持し、国際関係機関への歳出、教育費
など財政支出を減少させないことが大切です。そのためには、増大している社
会保障費の削減を進める必要があります。このために、定年の延長により、高
齢者がなるべく長く社会に貢献できるシステムの構築が必要です。給与体系を
生産性に応じたものに移行させ、高齢者が定年後も働き続けることができれば、
健康寿命も延び、医療費の削減につながります。高齢者が社会参加を続けるた
めには、業種によっては、高齢者の補助をするためのロボットの開発も必要と
なり、ロボットは、日本に次いで高齢化が進みつつある韓国、中国、さらには、
ヨーロッパへの大きな輸出品目となり、将来の経常収支の改善につながるとも
考えられます。
　都市の出生率は、地方と比べると低くなっています。都市では、住居費の負
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担、教育費の負担が大きく、多くの子供を育てることは難しいです。新たな補
助制度は提供されつつありますが、財政負担が増えないようにするためには、
地方居住の促進が必要です。コロナウイルスの感染拡大により、リモート勤務、
リモート教育が拡大されてきました。今後も、リモート勤務、在宅勤務がさら
に進められれば、対面であることが比較的必要のない職種では、より遠距離に
居住しながら、週に一回、月に何回か、都市の職場で仕事をするという形態の
継続が可能となります。地方移住が進めば、大都市の地価の下落、住居費の減
少により、住民の居住コストへの支出が低下し、生活の質の向上を促すことに
もなります。地方居住によって、子供の教育の質の低下が指摘される面があり
ます。これも、リモート教育の促進によりある程度の解消は可能と考えます。
いろいろな科目を最も上手に教えることの出来る先生の講義を録画し、24 時間、
365 日、全国のすべての生徒たちに見せることができるようになれば、塾や予
備校に通う必要もなく、自分に合った講義を受けられるようになります。また、
分からない箇所は何度もビデオを見て確認出来ることになります。全国のどこ
に居住しようが、日本でトップクラスの先生の講義が聞けるようになれば、地
域的な教育格差の解消にもつながります。
　人口減少への対応として、能力のある外国人の活用も必要です。技能労働生
について、一部の企業による悪用が指摘されていますが、多言語でのホットラ
インの設置によって外国人労働者が困っている問題を聞くことが出来れば、雇
用者側も、技能労働生を悪用出来ないという認識が強まり、真の技能労働者を
増やす取り組みに向かわせることになります。また、外国人労働者の場合には、
その二世の教育も重要です。外国人の家庭では、親が必ずしも日本語に堪能で
はなく、子供の日本語教育が家庭ではうまくいかない可能性があります。能力
のある二世が、日本語が分からず、落ちこぼれとなってしまわないよう、外国
人労働者を増やすためには二世教育の充実も不可欠です。
　また、さまざまな職場で女性の活躍の促進も不可欠です。日本の政治の世界
では、女性議員の数が非常に少ないです。女性候補をサポートする業界団体の
支援も必要で、安定的な得票率が得られる女性候補の活躍が徐々に広まれば、
政治の世界における女性比率も高まり、大きな政治転換へとつなげられると思
われます。
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　人口問題は、日本のアキレス腱です。しかし、ピンチをチャンスとして、日
本経済を再生させることが喫緊の課題です。本書では、それぞれの章において、
その取り組みが提案されています。ぜひ、日本の抱える問題とその解決方法案
を一読いただければと思います。

　　2024 年７月

日本の人口問題についての研究会座長・慶應義塾大学経済学部名誉教授
吉 野 直 行



国際経済政策シリーズ　４
日本の人口減少問題への処方箋を考える

目　次

はじめに ……………………………………………………………………………………………… 1

	 日本の人口問題についての研究会座長・慶應義塾大学経済学部名誉教授　吉野直行

 日本の人口問題についての研究会　政策提言
　人口１億人を維持するために何をすべきか… ………………………………… 7

座談会　どうすれば日本の人口減少を止められるか… …………………………36
	 慶應義塾大学経済学部名誉教授　吉野直行
	 立命館大学経済学部准教授　関　麻衣
	 一般社団法人日本経済団体連合会産業政策本部上席主幹　脇坂大介
	 一般財団法人国際経済交流財団会長　豊田正和

第１章　我が国の人口減少の現状と課題………………………………………………60
	 研究会事務局

第２章　日本――世界最初の超高齢化軍事大国の意外な選択…………………………74
	 ワシントン・カレッジ政治学・国際関係論教授　アンドリュー・L. オロス



第３章　出生率を上げる政策
　　　　第１節　人口減少と労働市場改革… ………………………………………………88
	 一橋大学経済研究所教授　宮本弘曉
　　　　第２節　リモートワーク、リモート教育の可能性と課題… ……………… 104
	 立命館大学経済学部准教授　関　麻衣
　　　　第３節　人口減少時代の地方財政… …………………………………………… 115
	 中央大学総合政策学部教授　持田信樹
　　　　第４節　ジェンダー規範を変えるための政治的変革… …………………… 128
	 早稲田大学政治経済学術院教授　尾野嘉邦

第４章　労働力を増やす政策
　　　　第１節　これからの日本における外国人材の日本社会への
　　　　　　　　  統合のあり方……………………………………………………………… 141
	 大阪大学人間科学研究科准教授　五十嵐彰
　　　　第２節　人口減少下における外国人政策のあり方… ……………………… 153
	 一般社団法人日本経済団体連合会産業政策本部上席主幹　脇坂大介
　　　　第３節　海外における人口減少対策…………………………………………… 167
	 研究会事務局

おわりに… ………………………………………………………………………………………… 184

	 一般財団法人国際経済交流財団会長　豊田正和

執筆者プロフィール　　187





日本の人口問題についての研究会　政策提言 7

 
日本の人口問題についての研究会　政策提言

人口１億人を維持するために何をすべきか

Point

出所：一般財団法人国際経済交流財団



8

日本の人口問題についての研究会　政策提言

人口１億人を維持するために何をすべきか

2023 年 11 月

我が国の人口減少の現状と課題
（１）現状
　少子化、高齢化の進展は、日本の場合、諸外国に比べても顕著で、この結
果、今後、日本の人口は激減すると予想される。国立社会保障・人口問題研
究所、総務省の推計によれば、2022 年の日本の人口は１億 2,495 万人である
が、2055 年には１億 51 万人、2056 年には１億を割り込み、2070 年には 8,700
万人となる見込みだ。背景には出生率の低下による少子化と高齢化の進展があ
る。1970 年には 2.1 強あった出生率が、2022 年には 1.25 に低下、また実際の
出生率だけではなく、希望出生率も 2010 年の 1.83 から 2020 年の 1.55 と低下
している。総人口の減少に伴い、生産年齢人口（15 ～ 64 歳）も減少し、現在
の 7,500 万人程度から 2050 年代初めには 5,000 万人を割り込む見込みだ。労働
力人口、労働力率も同じように減少していく見込みだ（図１－１、１－２）。
　この背景には、内閣府の令和４年版男女共同参画白書が示すように、結婚に
縛られたくない、自由でいたい、という理由で結婚しない人が、男性の約４割、
女性の約５割を占めるようになっていると同時に、経済的不安や賃金の伸び悩
みに象徴される経済・雇用情勢の悪化、それにもかかわらず増え続ける（学校

教育費以外の学習塾などへの）教育費、そして、勤務時間を重視する硬直的な働
き方によって仕事と育児の両立が困難となっている事情がある。
　このように所得も時間的余裕もない中で、子供を持ちたいと考えても持てな
い、あるいは希望する子供の数を下回る家庭が増加している。特に日本の場合、
東京などの大都市圏に若年人口が集中する傾向があり、現在の経済停滞の影響
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が地方経済に色濃く出ている影響もあり、地方経済の衰退が大きな問題となっ
ている。これは地方財政の逼迫という形でも危機として顕在化している。
　また、そもそも、日本の社会全体が、子供を社会として見守り、育んでいこ
うという風潮（ambiance）を欠いており、国全体として、このような意識を醸
成していくことが重要である。

（２）課題
　人口減少がもたらす最大の悪影響は、労働力人口の減少による経済成長の鈍
化、それに伴う社会の活力低下、並びに社会保障基盤の悪化などに加えて、国
内消費の減少という形で国内市場の縮小となって現れる。これによって企業の
設備投資にも悪影響が出る。企業活動の海外へのシフトが必然となるが、現在
の地政学的リスクの上昇の背景では限界がある。
　他方、高齢化でも日本は世界のフロントランナーだ。国際連合（国連）の推
計によれば、65 歳以上の高齢者人口の人口全体に占める比率は、2065 年で韓
国に次いで２位の約 38％である。

a）国力、経済力の低下

　供給サイドから経済成長をみると、その原動力は、資本・労働・技術進歩の
3 つである。これらの要素を分析する際の便利な方法が「成長会計」というも
ので、これを利用することで技術進歩（全要素生産性）、資本および労働それ
ぞれがどのくらい経済成長に寄与しているかを解き明かせる。高齢化、人口減
少によって、労働力人口が減れば、この方法で供給サイドの成長にマイナスの
影響が出るのは明らかだ。
　更に、人口減少が総需要にどのように影響するかは、見方が分かれて一概に
は言えないが、家計調査によると、高齢者の消費は勤労世帯と比べて低い傾向
があり、これが消費需要の全体的な低下を引き起こす可能性がある。この消費
の減少は生産者にとって国内需要の委縮を意味し、企業による設備投資需要も
低下させる。また、国内需要の低下は企業の技術革新への資金的な余裕を低下
させ、全要素生産性にもマイナスの影響を及ぼす可能性がある。
　他方、高齢化は、健康、介護、医療といった面で新たな需要を創出する側面
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もある。
　更に、海外からの日本製品への需要が伸び、インバウンド需要の増加、女性
の社会進出の増加により、高齢化による消費需要の低迷を補えれば、企業によ
る設備投資需要、技術進歩の促進につながる可能性がある。
　また、高齢者が社会参加を続ければ、高齢者の雇用を手助けするための補助
ロボットの必要性も増し、新たな技術進歩が生み出され、高齢者雇用を支える
ための投資も促進される可能性があり、総需要を増大させる方向に向けられる。
　高齢化に対処できる様々な技術開発が日本で進められ、高齢化ビジネスとし
て発展できれば、今後高齢化が進む国々への日本からの大きな輸出増ともなり、
日本の国力低下を抑えられる可能性もある。

b）財政負担の増加

　高齢化による社会保障費負担の増加など、財政負担の増加も大きなチャレン
ジとなる（図２）。技術革新が進まず、国際競争力が低位のままなら、稼ぐ力
の低下に伴い経常収支が赤字化し、財政の負担増から起こる財政赤字と相まっ
て双子の赤字が発生し、日本国債の信頼性が失われ、国債価格の暴落を招きか
ねない状況に至り、国家の破綻が現実のものとなる可能性が出てくる。
　また、高齢化が財政金融政策の効果に影響を与えるという研究結果もある。
勤労者と高齢者の二つのグループが併存する DSGE モデル（Yoshino-Miyamoto，

2017）では、高齢者の比率が増えると、金融政策と財政政策の効果が低減する
ことが指摘されている。その直感的な理由は以下のように説明される。
　金融政策では、一般には、金利の低下が企業の設備投資を促進し、それが企
業の売り上げを増加させる。その結果、勤労者は賃金の上昇という形でその利
益を享受でき、これが更なる消費の増大、そして景気回復へつながる。しかし、
高齢化が進むと、金利低下によって賃金上昇というプラスの影響を受けない退
職者人口が増加するため、景気刺激の効果は弱くなる。
　財政政策においても、高齢化はその効果を弱める。ケインズ流の財政政策は
雇用の促進による所得の増加が総消費を回復し、これが乗数効果を通じて景気
回復につながると主張する。しかし、退職者が多くなれば、新しい雇用機会を
見つけられない人口が増えるため、ケインズ流の財政政策はその有効性が低下
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することになる（Miyamoto-Yoshino，2021）。
　これらをまとめると、高齢化、人口減少の下でも経済成長を維持できるかど
うかは、高齢化による新しい市場の発展を支える技術革新と、高齢者の「生涯
現役」を促す社会制度、規範作りにあると言っていいだろう。
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c）安全保障への影響

　少子高齢化による人口減少の影響は、国内総生産（GDP）減少を通じて、国
際政治における力関係、安全保障にも及ぶ。人口、経済力の小さな国、資源の
少ない国は、国際社会における発言力、安全保障面における影響力を確保する
のに一層の外交面の努力、特に同盟関係の拡充により抑止力の強化を図ること
や、軍事力の基本である若年男子の減少を補う軍事技術の開発など、所要の政
策が必要となる。
　これまでは、他のアジア諸国と比較した日本の技術力、経済力の高さにより、
アジア等からの優秀な留学生を日本に集めることができ、帰国した留学生がそ
れぞれの国の主要なポストで活躍し、日本で学んだという意識の高いアジア等
の政府高官を輩出し、経済面／外交面でも、親密関係の構築が続けられていた。
しかし、日本の国力の低下により、優秀な留学生は欧米／中国等に行きつつあ
り、残念ながら、日本の対外政策を弱めてしまう方向に進んでいる。また、円
安により、日本で働いても従来のような “ 高い賃金 ” という比較優位がなくな
り、アジアからの看護師への希望者も減少し、優秀なアジアの人材を吸収して
きた日本というイメージは大きく変わりつつある。
　具体的には、人口減少、経済規模縮小によるアジアにおける日本の安全保障
の危機を最小化するために、次のようなことを考慮する必要がある。
　日本の 65 歳以上の高齢人口は 2005 年に全人口の 20.2% となり、日本は高齢
人口が 20％を超える世界最初の「超高齢社会」になった。アジアでは韓国と
台湾がこれに続き、中国とロシアが更に続く。2035 年までに、これらの国の
平均年齢は 40 代半ばから 50 代半ばとなる。これに対して、インド、インドネ
シア、フィリピン、ベトナム、マレーシアといった国では若い人口が増大して
いる。これらの国では平均年齢は今後とも 40 歳以下が見込まれる。
　高齢化、人口減少によって、日本の自衛隊員の数もこれに合わせて減少す
る。自衛隊のリクルートメントに大きな問題が生ずる可能性が大きい。しかし
ながら、日本の防衛費支出はむしろ増大しており、岸田政権は、2027 年までに、
防衛費を GDP の２％に増大させる方針を有している。日本の財政赤字は、国
民の税負担と国家支出のバランスが取れていないことから、先進国で最大の赤
字となっているが、防衛費支出の増大はこの傾向を助長させる可能性がある。
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　ところが、アジア地域の安全保障面では、従来からの多くの脅威に加えて、
サイバー攻撃、宇宙、パンデミック、気候変動などの新たな脅威が登場してい
る。更に中国の軍事的積極性の増大、台湾有事の可能性の増大、東及び南シナ
海における領域争い、北朝鮮の核開発と朝鮮半島の分裂、海賊被害、兵器の拡
散などで、このような多様な脅威についての関係国の認識や対応に対して、人
口問題はどのように影響するかを考えていく必要がある。サイバー対策として
は、日本国憲法 21 条２項で情報収集や偵察が厳しく制限されていて、日米間
の情報共有を制約している点についても対応が必要だ。こうした中で、アメリ
カは先進国の中で人口減少の脅威から例外的に免れている国であり、引き続き
アジア地域で同盟国の地域安全保障政策の中核を担っていくことになる。
　また、アフリカなどその他の地域の人口動態の変化や、米中の経済規模の変
化など、アジア以外の地域の国際状況も考慮した安全保障のあり方の検討も今
後重要になる。

人口１億人を維持するための政策の方向性と具体策
　少子高齢化による人口減少がもたらす経済全体のマイナス成長は、国内市場
の縮小をもたらし、消費や投資が低迷する結果、経済活力に大きなマイナスと
なる可能性が高い。経済活力がマイナスになれば、国際競争力も低下し、経常
収支の赤字が生じる可能性も出てくる。他方、低成長の中で、高齢化による財
政負担だけが増大する結果、財政赤字もまた常態化する可能性もある。そうな
ると、いわゆる「双子の赤字」によって、国債価格の暴落が起こりかねない状
況となり、海外への資金流出が加速化され、経済運営が危機に直面する。経済
運営が危機に直面すれば社会保障制度の維持が困難となる。高齢化が進む中で
分配の平等を維持することが難しくなる。地方経済の衰退を阻止することも困
難となる。
　また、経済規模の縮小は、国際社会における発言力の低下をもたらし、地政
学的リスクが拡大する現在、安全保障上の大きなリスクをもたらす。
　無論、一人当たり GDP が減少しなければ、経済の豊かさは実感できるとい
う見方もある。しかし、働いている人口が減少しているため、現役世代である
生産年齢人口が高齢人口のための社会保障負担をより多く担うことになり、世
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代間の不平等が顕在化する結果、全人口で割った一人当たり GDP という指標
は、国全体の豊かさを示す指標としては、あまり意味を持たなくなっている。
　これらを勘案すると、2014 年６月に当時の安倍内閣がまとめた経済財政運
営改革の基本方針（骨太の方針）にある「50 年後の 2060 年代に人口１億人程
度を維持する」との国家目標は適切と考えられ、これを実現する政策を多方面
で講ずる必要があると考える。

（１）出生率を上げる政策
　出生率を上げるためには、経済政策とは別に、「子供は社会の財産である」
という意識を国民全体が持つことが重要であり、政府がそのような意識の醸成
に努めるべきである。子育てのための児童手当などの政府の支援策だけでなく、
少子化の根本原因である所得が増えない経済構造の是正が重要である。若年層
の収入を増やすためには、少なくとも下記の政策が必要となる。

a）日本的雇用慣行の見直しと労働市場流動化政策

　生産性を高めると同時に、個人がそのライフスタイルにあった形で柔軟に働
くことができるように労働市場の流動化を進める必要がある。流動的な労働市
場では適材適所が達成されるため、労働者個人の生産性が高まることが期待さ
れる。また、産業構造の転換に伴う労働再分配がスムーズに行われるようにな
るため、経済の新陳代謝が進んで、高い労働生産性が実現される。それに伴い
賃金も上昇する。終身雇用・年功序列を改め、ジョブ型雇用を導入、パフォー
マンスを客観的に評価する人事評価の確立により、パフォーマンスに応じた賃
金の支払いを行うべきである。これと併せて、日本の低賃金のもう一つの大き
な要因である正規・非正規の格差を是正するため、同一労働同一賃金の徹底を
図ることが重要である。
　具体策として、民と官の両方で、年功賃金から成果主義への移行を促進する
ための適切な人事評価制度の導入、定年退職の撤廃が重要である。事実、アメ
リカでは、年齢差別による雇用機会の喪失は許されず、大学等では 80 歳を過
ぎても研究／教育を続けている研究者も少なくない。
　また、解雇の金銭解決制度の導入や、主婦のパート収入が増えると夫の収入
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の配偶者控除から外される結果、主婦の税負担が増えて、逆に年収減になる
「年収の壁」の見直しも必要である。現在政府では年収 130 万円を超えると社
会保険料の負担が発生するのを、それを超えても夫の扶養にとどまることがで
きる暫定的な制度を設けることを検討中（3 年程度の時限措置）であるが、例
えば、従業員の収入増や保険料負担を軽減する手当を支払う企業に助成金を与
えるなど、より効果的な解決が求められる。
　個人を軸としたスキルアップが必要になるので、これを支援する自己啓発に
かかる費用の一部を所得税の控除対象とする「自己啓発優遇税制」の新たな
導入が重要である。これは、「学び・学び直し促進のための特定支出控除の特
例」を変更することで可能である。すなわち、今までの手続きで必要とされた
給与等の支払者による証明に変えて、キャリアコンサルタントの証明があれば、
特例が認められるようにする。
　スキルアップのための講習会では多額の費用がかかる可能性がある。リモー
ト教育により、コストゼロで誰でも 24 時間 365 日、好きな時間に、日本のト
ップ講師による講習が受けられるよう、学校は当然として、社会人向けのリモ
ート教育を発展させる必要がある。
　また、労働移動が不利になる現行の制度・政策である退職金優遇税制や雇用
調整助成金は撤廃する必要がある。なぜなら、退職金優遇税制は終身雇用の維
持に有利な制度であり、また雇用調整助成金は被雇用者が休業を余儀なくされ
たり、教育訓練を受けたりする必要がある場合に、企業がそのために負うこと
になるコストを軽減するために企業側に支払われる結果、被雇用者の賃金は据
え置かれたままであることが多く、被雇用者の働くインセンティブは減少し企
業側に助成金依存体質が醸成されやすい。
　厚生労働省は、同一労働同一賃金の徹底のために、パートタイマーらの短時
間労働者が厚生年金に入れる要件を緩和して厚生年金の適用範囲を拡大するこ
とにしているが、このような政策が重要である。

b）地方における魅力的な雇用機会の創出

　人口は大都市圏に集中し、地方は居住人口の減少幅が大きいが、観光資源に
富むなど潜在的な成長力は大きいと考えられる場合も多い。観光産業など魅力
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的な雇用機会を創出することが重要である。更に、観光客に農業を体験しても
らう農業観光、再生可能エネルギー産業の見学、教育なども組み合わせて、社
会の課題としての環境問題の学習にも観光を役立てること（エコツーリズム）
も新しい試みとして注目される。そこに着目して、観光産業などの潜在的成長
産業を顕在化させる政策努力をすれば、地方においても魅力的な雇用機会が創
出され人口も増える。
　コロナ禍前はインバウンドが自動車に次ぐ日本の外貨獲得手段（2019 年の訪

日外国人消費額は自動車に次いで第２位の規模の輸出額相当）であったことに着目
し、今後回復するインバウンドをあらゆる地域に波及させることが重要である。
　例えば、訪日外国人観光客一人当たり２日の地方への宿泊が、既に政府の観
光推進計画の目標値となっているが、この実現を図る。このため、ホテル、交
通機関などの観光関係のインフラ（社会基盤）充実のための支援や、観光ガイ
ドや観光施設のスタッフの人材育成への支援（英語教育等を含む）を強化する。
また、観光だけではない飲食店や病院などのサービス産業の労働生産性の向上
や、大分県の立命館アジア太平洋大学や高知県の高知工科大学に代表される若
者を惹きつける大学の創設も重要である。
　このようにして、地方に若い人にとって魅力的な雇用機会を創出することが
できれば、子育てのための収入だけでなく、時間的余裕もない大都市圏、特に
東京圏の若年層が、地方に定住することになり、出生率の上昇が期待できる。
人口密度が高いほど出生率が低いことが観察されており、また子育ての費用は
人口密度の増加関数となる可能性が高い。人口密度の低い地方への若年層の定
着は、この意味でも出生率を高める効果が期待できる。
　地方の人口減はまた住民税の減収だけでなく、生産年齢人口の減少による超
長期の期待の低下による土地価格の下落を通じた固定資産税の減収をもたらす
可能性もあり、今後社会保障費の急増が予測される地方財政の逼迫を緩和する
ためにも、地方における魅力的な雇用機会の創出は重要である。
　更に、退職期における地方圏への人口流入、リモートワークの普及などによ
って、同一個人による二地域居住の増加が予測され、納税する地域と行政サー
ビスを享受する地域が一致しない場合も増加する可能性がある。このような二
地域居住・ライフスタイルを後押しする地方税納税の仕組みを作ることも地方
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財政の強化にとって重要である。

c）リモート教育、リモートワークの充実

　公教育において、リモート教育に加え、EdTech（エドテック：教育の場での

テクノロジーの活用により、いつでもどこでも学べるプラットフォームを通じて学

習者のやりたいことや習熟度に応じたテーラーメイド型の教育を提供）を普及させ
ることで、地方在住でもどのような所得階層でも、最良の知識にアクセスし、
スキルの向上が図られ、結果として生産性が向上し、所得が増える効果が期待
できる。
　リモート教育では分かりにくい箇所だけを現場の先生が個別指導することに
より、児童・生徒にとっての手厚い補助が可能となる。さらに、児童・生徒の
理解レベルや学ぶスピードに個別最適化できる EdTech という新技術を組み
合わせて活用することによって、様々な教育ニーズに対応するコストが下がる
ため、現場の先生の負担軽減になる。例えば、新科目として専門教員不足が深
刻化しているプログラミング教育や、地域間格差が深刻な外国にルーツを持つ
子供たちの日本語教育から導入を開始することが考えられる。また、このよう
な個別指導の拡充を伴うリモート教育や EdTech の導入であれば、従来の地
方の教育機関が縮小することもない。
　ちなみに、リモート教育普及期に懸念される教育格差の拡大を防止する手段
として、コロナ禍で顕在化した学校教員のデジタルディバイド（情報格差）へ
の対応は急務である。日本ではコロナ禍ですべての子供たちに教育用のタッチ
パネルが配布された。日本のどこに住もうが、子供たちの勉学意欲を高める教
育がリモートで可能となっている。それぞれの教科で最も優れた教え方をする
先生により、教育は分かりやすさを増し、生徒たちの理解力の増強にも繫がる
と考える。24 時間 365 日、いつでもこうしたオンデマンド（On-Demand）ビ
デオを生徒たちが見ることができれば、学習塾などに通う必要はなくなり、所
得格差による勉学への影響もなくなることが期待される。
　コロナ禍で拡大したリモートワークを定着させれば、居住地の選択肢が増え、
通勤時間が節約され、余暇時間が増えるとともに、多様なライフスタイルが可
能となる。これによって、独身者の出会いの時間が増える、あるいは既婚者の
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家庭での時間が増えることにより、出生率の上昇が期待される。なかでも、子
供を持つ勤労者は通勤時間が就業やフルタイム勤務の妨げの一つの要因になっ
ている。リモートワークという選択肢が増えることで、住宅費の高騰する都心
を避け、保育園・学童の待機児童率が低い地域に居住し、リモートワークをす
るというワークライフバランスのとり方が容易になる。
　リモートワークはコロナ禍で可能な職種が多く出現した。従来の日本は出勤
して顔が見られれば働いているという認識もあった。しかし、それぞれの個人
の実態の生産性を測る制度に移行し、リモートワークが促進されれば、地方に
住みながら月に何回か都市の職場に通勤することが可能となり、地方の人材の
高度化にも繫げられる。
　一方で、コロナ禍で顕在化したのは、リモートワーク中も女性に家事・育児
負担が重くのしかかった現実である。男性の働き方にアプローチして、その変
革を促し、今までの勤務時間中心の働き方からパフォーマンス重視の働き方に
変えていくと同時に、社会のジェンダー規範をアップデートする教育を行うこ
とが必要不可欠だ。

d）教育格差解消のための施策

　公立学校の教育だけでは基本的学力の達成が困難であり、これが高収入家庭
の教育費が低収入家庭の教育費の三倍に上るという教育格差を生んでいる。こ
の問題を解決するため、教育に使用目的を限定した教育バウチャーというクー
ポン券を家庭に配布することも一案である。更に、日本の教育が画一的であっ
たために、個人の才能を引き出すイノベーション教育が不十分であったことを
十分に反省し、生成型人工知能（AI）など新しい技術に順応できる人材を産
み出すよう努力すべきである。また、前述のリモート教育は、どこに住もうが、
全国すべての生徒たちが無料で聴講できる教育方法である。自分が分からない
箇所を、全国で最も教え方の上手な先生の講義を聴くことによって理解できる
力が付けられる。タッチパネルはコロナ禍で全生徒に配布されている。所得格
差に関係なく、どこでもいつでも 365 日聴ける各科目のウェブサイトを準備し、
理解の難しい箇所は何回でも反復して聴くことができるのがリモート教育のメ
リットである。
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e）ジェンダー規範を変えるための政治における女性の過少代表の是正

　選挙において、女性候補者が少ないと少子化が争点になりにくい。男性政治
家が少子化に取り組まなくても問題視されにくいのに対して、少子化は女性政
治家の方が得意な領域だと捉えられているからだ。日本の国会議員における女
性の比率は、人口の半数が女性であるにもかかわらず、わずか 15％に過ぎない。
クオータ制の導入や比例代表枠の活用によって政治家の女性比率の向上を図る
と同時に、地方政治においても、女性候補者のリクルートを促すような制度の
整備を図ることで、女性が政治家になることへの心理面での障害を取り除くこ
とが重要だ。これらが、少子化政策の充実、特にジェンダー規範を変える制度
改正の充実に繫がる。

（２）労働力を増やす政策
　デジタル化を中心とした技術革新などにより、労働生産性の向上を図るとと
もに、高齢者や女性も含めて「就労を希望する」人たちが潜在能力を十分に発
揮できるよう、就労支援を行うことが重要である。
　現状では、高齢者にあっては年金受給年齢が引き上げられ、女性にあっては
育児、家事、労働の三重苦を背負わされて、無理に働かされているように感じ
られている方も多い。そのような方々のプレッシャーを解消し、潜在能力を十
分発揮していただき、幸福な働き方を実現するために、以下の施策の充実を図
る必要がある。

a）高齢者の「生涯現役」を促す

　定年退職の撤廃、および年功序列給与体系の撤廃により、生産性に応じた給
与体系に移行し、高齢者にはなるべく長く仕事を続けてもらう。またこれに合
わせて、日本は諸外国と比べて年金の支給期間が５～ 10 年ほど長くなってい
ることに鑑み、年金の支給開始年齢を引き上げることも検討すべきだ。ちなみ
にアメリカでは年齢差別による雇用機会の喪失をなくす努力がなされている。
高齢者の能力をフルに活用できる職場の創生も重要だ。例えば、インバウンド
の活用が期待される日本の地方都市では、観光産業の潜在成長力が高く、この
ような産業に、大企業の管理職を引退した高齢者の経験と知識を活用すること
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が期待される。

b）女性の労働力化の推進

　先に述べたジェンダー規範を変えることで、社会における女性の活躍を後押
しする。男性も女性も就業と子育てを両立するという新しい社会規範を作って
普及させることが重要である。先述した「年収の壁」は、このような女性活躍
の視点からも所要条件の見直しが必要である。
　また、家事・育児・介護などの家庭内ケアワークでの貢献を女性に強く期待
する我が国の社会規範を背景に、女性が労働市場でスキルを十分活用する機会
が限定されていることについて、これを抜本的に変革していくことが重要であ
る。一例として、企業に就職した女性が、管理職を目指すのに、海外転勤が大
きな壁となっている。つまり、夫の転勤への妻の帯同は理解が得られやすいが、
逆のパターンへの理解が遅れており、妻が退職や転職を迫られるケースもある。
夫婦ともに就労を継続し、家族そろって居住地を選択し、パートナーが就労形
態を調整するという柔軟な働き方の拡充が、子供を作るまたは養育することに、
プラスに働き、少子化問題の解消にも資するだろう。

c）外国人労働者の活躍：ポイント制度の導入

　外国人労働者の活躍は、人口減少を補うとともに、労働力の多様性を促すこ
とになり、グローバリゼーションの時代にあって重要な国際競争力の源泉であ
る多様性確保に役立つ。現在まで日本政府が行っている対日直接投資（Invest 

Japan）政策は、海外企業が日本に支店や生産拠点、販売拠点、研究開発拠点
等を築くことを促進する施策で、これにより海外からの人材も日本に集まるこ
とが期待された。また、日本への観光促進は観光をきっかけとして日本に関心
を持ってもらい、結果的に日本でビジネスを行う外国人の数を増やすことも期
待されている。
　更に一歩進んで、外国人労働者そのものを増やすことで人口減少の埋め合わ
せができないか。現在、全産業の労働者に占める外国人比率は 2010 年の 1.17
％から 2020 年の３％に上昇し、存在感が増している。更に、国立社会保障・
人口問題研究所によれば、2070 年には、総人口に占める外国人比率は 10.8％
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（880 万人）と推計されている（コロナ禍の影響が大きかった 2020 年を除く、2016

年から 2019 年までの実績値から外国人入国超過数の平均を求め、その水準の入国超

過数が今後も続くという想定に基づき試算）。ヨーロッパで最も高い比率のドイ
ツで欧州委員会の統計部局であるユーロスタットのデータに基づく算定値では、
2014 ～ 2019 年のドイツにおける外国生まれの人口の割合は 16.2％であること
を考えると、比較的高い数字であると評価できる。外国人労働者の受け入れと
定着を目指す制度作りが重要である（図３、表１）。
　既に存在する「外国人の技能実習生が、日本において実習実施者と雇用関係
を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図る」技能
実習制度については、一部で低賃金による日本人労働力の穴埋めに利用され、
それへの依存度が高まる中、人権侵害や失踪などのトラブルが発生しているた
め、「人材確保」と「人材育成」を主眼とする新たな制度への移行が決定して
いる。その中で、これまで原則としてできなかった働く企業の変更、「転籍」
をより広く認めることや、「対象業種の追加」を認めることが改正の方向性と
して決まった。2023 年秋までに転籍の条件など制度のあり方が検討されるこ
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とになった。可能な限り柔軟な対応が期待される。
　現在、専門的な知識や技能を有する高度外国人材への日本企業のニーズが高
まっている。修士号を持ち、年収 2,000 万円以上の外国人については、在留資
格の更新期限がない高度専門職２号の在留資格を特別に滞在１年で得られるよ
うにするなど、新たな高度外国人材促進の制度が設けられている。このように、

「外国人」を単に受け入れる国から、戦略的かつ積極的に誘致する国へと発想
を転換しつつあるが、これを更に推進していくことが重要である。
　その際に、後述するイギリス等で採用されている「ポイント制度」によって
熟練労働者を優先的に受け入れることを検討することが重要だ。イギリスの制
度は、導入されたばかりで、今後の動向を見極めることも重要だが、制度設計
としては、高度外国人人材の優先的な受け入れに適した制度であると考えられ
る。つまり、熟練の程度、日本語の習熟度、専門知識の有無などをポイント化
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して換算し、獲得するポイントの高い外国人労働者を優先的に受け入れるとい
う方法だ。これを外国人労働者の導入促進についての本研究会の基本的な提言
としたい。
　一方、高度外国人材にとって、日本における家族の受け入れ環境、雇用環境
は、OECD（経済協力開発機構）諸国の中で必ずしも良好でないことを認識し
つつ、対策を考える必要がある。
　日本に高度外国人材が定着しにくい原因としては、①キャリア形成の困難さ、
②新卒一括採用などの日本固有の雇用慣行、③職場における統合・同化の困難
さ、④学校における多文化教育のなさ、⑤ワークライフバランスの欠如、⑥賃
金水準、⑦要求される日本語水準の高さ、が考えられる。このような点を是正
し、外国人差別のない経済社会を構築することが喫緊の課題である。
　定着のためには、①家族（呼び寄せ、子女の教育）政策の充実、②就職政策

（差別の禁止、キャリア形成の透明性、言語教育の充実）の推進が重要である。
　未熟練、高度にかかわらず、外国人材の受け入れのためのインフラ整備が重
要である。まず政府の推進体制として、戦略的な人材誘致、データ連携等を一
元的に推進する司令塔機能の構築、また出入国・在留管理における DX（デジ

タルトランスフォーメーション）の推進（例えば出入国のデジタル化、在留申請手

続きの更なる電子化）を行う。更に、中長期的な社会統合を目指して、生活環
境整備を中心に、①デジタルを活用した行政窓口・病院等の多言語対応、「や
さしい日本語」の普及促進、②日本語教育機関・教師に関する制度整備、③子
女教育、介護・保険・年金等に関わる手続の円滑化、④５年の在留で永住権取
得を可能化、⑤人権 DD（デューデリジェンス；人権侵害の予防・対応策）や多
様な価値観を尊重しあう経営など、受け入れ企業の取り組み加速等を実行する。
　外国人労働者の場合、第一世代はそれぞれの技能により日本で生活し続けら
れるが、ヨーロッパ（フランス／ドイツなど）の例を見ると、外国人労働者二
世の教育は相当の費用をかけて改善されなければならない。両親の日本語が不
完全であると、幼少期に漢字や日本語の文法を学ぶことができず、小学校に入
ってからカリキュラムについていくことが困難となる。外国人労働者の社会へ
の統合を円滑にするためには、こうした外国人労働者二世の教育を公的資金に
より負担し続ける必要がある。さらに、学校現場での子供たちの外国人に対す
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る「いじめ」が発生しないような地域コミュニティーを含めた活動が必要であ
る。フランス／ドイツの例では、特定の地域に外国人労働者の人達が住み、他
のコミュニティーと隔離される傾向もみられる。イギリスが Brexit（欧州連合

離脱）を選んだ理由や、フランスやオランダでの最近の混乱などを見ても、外
国人労働者の社会統合政策は容易ではない。腰を落ち着けた対策が不可欠であ
る。
　懸念材料としては、最近の円安により、海外から日本に来て働いても、ドル
で換算すると所得が減ってしまい、看護師などへの海外からの応募者が激減し
ているという報道もある。海外の優秀な人材に日本を魅力のある国として選択
し続けてもらえるような施策も考える必要が出てきている。

d）人的交流

　留学生の受け入れ、技能実習生の受け入れなど、日本を知り技術を手にして
各国に戻って自国の経済発展を支える人材の育成を従来通りに続けていく必要
がある。そのためには、彼らの日本滞在を実り豊かなものとし、アジアをはじ
め世界各国に親日派をできるだけ多く輩出して行く政策の遂行が必要である。

（３）人口減少、経済規模縮小によるアジアにおける日本の安全保障の危機を
　　 最小化する
　アジアにおける日本の安全保障に対する危機を減殺するための方策として、
以下の二つが考えられる。

a）ハイテク技術の活用

　縮小する兵力を保管するため、AI を含むロボットやその他の無人システム
あるいは労働節約的な自衛隊員の適切な配置を追求する。しかし、このよう
なハイテク技術の導入は、新たな対応を必要とする。AI、サイバー、Drone 
Swarm（スウォーム：航空ドローンの集団戦法）は、地域の安全保障対策の性格
を変える。
　また、これらの新技術習得のためには、新たな訓練が必要となり、訓練の期
間が長くなる。このような複雑な技術をデザインしたり組み立てたりする新た
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な人材が必要となる。
　高齢化に伴ってこのような新たな兵器システムへの需要が高まれば、現在で
も防衛支出の捻出に苦労している人口減少の脅威に晒されている国は、その費
用の捻出のために更なる財政負担を考える必要が出てくる。
　また、民間企業も巻き込んで、日本がアメリカなどの同盟国と新技術の開発
を図る場合、このような軍事技術への転用を考えてセキュリティークリアラン
スの徹底を図ることが重要である。

b）新たな地域経済安全保障協力

　近隣の韓国、フィリピン等との協力を深めるとともに、上述のアジアの人口
大国との協力関係の強化、QUAD（クアッド：日米豪印戦略対話）のようなミ
ニラテラル協力の強化が重要である。さらに、人口減少の脅威に晒されていな
いインド、インドネシアなどの人口大国は、より大きな軍事支出の余地を持ち、
今まで以上に安全保障上のパートナーとしての役割が期待されるようになる。

（４）アフリカなどその他の地域の人口動態の変化や米中の経済規模の変化など
　アジア以外の地域の国際状況も考慮した安全保障の在り方の検討も今後重要
になる。例えば、アジア太平洋地域の安全保障の重要な柱であるインド太平洋
構想において、今後人口の増加が見込まれるアフリカ地域との連携が重要にな
る。また、中国の少子高齢化により、米中の経済規模については最近では中国
がアメリカを抜くことは困難だという考えが増えているが、仮にアメリカが中
国に抜かれても再度逆転する可能性が高い。アメリカは民主主義という価値観
を日本と共有しており、長期的に日本の安全保障のパートナーであり続けると
いう想定が適切である。

諸外国の少子高齢化対策で参考にすべき政策
　程度の差はあれ、日本と同様に高齢化社会を迎え、将来の人口減少の危機に
直面する可能性のある先進国の対策から、日本が参考にすべき政策を紹介する

（表２）。
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出生率についての改革 高齢化
対策 外国人労働者対策

子育て補助 教育費支援 住宅対策

フ
ラ
ン
ス

物価にリンクした家
族 給 付 金、 租 税 ル
ール N 分 N 乗方式、
包摂的家族政策（婚
外子、貧困家庭、ひ
とり親家庭、全て平
等に補助）

大 学 も 含 め
た 無 料 公 共
教育

子供を持つ
家庭に優先
的に住宅手
当

年齢によ
る差別の
禁止

出生促進政策などの社会政策の運
用は外国人労働者にも平等に適用。
外国人労働者の子弟への教育は人
口全体よりも手厚い。特に高学歴
外国人材については優先的にエリ
ート教育を受ける施設にその子弟
を受け入れる等のことをしてきた。
この結果、一般国民の反発もあり。

イ
ギ
リ
ス

両親の給付付き育児
休業期間あり。子供
が６歳になるまで柔
軟な働き方を認める。
出産費用全額補助、
保育費は 80％が税
額控除

16 歳までの
公 教 育 の 学
費等は無料

子供を持つ
家庭への手
厚い住宅費
支援

年齢によ
る差別の
禁止

イギリス：Brexit（EU 離脱） 後、
EU 内での人の自由な移動は終了。

「ポイント制度」を導入して、全て
の国籍の人たちに新しい「熟練労
働ビザ」を発給。より高い技能労
働者を優先、低技能の労働者は一
定のポイントに到達しない場合は
ビザを発給しない。原則 50％の職
種が外国人労働者に開放。多数の
人が外国人労働者の存在を経済の
回復を認めるものとして歓迎。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

強力な両親の育児有
給休暇支援、保育へ
の手厚い補助

大 学 も 含 め
て 無 料 公 共
教育

夫婦を優遇
する住宅金
融システム

定年年齢
67 歳

従来はフリーフローに近い外国人
労働者政策であったが、右派勢力
の台頭の影響で最近は難民や外国
人労働者を抑制する動きが顕著で
あるのが特徴。社会統合政策とし
ては言語教育に重きを置いている。
しかし、貧困地域に外国人労働者
が多く在住するなど、その存在が
格差の拡大、社会不安の増大をも
たらす傾向があり、包括的な経済
政策が求められている。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

Baby Bonus Cash 
Gift（ベビーボーナ
ス現金給付）の増額、
政府支払の父親の育
休期間の拡大

教 育 費 や 医
療 費 に 活 用
できる保育、
養 育 支 援 金
を支給

若い夫婦や
子供を産ん
だ家庭に対
する公共住
宅の優先的
割り当て

定 年 は
63 歳 と
しつつ、
就業可能
な場合は
68 歳 ま
で再雇用
可能

長期滞在ビザの供与は限定的（シ
ンガポール国民または永住権保持
者を配偶者か親に持つ者等で、全
体のビザ供与の 10％程度）。高度
な外国人労働者の獲得の施策を強
化している。労働人口の約４割が
外国人であることが特徴。そのうち、
永久ビザを有するのは、1/4 程度
とされる。

表２　諸外国の少子高齢化対策で参考とすべき政策のオーバービュー



28

（１）フランス
a）出生率についての政策

　フランスの出生率は 2020 年に 1.82 で、日本の 1.25 に比べてかなり高い。理
由として以下の５つの政策が挙げられる。

①長期にわたる安定的出生促進政策――GDP ではなく、物価にリンクした
家族給付金（手当）。

②政策租税ルール（N 分 N 乗方式）――家族の所得を全て合計した額を家族
係数（大人は１、子供は２人目までは 0.5、３人目以降は１とみなして合計を計

算）で割って、係数１当たりの課税額を算出し、これに家族係数を乗じて
課税額を計算する方法で、子供の数が多いほど税額が少なくて済むことに
なる。

　（数値例：年収３万ユーロの夫と２万ユーロの妻、夫婦の総収入５万ユーロ。

　　子供１人の場合、家族係数は 2.5、５万ユーロをこの家族係数で割ると２万ユ

ーロ。

　　一方、子供３人の場合には家族係数は１＋１＋ 0.5 ＋ 0.5 ＋１= ４で、５万ユ

ーロをこの家族係数で割ると１万 2,500 ユーロとなる。

　　税率が０～１万 1,000 ユーロ：０%、１万 1,000 ～２万 7,000：11%、２万

7,000 ～７万 9,000：30% なので、子供１人の場合は、家族係数は 2.5 で、１万

1,000 × 2.5 = ２万 7,500 ユーロまでの税率が０%、残りの５万－２万 7,500=

２万 2,500 ユーロにかかる税率が 11%。そこで、支払う所得税が０×２万 7,500

＋ 0.11 ×２万 2,500=2,475 ユーロ。

　　これに対して、子供３人の場合には、家族係数は４で、１万 1,000 ×４= ４万

4,000 ユーロまでの税率が０%、５万－４万 4,000 ＝ 6,000 ユーロに 11% の税が

課税される。そこで、課税額は０×４万 4,000 ＋ 0.11 × 6,000 = 660 ユーロとな

る。）
③教育政策――大学も含めた無料公共教育。
④住宅政策――家族の規模を考慮に入れた政策。子供を持つ家庭に優先的に

公的運営で供与している住宅を賦与。
⑤包摂的な家族政策の実施（機会の平等を実現し、貧困家庭、ひとり親家庭、

婚外子などを含む包摂的な社会保障政策を実施、法律上の結婚から生まれた子



日本の人口問題についての研究会　政策提言 29

供とそれ以外とを差別しない社会保障制度）。ひとり親家庭対策として、ひ
とり親家庭に対する特別給付金を供与するなど。

　このように、誰でも多様な状況で、例えば、一定の職務経験を終えた後も、
結婚していてもいなくても、子供を持つ選択ができるようにする。これが高い
出生率の要因である。

b）高齢化対策

　欧州連合（EU）の「一般雇用均等指令」により、年齢に基づく直接・間接
の差別を禁止しているが、フランスでは労働法典に年齢による差別的取り扱い
を禁止する規定がある。

c）外国人労働者についての政策

　2000 年以降、フランスでも外国人労働者が 36％増加。社会への統合が課題。
①出生促進政策などの社会政策の適用
　18 歳から 60 歳の大人のうち、31％が祖父母のどちらかが外国出身であり、

住宅関連の手当、新学期の準備資金のための手当、ベビーシッターなどの
経費の補助などの社会政策の適用には、外国人労働者かどうかは無関係。

②教育
　外国人労働者、フランス国民の区別なく、学業不振から子供を救う教育政

策を実施。外国人労働者の子供はフランス国民の平均より教育を受けてい
るのが実態。高学歴外国人材は優先的に特別な高等教育施設に入学を認め
られるという制度もある。これが逆に一般のフランス国民の反感を買う面
もある。

（２）イギリス
a）出生率についての政策

　出生率は 2020 年で 1.6、2010 年の 1.93 からは減少した。
　高齢者の生産年齢人口に占める比率は、2020 年で 30％弱、2070 年で約 50％

（日本はそれぞれ 50％弱と約 75％。いずれも国連の試算）。
　育児支援については、子供が１歳になるまでの 13 週間の育児休業が保証さ
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れる。母親には休業給付期間が９か月あり、出産休暇として最大 12 か月まで
認められる。父親は子の誕生から８週間以内に申請すれば 26 週間の休業給付
付き休暇が取得可能。６歳未満の子を持つ両親には、柔軟な働き方を事業主に
申し出る権利が付与される。出産・保育サービスについては、出産費用全額補
助及び、第１子から児童手当が所得制限なしで 16 歳まで支給される。保育所
の利用などの保育費用の 80％が税額控除される。16 歳までの公立学校の学費
等は無料となる。このように、男女ともに育児のしやすい労働体系が構築され
ていることに加え、男性の家事への参加率が比較的高い。

b）外国人労働者についての政策

　外国人労働者の問題は、Brexit の直前は重要な課題で、Brexit は EU 内の
労働者の自由な移動への反対を表明するものだった。Brexit 後は EU 内での人
の自由な移動は終了した。
　「ポイント制度」を導入。全ての国籍の人たちに新しい「熟練労働ビザ」（就

労ビザ）を発給する。技能労働者の外国人労働者に求める最低年収額は３万ポ
ンドから２万 5,600 ポンドに引き下げる。新卒者には、熟練労働者より 30％低
い水準を適用。技能要件も大学卒業レベルから高等学校卒業レベルへ引き下げ、
また受け入れ人数の上限数も撤廃。また、外国人労働者の受け入れが国内の
労働市場に害を及ぼすことを防止する、いわゆる「労働市場テスト」（resident 

labour market test）も廃止する。技能労働者のビザ発給には、英語能力や就労
予定の職業における適切な技能レベルなどを満たす 70 ポイント以上が必要条
件となるが、博士号取得者である場合はこの要件が低くなる。より高い技能を
持つ労働者については内定なしでもビザ発給を可能とし、低技能の労働者につ
いては上記のポイントを満たさない場合はビザを発給しない。この結果、原則
ほぼ 50％の職種が外国人労働者に開放された。
　世論への影響については、10 年前まではイギリスへの外国人労働者の問題
はほとんどのイギリス人にとって経済への緊張をもたらすものだったのが、現
在は 59％の人が外国人労働者の技術と労働力は経済の回復を助けるのに必要
であると考えるに至っている。
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（３）スウェーデン
a）出生率についての政策

　現在の出生率は 1.5 強で、最近 40 年間は常に日本より高い出生率を維持し
ている（高い外国人労働者の出生率が一因。また、外国人労働者の人口は比較的若

年で高齢化の歯止めにもなっている）。18 歳以下の全ての子供に対する手当、育
児休暇時の手厚い所得補償（１年間の有給休暇の所得の 80％支給）、子供の保育
についての手厚い助成がある（１人につき１か月当たり 150 ドル）。政府による
強い両性の平等規範の徹底があり、夫婦への住居確保のための金融措置もある。

b）外国人労働者についての政策

　従来から、労働力不足を懸念し、人口減少の傾向があるスウェーデン社会の
将来を見据え、外国人労働者の受け入れを認め、難民を労働力として合理的に
活用する政策の必要性を認識していた。
　特に 2008 年からは、外国より労働者を受け入れる際に行ってきた政府によ
る労働市場テスト（就労目的の外国人労働を受け入れる際、国内で労働力が本当に

不足しているかどうかをチェックする制度）の停止を行っている。しかしながら、
外国人労働者排斥を主張する極右政党の影響力が高まるにつれ、難民の受け入
れについては永住許可の禁止、ビザ要件の厳格化などにより限定的になる一方、
非 EU からの外国人労働者は、社会統合を推進するため、労働組合が認めた賃
金を受け取らなければならないこととした。職種制限はない。また、家賃の水
準も外国人労働者が住居を探すのに困難とならないように規制されている。
　他方、外国人労働者の社会への統合政策として、語学教育の重視、教育を受
けていない大人の外国人労働者を教育し、ますます多くの外国人労働者が大都
市部以外に存在していることから、住居探しのサポートを重視している。多く
の外国人労働者が貧困の状態であり、子を持つ外国人労働者の女性がスウェー
デン人の女性に比べて就業ができていないことや、大都市部での居住地域間の
大きな所得格差、貧困地域の犯罪の温床化など、多くの課題に直面しており、
外国人労働者の円滑な社会への統合が大きな課題である。
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（４）シンガポール
a）出生率についての政策

　シンガポールの 2022 年の出生率は 1.03 で、日本の 1.3 より低い。
　1980 年代半ばから低出生率のもたらす悪影響が注目され始める。1987 年に
は多岐にわたるインセンティブが少子化対策として導入されたが、出生率は一
時的に上昇したものの下がり続けた。2004 年、2008 年、2013 年と「結婚・育
児支援パッケージ」を導入。結婚したカップルに対する住宅購入の大幅助成、
子供を持つ家族への大幅助成、父親の育休期間の拡大、保育の補助、婚活支
援プログラム、子育て世帯に対する税金控除などの対策を実施してきた。2030
年までに、４人に１人が高齢者となる見込み（65 歳以上の人口の全体人口に占

める比率である高齢化率が 25％）であることを踏まえて、高齢者雇用を推進す
るため、定年を 63 歳としつつ、68 歳まで再雇用申し入れを義務化。パートタ
イム再雇用補助金の支給も 2025 年まで延長した。

b）外国人労働者についての政策

　労働力人口の約４割が外国人（永住権保持者１割弱と非居住者３割強を合算）
であり、高度な外国人労働者の獲得の施策を強化している。非居住者におい
て、専門家パスを、雇用パス（Employment Pass）保有者の所得上位５％とな
る３万シンガポールドル（1SGD ≒ 100 円換算）以上の固定月給を稼ぐ者に対
して交付。このパスは有効期限５年、保持者は複数の企業で同時に労働が可能。

結論
　日本の少子高齢化問題は、長期的なトレンドの問題であり、その背景にある
構造問題を是正することが重要である。そのためには人口目標を掲げて、中
長期的に構造を是正する対策を持続する必要がある。「50 年後（2060 年代）に
１億人程度の人口を維持する」という、2014 年６月に当時の安倍内閣がまと
めた経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）に掲げられた目標は、人口
減少による経済の負の成長化の予防、地方経済の更なる荒廃の阻止、社会保障
制度の維持、地政学リスクが高まるなかでの安全保障の確保にとって、適切な
目標と考えられる。また、これまでの人口増加、若者が多いことを前提とした
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社会・経済システムの構造、例えば、終身雇用・年功序列のような構造を抜本
的に変えて、人口減・高齢化の構造に合ったものにしていかなければならない。
　人口減少の傾向を止めるには、出生率の向上と外国人労働者の拡大の両方が
重要である。このため、中長期的視野に立って、子供を持つことにインセンテ
ィブを与える政策に加えて、外国人労働者を受け入れることにメリットを感じ
させ、また外国人労働者の側にも移住することにメリットを感じさせる政策を
実行していかなければならない。
　現在の岸田内閣が掲げる異次元の少子化対策は、このような中長期的視野に
立って、①若い世代の所得を増やす、②社会全体の構造、意識を変えて、企業、
男性、地域社会全員参加による子育て支援、③親の就業形態、家庭状況にかか
わらずライフステージに沿った切れ目のない支援を行う、ということを基本理
念としており、適切な方向を目指しているが、諸外国と比べると、まだまだ道
半ばと言ってよい。
　これに加えて、①労働市場の流動化による構造的所得増、②観光業その他の
振興による地方における魅力的雇用機会の創出、③リモート教育やリモートワ
ークの充実によるワークライフバランスの改善、その他、フランスが採用して
いる N 分 N 乗方式の租税ルールや、婚外子も含めた政策支援、大学も含めた
無料公共教育拡充などを併せて推進することも検討すべきと考える。
　日本の子供関連予算は、2021 年度版少子化社会対策白書を基に計算すると、
英仏が家族関係支出の GNP 比が３％前後であるのに対して、日本は 1.65％と
相対的に低いレベルにとどまっている。大きく拡充する余地はあると考えられ
る。財源については、日本の消費税が、相対的に低い状況にあることを認識し
つつ、国民合意を形成していくことが重要である。
　また、人口低減を止めるもう一つの対策である外国人労働の拡充については、
未熟練外国人材については、現行の技能実習制度を「人材確保」と「人材育
成」を主眼とする新たな制度へ移行させることになっているが、これに加えて、
高度外国人材の拡充に本格的に取り組むべきで、そのための家族の受け入れ環
境を改善し、日本語教育や子女教育の充実を図ると同時に、就職差別の禁止な
ど、雇用環境の改善にも務めるべきだ。このような日本社会全体が外国人労働
者により開かれた環境を整えるべきである（表３）。
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　国立社会保障・人口問題研究所によれば、現在の人口を維持するために必要
な出生率は 2.07 であり、2023 年６月２日に厚生労働省が発表した 1.26 とは大
きく乖離する。
　1.50 以下は超少子化といわれており、非常に懸念される状況である。この現
状が、コロナ禍における婚姻数減少等の影響を受けて低迷していると仮定し、
コロナ禍の影響が緩和され、また現在の少子化対策の効果が少しずつ表れてき
たとしても、同研究所の試算では出生率 1.64 で、2070 年の人口は 9,549 万人

（外国人材が 880 万人含まれる）で１億人を切っている。従って、人口１億人を
長期的に確保するためには、外国人労働者政策も含めてあらゆる政策の動員が
必要である。このように、大がかりな政策動員で、国民の問題意識を高めてい

①

リモート教育とリモートワークの普及
リモート教育を普及させれば、地方在住でも低所得階層でも最良の知識にアクセスしスキルの
向上が図られる結果、生産性が上昇し所得が増えて子供を持つ余裕ができる。またリモートワ
ークの普及で居住地の選択肢が増え、通勤時間が節約され余暇時間が増えれば、子供を持つ余
裕ができる。子供のいる女性にとっては通勤時間が就業やフルタイム勤務の妨げとなっていた
が、リモートワークの普及で住宅費の高騰する大都市を避け、保育園の待機児童率が低い地域
で就業できるようになる。

②
労働市場改革
労働市場の流動化で適材適所を達成し、労働者の生産性を高め賃金を上昇させれば、これによ
り経済的に子供を持てるようになる。

③

観光業その他の振興による地方における魅力的雇用機会の創出
日本の地方には豊富な観光資源が眠っている。これを掘り起こせば、地方の観光産業の発展に
より、多くの若年雇用の創出が見込まれ、若者の地方への定着ないし流入が加速、豊かで時間
的制約の少ない地方での生活の中で子育てが可能となる。

④

婚外子の養育
フランスでは婚外子の全体の出生に占める比率が 61％と高い。日本はわずか 2.4％（いずれ
も 2020 年）。フランスでは婚外子であろうと結婚している夫婦から生まれたのと全く同様の
補助が国から受けられる。

⑤

N分N乗方式の租税ルール
フランスの租税ルールは、家族の所得を全て合計した額を家族係数（大人は１、子供は２人目
までは 0.5、３人目以降は１とみなして合計を計算）で割って、係数１当たりの課税額を算出、
これに家族係数を乗じて課税額を算出する。子供の数が多いほど税額が少なくて済む。

⑥

高技能外国人労働者の受け入れを加速化する
・シンガポールの専門家パス制度
・イギリスの「ポイント制度」
・フランスの外国人労働者の子弟の社会統合教育

表３　岸田内閣が掲げる異次元の少子化対策、及び外国人材確保策において取り上げられて
いない政策
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くことが、日本全体が、「子供に優しい社会」になっていく重要なステップと
なろう。
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◇座談会◇

どうすれば日本の人口減少を止められるか

2023 年 11 月 10 日（金）開催

慶應義塾大学経済学部名誉教授　吉野直行
立命館大学経済学部准教授　関　麻衣

一般社団法人日本経済団体連合会産業政策本部上席主幹　脇坂大介 1）

一般財団法人国際経済交流財団会長　豊田正和

はじめに

豊田（司会）　多くの先進国における共通課題の一つに、「少子高齢化」があり
ます。欧州諸国は長年にわたって対策を展開してきており、岸田政権が「異次
元の少子化対策」を打ち出したのも不思議ではありません。けれども日本の場
合は少子高齢化が直接的に人口減少につながっているので、問題はさらに深刻
なのではないかと感じています。例えば先進７か国（G7）諸国の中で人口が
減少しているのは日本とイタリアであり、アメリカはもちろん、ドイツも移民
を受け入れることによってですが、人口は増加しています。少なくとも大きく
は減少していない状況だと思います。
　実態を見ますと、日本の場合は 2008 年に１億 2,000 万人を超えたのをピー
クにして、人口は減少を続けています。2070 年には 8,700 万人（外国人労働者

を含む）になるとの推計が、国立社会保障・人口問題研究所から出されていま
す。
　一方ドイツでは、出生率が低下しているのは日本と同じですが、これに対し
て対策を講じていて、その結果 1.3 程度で低迷していた出生率が 1.5 以上に上
昇しています。ちなみに日本の出生率は 1.25 です。人口増となるには出生率
は 2.0 を超えていないといけないわけで、欧米の多くの国は移民を受け入れて
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人口増につなげているように思います。当面のドイツの人口増加も、2030 年
の 8,500 万人程度でピークだとされているようです。
　日本の少なからぬ新聞論調は、ミドルパワーとして生きていく道を探ろうと、
少々あきらめムードな気がします。本当にそれでよいのか。問題はないのか。
問題があるとしたら、どうすべきなのか。とりわけいわゆる外国人材の受け入
れ、外国人労働者の取り扱いは重要な気がします。
　こうした問題意識を踏まえて、国際経済交流財団は「人口減少問題への処方
箋を考える」という表題の下で研究会を設立し、このほど提言をまとめました。
本政策提言を踏まえてこれらの課題を議論していただくために、本日は研究会
に出席された３人の専門家をお招きして、議論をしていただきたいと思います。
　まず、世界の経済構造問題にお詳しい慶應義塾大学経済学部名誉教授の吉野
直行先生です。研究会の座長を務めていただきました。そして労働問題、教育
問題がご専門の、立命館大学の関麻衣先生です。そして、日本経済団体連合会

（経団連）において、外国人政策について研究されている脇坂大介さんです。

人口減少のもたらすもの

豊田　それでは早速ですが、議論を始めさせていただきたいと思います。まず、
人口減少は何が問題かというところから議論させていただきたいと思います。
吉野先生にお伺いいたします。政策提言では、人口減少には三つの問題がある
とされています。一つ目は、「国力の低下、経済力の低下」、二つ目は「財政負
担の増加」、そして三つ目が「安全保障への影響」です。
　まず吉野先生には、一つ目の「国力、経済力の低下」について、少し敷衍し
てご説明いただけないでしょうか。高齢化社会において増大する高齢者需要に
応える新産業の出現の可能性もプラス面としてあるとのことですが、その点に
も少し触れていただければと思います。
吉野　人口が減ることによる国力の低下、あるいは経済力の低下についてです
が、いろいろな国際機関（たとえば、国際通貨基金〈IMF〉、世界銀行、アジア開

発銀行、経済協力開発機構〈OECD〉など）への出資を見ますと、だいたい国の
国内総生産（GDP）に応じて出資比率が決まっています。そうしますと、もし
人口が減って GDP が減ってくると、だんだん日本の国際機関への出資比率も
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減りますから、国際的な場での日本の発言力が落ちてく
ることになると思います。
　人口問題が国力、GDP とどのように関係するのかで
すが、一部の見方では、日本は一人当たり GDP は低く
ないので、これで大丈夫だという見方もあるのですが、
国際社会で見ると GDP 規模自身が一つの国力であって、
一人当たり GDP で計るという評価の仕方はないように
思います。
　人口がどのように GDP に影響を与えるかというと、
マクロでいけば二つのチャンネルがあると思います。一
つは供給側です。（i）資本と（ii）労働と（iii）全要素
生産性（TFP）から、日本の生産力が決まるわけですが、
そのなかで人口が減り、労働力が減るということは、供
給サイドとしても足かせになります。
　需要サイドから見ますと、人口が減ってくると全体の
消費が減っていきます。そうすると売れ行きが減少する
ため、企業の国内での設備投資が減っていきますので、
総需要も減ってしまいます。そういう意味では、もちろ
ん資本効率、TFP を上昇させることは重要ですが、最
低限の人口は保たれる必要があるだろうというのが第１

点です。
　２点目は、高齢化が進むなかでどちらかというとネガティブな見方が相当大
きいのですが、少しでも光を見つけられるとすれば、高齢者がなるべく生涯現
役で働き続けることによって、人口は減ってくるけれども働く人たちの数は減
らないようにすることです。退職される方々は人口としてもう既に存在するわ
けですから、高齢者の方々を活用することが重要であると私は思います。
　高齢者の方々が働き続けられるためのロボットや、職場での工夫がされてき
ています。人工知能（AI）技術の中でも、高齢者の方々がやさしく使える AI
も出てきています。言い換えると、日本で労働人口をなるべく確保するために
は、高齢者の方々に働き続けていただく。ただし給与は生産性に応じた給与に
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しないといけない。年功序列でいくとかえって日本の足
かせになってしまうからです。
　これまで日本の社会では生産性を計ることがなかなか
できませんでした。私が生産性による給与体系が必要で
あると言うと、日本はグループで一緒にやっているのだ
から一人一人の生産性を見るのは難しいと企業の方々は
おっしゃいます。グループでやっていても各個人の生産
性は計れると、私は思います。そういう意味では、生産
性に応じた給与にしてなるべく高齢者に長く働いていた
だくことによって、医療費を含む社会保障費が減ります
ので、それによって日本の財政赤字に対するマイナスの
影響も相当落ちてくると思います。
　最後に、日本で高齢の方々が働き続けていけば、どう
いうロボットが必要か、職場でどういう AI が必要かを
実体験することができます。高齢者の雇用継続を可能と
する一大技術進歩を日本の国内で行えば、その技術や
AI を、これから高齢化してくる中国にもヨーロッパに
も輸出できます。現在の自動車などの一大産業に匹敵す
る高齢化関連の大きな産業ができれば、将来の大きな輸
出の源泉となり、日本の経済力を引き上げることができ
るようになると思います。
豊田　ありがとうございます。大変楽観的な気分になってまいりました。
　関先生に伺いたいと思います。二つ目の課題とされている「財政負担の増
加」について、敷衍していただければと思います。高齢化が進むと金融政策や
財政政策の効果も低減せざるを得ないという点についても、少しご説明いただ
けるとありがたいと思います。
関　基本的に高齢化というのは労働人口の減少と退職者人口の増加を通じて経
済の構造そのものに長期的な影響を与えるので、本質的には金融政策や財政政
策のような短期的、あるいは中期的な政策では太刀打ちできないのです。です
から高齢化と財政の関係というのは、あくまで財政負担の話や政策の波及効果

一般社団法人
日本経済団体連合会

産業政策本部上席主幹
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に関する点に論点を絞れるのではないかと思います。
　もちろん退職者人口の増加も長く働いていただくことである程度は逓減でき
るかもしれませんが、健康上の問題などもありますし、必ずしも寿命が延びた
からといって退職者がそれほど多く伸びないという予想はできないわけです。
そうなると高齢化のマクロ経済的な懸念というのは、社会保障費の増加になり
ます。
　現在でも一般会計歳出の３割を占めているということで、単純計算で線形に
引き延ばすと、高齢人口の増加に比例して今後も社会保障費は増えていく。今
日本では財政赤字を主に国債で補塡し続けているわけですが、今後増えても国
内だけで吸収し続けられる水準かというのが一つの懸念です。
　経常収支も、ずっと黒字だったものが最近は赤字になりかねない傾向が見え
てきた。そうすると、日本の財政全体への信認が急激に低下する。その場合に
利払いが難しくなるのではないかという懸念がやはり出てきている。暴落が起
こるのではないかと過度に心配しても仕方ないのですが、そういう可能性、リ
スクは常にあるということです。
　そのほか、金融政策や財政政策は景気に刺激を与える政策ですが、これは高
齢化によって低減するのではないかという研究結果があります。従来の景気後
退時は、金融緩和をして政策金利を下げ投資環境を改善するとか、財政出動で
需要を喚起するということで、いずれにしても企業活動を刺激して賃金の上昇
を後押しし、それが巡り巡って消費活動をさらに活発化させるだろうというサ
イクルを想定して行われてきたわけです。効果が出る出ないはその時々の国民
による政策の受け止めにも依存するので難しいですが、基本的にそういうルー
トを想定していました。しかし貯蓄や年金に頼って生活する方の割合、要は退
職者人口が増えると、賃金の上昇を通じた既存のルートでの乗数効果を通じた
景気刺激策は効果が発揮できなくなります。
豊田　ありがとうございます。相当深刻な感じがします。
　脇坂さんに伺いたいと思います。三つ目の「安全保障への影響」です。私自
身この勉強会があるまで安全保障への影響はあまり意識していなかったのです
が、まさにウクライナ危機に加えて、今起こっているイスラエルとパレスチナ
のハマスとの戦争、そして中国による台湾の武力統一への動きなどを踏まえて、
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そういうことをおっしゃる方が増えている気がいたします。そして、北朝鮮の
挑発的な動きも、然りです。
　経団連の会員企業は、世界中に、とりわけ、アジアに生産拠点を置いておら
れる方が多いのですが、「安全保障への影響」について、企業の立場から見る
とどのように見えるのか。この点についてお話しいただければありがたいと思
います。
脇坂　ご指摘のとおり、日本が位置する北東アジアは安全保障上いつ不測の事
態が起こってもおかしくない地域となっています。ですので、現在ウクライナ
や中東で起こっていることは、決して対岸の火事と考えるべきではないと考え
ています。
　一方で、安全保障というのは軍事力や自衛力だけではなくて、いわゆるソフ
トパワーといわれる経済力や文化の力にも大きく左右されると思います。この
点で、日本の国力が例えば経済力や科学技術の力を含めて少子高齢化で弱まっ
ていけば、それだけ日本の安全保障上のリスクが高まるというのは、ある意味
で自然なことだと思います。
　政策提言の中でも、近隣のアジア諸国などで親日派、知日派の方々を増やし
ていく政策として、留学生として受け入れていくようなことも提案されていま
すが、そうした日本の国力や経済力や文化の力を生かして親日派の人たちを増
やしていくといった対策も、引き続き必要なのではないかと思います。
　安全保障と人口減少という点では、提言の中では触れていないのですが、日
本特有の課題として、国境離島の人口減少対策が一つ重要なテーマとしてある
と、私は思います。日本の国土面積は世界で 61 番目ですが、領海の面積では
世界で６位と非常に広大です。
　そういう意味で、全国に散らばっている国境離島が無人島にならないように
離島での人々の生活を維持していくことが、安全保障上潜在的に重要な課題と
なります。提言の中でもリモートワークやリモート教育を今後日本国内で進め
ていく必要があると指摘されていますが、まさしく国境離島の場合はリモート
ワークやリモート教育を取り入れることによって、離島の人口を維持し離島に
人を呼び戻す政策が可能になると思います。
　また、離島ならではの地理的条件を生かして、例えば都市部では行えないよ
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うな規制緩和を実施し、ある意味実証実験をしていく。先進的な技術などを取
り入れられるような特区制度を活用していくという方法も、あるのではないか
と思います。例えばドローンや空飛ぶクルマは人口密集地域ではなかなかすぐ
に活用することはできませんが、離島であればそういうものの活用を実証実験
の中で進めていくことができるのではないかと思います。私からは以上です。
豊田　大変重要なご指摘、ありがとうございます。

人口減少への対処策

豊田　それでは、人口減少への対策について議論いただきたいと思います。安
全保障の危機を最小化する対策は別として、政策提言で二つの対策をまとめて
いただいています。一つが出生率を上げるための対策、二つ目が労働力を増や
す対策です。
　まず、最初の出生率を上げる対策について、脇坂さんに伺いたいと思います。
最も重要なものとして、賃金を上げる、すなわち生産性を上げることを目指し
て、「日本的雇用の見直しと、労働市場流動化」の必要性が挙げられています。
経団連におられて企業の方と接することが多いと思いますが、日本的雇用の見
直し、労働市場の流動化について、脇坂さんはどのようにお考えでしょうか。
脇坂　まず日本的雇用には、特徴としては大きく二つあると思います。一つは
終身雇用であること、二つ目は年功序列型の賃金であることかと思います。個
人がライフスタイルに合った形で柔軟に働くことができるようになるというの
が、少子化対策では重要です。そうした観点からも、柔軟に働くことを日本的
雇用慣行が阻害しないように変わっていく必要があるというのが、提言の骨子
になっていると思います。そもそも日本的雇用は高度成長期で働き手が非常に
多数いた時代にうまくいっていた制度であって、現在のように少子高齢化が進
んでいるなかではそれを見直していくことは必然になると考えています。
　例えば海外の GAFAM（グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル、マ

イクロソフト）のような IT 企業と競争しなくてはいけない企業は、そもそも
こうした日本的雇用ではなくて能力ベースで人を雇用するとか、従業員に活躍
してもらうという制度にしなければ海外の競合相手と人材獲得競争に勝つこと
ができない状況になっていますので、日本企業でもとりわけこうした海外と競
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争している企業では、雇用のあり方が大きく変わってきていると私も感じてい
ます。
　ただこの日本的雇用は、ある意味で企業が社会保障を担っていた制度です。
この制度がなくなると、例えば能力本位で賃金や雇用が決まることが徹底され
ていくので、公的な社会保障を充実させる必要が、課題の一つとしてはあるの
ではないかと思います。
　そうでないと、欧米で既に起こっていることですが、社会的な格差が一方的
に広まってしまい、それがまた少子高齢化に悪影響を及ぼしていくことも考え
られますので、日本的雇用を一方的に見直すのではなく、それに見合った公的
な制度を整備していく必要性もあるのではないかと思います。
　アメリカは終身雇用制ではないと考えられがちですが、実はアメリカでも
1960 年代頃までは終身雇用が一般的でした。その代表が自動車産業で働いて
いた白人中間層だったわけですが、世界的な競争によって終身雇用がなくなっ
ていったことが、今のアメリカの中間層の崩壊が起こった一因ではないかとい
われています。そうしたことを学ぶ必要もあると、個人的に考えています。
豊田　ありがとうございます。終身雇用制を変えていくのであれば、それを補
う何かが必要だというご指摘かと思います。非常に重要なご指摘でした。
　関先生にお伺いしたいと思います。この報告書では、「地方における魅力的
な雇用機会の創出」を挙げています。一つが観光であり、地方における魅力的
な雇用機会の創出が重要だとされています。先生は京都の立命館大学で教えて
おられて、地方の重要さを強く感じておいでだと思いますが、この点をどうお
考えですか。
関　京都を地方と呼んでしまうと京都の人に嫌われてしまうのではっきりと明
言しがたいのですが、日本の雇用機会は東京一極集中が続いています。では東
京から郊外や地方、東京以外に無理やり若い人を追い出すべきかといわれます
と、そんなことをすると若い方々の活躍の場を奪ってしまいますし、日本経済
全体もさらに沈んでしまう。そうではなくて、地方経済自体を盛り立てて、雇
用を積極的に創出することが重要になってきます。
　その場合、地方でも雇用や教育の質が担保されると、混雑していて物価も高
い東京ではなく子育てしやすい地域へと、若い方々も積極的に移住する可能性、
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あるいは大学は東京だったとしても地元に戻る、就職の際に出る必要がなく残
るという可能性が出てくる。収入と子育て環境が整うことで、自然に家族を増
やしたいと思う若者も増えるのではないかと、期待するわけです。
　このような好循環が生まれると、地方財政も安定化する道筋が多少出てくる
のではないか。住民税だけではなく、土地の価格の下落傾向が防止できること
からの固定資産税アップが期待できるという指摘も、研究会ではありました。
　こういう話は、大筋では既に多くの方がおそらく共有されています。特に地
方創生はずっと長い間議論に上っていますし、実際にいろいろな取り組みをさ
れている方が各地にいらっしゃいます。なかでも観光産業で、地方のポテンシ
ャルをそれぞれ引き出そうとローカルで努力されている人たちが各地におられ
ます。
　京都は文化観光にかなり特化していますので、オーバーツーリズムが問題に
なるぐらいインバウンドの人気で沸いています。
　けれどもそこに一極集中してしまっているという問題点がありまして、実際
は日本各地にさまざまな観光資源がまだ眠っています。いったん京都、大阪、
東京に行かれた観光客自身がほかにさらに魅力的なところがないかといろいろ
探し、再発見してくださるというのもあるのですが、やはり受け入れ側からど
んどん開拓していく必要はある。
　特に自然観光は未開拓の部分が多いという話を聞きます。もちろん文化観光
と自然観光を組み合わせる方策もあると思いますが、特に自然観光は環境問題
にも関連付けられやすいですし、環境に関して世界的な関心が本当に高まって
いますので、エコツーリズムという角度も魅力的になってくる。特に若い方は
自然観光に非常に興味が強いですから、そういうニーズに追いついていくのは
いいのではないかと思います。
　立命館アジア太平洋大学（APU）も観光産業に資する人材を育成していま
すし、若い人たちが地方で学ぶことで近い地域に定着していく機会に、大学自
体がなっているのではないかと思います。
　とはいえ地方での雇用創出自体にはそれなりに限界はありますし、インフ
ラ（社会基盤）を今までのような広範囲にわたって維持していくのはなかなか
難しいわけです。ではその中で、地方財政をどのように担保していくのかとい
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うところで、若い人たちの移住だけに頼るのではなくて、リタイア後、あるい
は働きながら二拠点生活をされている方も最近出てきていますので、そういう
方々から地方財政へのコントリビューションを引き出していく。そういう地方
財政の強化を支える税制改正も必要なのではないかという指摘は、研究会の中
ではありました。
豊田　ありがとうございます。まさに地方の創生が一つの鍵だという気がしま
す。
　それにも関係すると思いますが、吉野先生には、今ご指摘のあった、「リモ
ート教育、リモートワーク」の重要性について、もう少し敷衍していただけれ
ばと思います。教育に関連しては、欧州では公教育は無料化している国が多い
わけですし、この点についても触れていただければと思います。さらに研究会
では、「人口１億人の維持を目標とすべき」とされていますが、この点につい
て、なぜ１億人なのかについても触れていただければありがたいと思います。
吉野　日本の人口移動には二つの時期があります。一つが大学に入学するとき、
もう一つが就職するときです。京都や東京は、大学の入学のときにたくさん学
生が来ます。ところが就職先を見ると、地元に適切な就職先がないという状況
に直面します。そうすると皆さん大きな都市に住んでしまう。そして、退職後
も故郷に戻らないという傾向が日本では見られます。
　言い換えると、日本の大きな人口移動は、大学の入学時と就職のときでほと
んど決まってしまいます。大学の卒業後に故郷に戻らない理由は、地元に適切
な職がない。特に女性の場合に、地元に大学を卒業した女性に向いた仕事がな
いという状況にあります。
　これに対処するためには、リモートワークとリモート教育が一つの解決方法
になるのではないかと思います。コロナのときにせっかくリモートワークが普
及したのですが、日本の社会では、自分の目の前に部下がいないと仕事をして
いないと思ってしまうのです。これは日本社会の根本的な問題で、それぞれの
人の評価ができていないということだと思います。
　これを解決するためには、各職場で、それぞれの生産性をきちんと計れる工
夫がなされないと、リモートワークができないことになってしまいます。上司
と一緒のオフィスに部下がいると、「あいつ、仕事しているな」、顔が見えない
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と「あいつ、どうしたんだ」となってしまうのです。まず日本の職場で重要な
ことは、それぞれの従業者が、同じオフィスにいようがいまいが、きちんと評
価できるようにしなければいけないと思います。
　リモートワークができれば、従業員の方々は、毎日、わざわざ東京や京都や
大阪のような大都市に通勤せずに、週に１、２回だけ通うことができるように
なります。そうしますと、相当広い範囲が居住可能になってきます。東京近辺
でいえば、山梨や高崎に居住が可能になります。大都市の住宅需要は減少し、
大都市の高いマンションや戸建て住宅を買わずに、地方に行って広いところで
子供を生活させたいという気持ちになると思います。
　次に、リモートワークで地方に行った方々の不満は、子供たちの教育が心配
だということでしょう。今の教育は、塾や予備校に行かないといけないような
教育制度になってしまっているように見えます。私はリモート教育によって、
塾や予備校に行く必要がなくなる状況が作れると思います。
　予備校などでも、例えば関西と東京で２人の先生を競争させるそうです。ビ
デオで教育をしながら、東京の予備校教師は例えば３人しか聴講しなかった、
関西の予備校教師は 97 人の学生が講義を聞いた。そうするとその次の年から、
関西にいる予備校の先生が、リモート機器を使って、関西と関東の両方の生徒
たちを教えることになるそうです。リモート教育の活用により可能となること
です。
　私は全ての科目で、公的なリモート学習制度を導入できると思います。例え
ば、英語が好きになるか嫌いになるかは、中学１年の最初に習った英語の先生
の教え方によるといわれています。つまり、非常にうまく教える先生が全国の
子供たちに中学１年で英語を教えてあげられれば、日本のほとんどの子供たち
は英語を好きになるわけです。数学や物理でも日本全国で最もうまく教える先
生がいるはずで、そういう先生がリモート教育で教え、教室で例えば 40 分の
授業であれば 20 分ぐらいリモート教育で教えて、現場の先生が子供たちの顔
を見て、それに補足する。こういうことができるわけです。
　さらにそのリモート教育をビテオで撮影すれば、生徒たちは、自宅に帰った
後でも、各科目のビデオプログラムを 24 時間 365 日、無料で、どこに住もう
が、みんなが聴講できることになります。コロナの後に、日本の全ての子供た
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ちがタブレットを持つことができています。理解できなかった箇所を、ビデオ
学習でいつでも聞くことができる。こういうリモート教育のプログラムがあれ
ば、地方にリモートワークで移った方々もわざわざ塾や予備校に行く必要はな
い。しかもいろいろなレベルの英語、物理、数学などをビデオで流してあげら
れれば、予備校なんて全然いらないわけです。日本ではこれができる土台があ
るはずです。そういう意味では、リモート教育、リモートワークによって、日
本社会を大きく変えることができると思います。
　さらに、リモートワークが広がれば、地方の居住が増え、大都市のマンショ
ンや土地の価格がもっと下がります。現在若い人たちの生活で多くのお金がか
かる理由には二つあるといわれていて、一つは住居費、もう一つが教育費。こ
れで子供をたくさん持てないとよくいわれているわけですが、リモートワー
クができれば大都市の人口が減りますから、マンションや住宅の価格が下がる。
これよって、若い人たちの実質的な所得が増える。
　さらにリモート教育ができれば、上述のように、わざわざ予備校や塾に行か
なくてもいい。どんな所得階層であろうが、どこに住もうが、みんな等しい教
育が受けられることになり、社会のモビリティが増え、さらには、所得の格差
がなくなると思います。そういう意味で、リモート教育、リモートワークをも
っと推進することによって、日本の全ての地域の発展が生まれることを、私は
期待しています。
　さらに、リモートワークによっていろいろな方々が地方に住めば、地方に新
しいイノベーションやアイデアが生まれ、地方の活性化にも役立つと思います。
そうすると、大学を出たあと地元に帰ろうという人たちが、もっと増えてくる
と思います。
　それから、ご指摘の公教育の無償化。私はこれに賛成です。ただし、無償化
している国では、消費税が、ドイツは 19％、スウェーデンは 25％と、負担は
高いわけですけれども、私は公教育の無償化はとても重要であると思います。
　これこそが社会のモビリティをつくる。どんな家庭に育とうが、一生懸命勉
強していい大学に行きたい人はこれで行けることになりますので、社会のモビ
リティを増やし、社会の活力を強化すると思います。
　最後に、人口の１億人という数字の目標値について一言、加えさせていただ
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きます。１億 2,000 万が現在の日本の人口ですが、これがどんどん減ってくる
と、最初に皆さんが議論されたように、国力が低下し、それから日本の世界に
おけるランキング評価が下がります。よって、ある程度人口を保つことが重要
で、今と比べて 20％減で約１億人です。これくらいの人口が維持できなけれ
ば、日本の GDP は中国にも抜かれましたし、東南アジア諸国連合（ASEAN）
の 10 カ国を合計した GDP よりも減ってきています。さらにはインドにも抜
かれるかもしれません。よって、人口をある程度確保すること。１億人程度は
必要だと思います。
豊田　ありがとうございます。提言の中にもありますが、「ジェンダー規範を
変えるために政治における女性の過少代表を是正」しようと指摘されています。
これについて３人の先生方に伺いたいのですが、脇坂さん、関先生、吉野先生
の順番で、簡単でよろしいですがお考えを教えていただけますか。では脇坂さ
ん、お願いします。
脇坂　私の個人的な意見ですが、女性が重要な地位に就くことは男性にとって
も実はメリットがあるのではないかと思います。私は日本で働く外国人の方に
インタビュー調査などをしているのですが、よくある不満が、日本では仕事を
しないのに職場に夜遅くまでとどまっているという非効率な働き方に関する指
摘です。
　仕事をしなくて職場にとどまっている一つの理由は、その人たちがそもそも
家事をしなくていいことが前提になっているのではないかと想像します。こう
した状況は変える必要があります。ただ、もし女性の方々がもう少し管理業務
などに就いていけば、仕事が終わったら早く帰るという効率的な働き方が当然
になっていくと思います。
　同じような境遇の人たちが社会の上層部にいると、たぶん働き方改革を進め
ることができないのだと思います。そういう意味では、管理業務に女性をはじ
め多様な人たちが就いていくことで、働き方改革を進めることができるのでは
ないかと思います。これは企業だけではなく、政治や省庁などの政策形成の現
場にも当てはまるのではないでしょうか。
　ただ、多様性というのは男女の性別だけではないと、私は思います。例えば
障害の有無や年齢、国籍、あるいは性的志向など、さまざまな側面から多様性
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を確保していくことが必要ではないかと思います。
　また、もう少し子育て世代が少子化対策などの政策に責任者として関与でき
る体制をきちんと取らなければ、たぶん少子化対策はうまくいかないだろうと
思います。そういう意味で、若手の政治代表を増やしていくことも、女性が責
任のある立場に就くことと並んで重要なことだと感じています。
関　脇坂さんのご意見に非常に賛同なのですが、加えてという形であえて別の
視点があるかと考えますと、やはり過少代表というところがどうしてもネック
です。人数が増えていきますと、女性の中にもいろいろ多様な意見を持ってい
る、あるいは生き方をしている方がいるわけですから、最初の枠が小さいと、
どうしても女性全体のグループのリプレゼンテーションができない。男性と同
じような働き方をされている方がより代表になりやすい状況から、もう少し子
育てをしながらとか、いろいろな状況下で多様な意見を持った女性たちが入っ
ていけることが大事になってくるのではないかと思います。
　数を揃えればいいのかという批判はよくあるのですが、やはり数を増やさな
いと、現在過少なグループ、マイノリティグループの中の多様な意見をうまく
反映することはできませんから、ある程度数の目標を積極的に引き上げていく
方向性は重要だと考えております。３割を超えていかないと、声を政策に反映
していくのはなかなか難しいのではないかというところです。
吉野　実は私の祖母は佐賀市の市議会議員を５期 20 年間やりました。それは、
女性の議員が出てもらわないと困るというので、サポーターがいたからです。
当時の学校には女性の先生がずいぶん多かったのですが、私の祖母は中学か高
校の先生をしていて、当時４人子供を持っており、子供がいるとなかなか男性
と同じに仕事はできない。中学や高校の女性の先生方を代表する地方の政治家
が必要であるということで、私の祖母が選挙に出ることになったそうです。当
時は看護師がほとんど女性でしたから、看護師たちの支持もあり、二つのグル
ープが祖母を推してくれて、それで選挙に出てうまく当選できたそうです。
　女性が政治の代表として出ていくためには、いろいろな団体やグループの女
性の方々が、自分たちの代表として発言して欲しいというサポートも必要では
ないかと、私は思います。今では、女性の方々がいろいろなところに社会進出
されています。そのなかできちんとしっかり意見を言える女性の方々に出てい
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ただき、そういう方々を草の根でサポートする。人口の半分は女性ですから、
50％は女性の議員になる可能性はあるわけです。さらに、主婦として生活され
ている女性の方々を代表する政治家もこれからもっと出てこられるのではない
かと、私は思います。
　結論としては、さまざまな職場で苦労されている女性の立場をきちんと代弁
してくれる女性候補を草の根から応援できれば、女性の議員の方々も増えるの
ではないかと思います。
豊田　対応策の二つ目、労働力を増やす対策に移らせていただきたいと思いま
す。「高齢者の生涯現役」については、先ほど、吉野先生から詳細なご説明を
いただいたので、まず「女性の労働力化の推進」について、お話を伺いたいと
思います。女性の労働の話になりますと「年収の壁」の議論が出てきて、な
かなか進まない。名案がないようですが、私自身は、思い切ってフランス型
の「N 分の N 乗」制度（後述）も入れてみたらどうかと思っています。「年収
の壁」問題克服に加えて、「子育てインセンティブ」にもなると思うのですが、
関先生はいかがお考えか、教えていただければと思います。
関　まず「高齢者の生涯現役」については、一口に高齢者といっても、働く意
欲やお体の調子、持っておられるスキルや経験値が生み出す生産性はそれぞれ
なわけです。大事なのは、一律の年齢で退職していただくとか、再雇用のとき
の賃金が急降下するというのは、経済学的には非常に不自然だと思います。や
はり各自の生産性とか、そのときどきの労働市場の需給に合わせた賃金が支払
われることが大事で、特にスキルにマッチした仕事に就いて働き続けていただ
くのが理想の状態だと思います。
　一方で、これまでの日本の労働制度を雇用流動化の方向で推し進めていくと
きに、労働者の権利の保護も並行して、どのように守っていくのかを考えるの
は大事ではないかと思います。現行制度は、正規職の場合は退職年齢までは雇
用が手厚く保証されてきたという側面もありますから、その労働者保護の側面
をどのように担保していくのか、ある程度担保した上で、労働者がもっと自由
に柔軟に活躍していくことができるのかという、両輪で政策が必要になってく
ると思います。
　「女性の労働力化の推進」というテーマについては、「労働力化」と言われる
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となんだか物々しいですが、要するに男性と女性、いずれであっても就業と子
育てを両立できるようになり、今よりもおのおの労働を柔軟に選択できるよう
になれば、自然と労働を選択する女性も増えるのではないかという発想なわけ
です。
　では現時点で、なぜ女性が自身のスキルを労働市場でフル活用できないのか、
あるいは躊躇なさっているのか。これは話を聞くといろいろな悩みがあって、
それぞれ複雑なのですが、一つは家庭内のケアワークです。育児、それから大
人の家族の家事も一手に引き受けていることもありますし、あとは介護を女性
が主に引き受けることが多いのが、日本社会の特徴だと思います。
　総量も多いのですが、ケアワークのケアのクオリティも非常に高いので、そ
の辺りもだんだん見直す必要はあると思うのですが、これは社会規範ですから、
女性自身も罪悪感から解放されないと変化は起こらないだろうと感じます。皆
さん非常に責任感が強いのです。私がやらなければ誰がやるのかという話にな
ってくる。積極的に引き受けていて、やりたくてやっていますという方ももち
ろんいるのですが、悩んでいる方は多いです。
　もう一つは、夫の転勤です。日本の労働慣行の中で、特に正規職の方は会社
の命令で自由にいろいろなところに転勤することがある。これは海外も国内も
です。妻と子供は一定の土地に居住して、夫だけが点々と転勤するという形も
よくありますが、一方で、家族一緒に住みたいので、帯同して、奥さんのほう
が仕事を中断するとか、フルタイムだったものをパートタイム契約に切り替え
る。正規ではない非正規に変わる。そうすると、東京に戻ってきたときに、奥
さんが正規のフルタイムの雇用に戻れるかというと、なかなか難しい。
　ご夫婦ともに就労を継続しながら、一方で家族そろって居住地を自己選択す
ることができるような状況になると、理想の状態ではないかと思います。いず
れにしても、フルタイムとパートタイムを自由に労働選択できる、男性も女性
も、人生設計の中で労働市場に出入りしやすくなることが大事ではないかと思
います。
　パートナーのどちらであっても片方が専業主婦（主夫）を選択するというご
家庭はもちろん出てくると思いますし、お子さんが小さいときに一定の数年間、
パートナーが専業主婦（主夫）を選択するという時期は当然あってしかるべき
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だと思うのですが、その後労働市場に復帰したいとなったときにしっかり復帰
できるというところを、どのように担保していくのかが、今の課題だと思いま
す。
　そのうえで、皆さんが自由に就労と生活をバランスできるようになる。男性
も女性も、それぞれの希望するバランスで働きながら、家庭のことやケアする
ことができるというのが理想ではないかと思います。
　「年収の壁」は、今まさに議論が進んでいます。女性の就労率は非正規雇用
が主だとはいえ非常に高くなってきていますし、日本の女性は学歴もスキルも、
国際比較で見ても非常に高いです。けれども、パートタイムや派遣・契約社員
として非正規雇用に従事されている人が非常に多い。そもそも生産性のポテン
シャルが高いので、若い世代では正規のフルタイムにシフトしていく方が多く
なってくると思います。そのシフトに対して、社会保障と税制度がうまく対応
して、寄り添っていく必要があると思います。
　この変更はされてきており、年収の壁も徐々に上がってきています。103 万
円の壁というのはよく聞きます。実はこれは実際の税負担増は少なく、住民税
がかかり始めた 105 万円の壁も 2018 年から 150 万円に既に引き上げられたの
ですが、データで見るとまだ 103 万円で就労制限をされている方が、意外に多
いのです。これはなぜなのかというと、判断としては合理的ではないわけです
が、要はおそらく情報をアップデートできていない。ですから、社会保障も含
め税制はシンプルにして、制度を変えるにしても、皆さんが合理的に就労選択
できるようにきちんと周知する必要があると思います。
　最後にご指摘のあったフランスの「N 分の N 乗」制度です。フランスと日
本とで前提条件が違うところをどのように考えるかが、非常に大事ではないか
と思います。もちろん育児に関するインセンティブを税制度や社会保障制度に
組み込んでいくという方向性自体はあり得る政策オプションだとは思うのです
が、今、フランスでうまくいっているかもしれないからとそのまま持ち込んで
も、日本の場合は教育費も高いですし、子供が小さいときの公的な養育サポー
トも制度としては整っているのですが、運用の面で追いついていないところが
ある。総合的に考えて、制度を一つだけを取り出して当てはめるのではなく、
政策パッケージとして全体的に機能するような形で導入するのであれば、検討
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したほうがいいと思います。
豊田　それでは、「外国人労働者の活躍」について、脇坂さんに伺いたいと思
います。欧米の動きを見ていると出生率の向上には限界があり、これだけでは
人口は維持できないことが認識されているようです。日本においても「技能実
習制度」も改善されつつありますが、「外国人の労働者の真正面からの受け入
れ」にはなかなか遠いものがあるような印象を受けています。この点について、
どうお考えでしょうか。教えていただければと思います。
脇坂　まず外国人労働者の受け入れに当たって一番重要なのは、労働者の質と
量をそれぞれ十分にコントロールしなくてはいけないという点です。人口減少
問題という観点から外国人の受け入れを議論する際は、どうしても議論が受け
入れ人数（量）に行きがちですが、量だけを追ってしまうこと、要するに誰で
もいいから入国してほしいという政策はいずれ行きづまるというのが、諸外国
が通ってきた歴史です。
　例えばイギリスの場合、欧州連合（EU）を離脱して EU 域内の人の移動の
自由から自国を切り離した経緯がありますが、これはまさしくイギリス側が入
国する外国人の質と量をみずからコントロールできなくなってしまったという
問題に起因しています。
　こうした意味からも、外国人労働者については質と量をそれぞれ担保した上
でうまく両者をコントロールしていくことが、欠かせないのではないかと思い
ます。いわゆる移民大国といわれるようなカナダやオーストラリアも実は質に
ついては非常に重点を置いています。だからこそポイント制度というものを設
けて、ポイントによって労働者の質を担保することを行っています。カナダに
いたっては、例えば第三国難民の受け入れに当たっても、その難民の教育の履
歴など、いわゆる労働者の質の部分をきちんと精査した上で受け入れるという
政策が取られている。
　こうしたことを考えると、日本としても日本国内で活躍してもらえるような
外国人の方に長く滞在してもらって、日本の社会の一翼を担ってもらうという
制度を考えていく必要があるのかではないかと思います。
　技能実習制度などが改革されるという話がありましたが、現在の改革の方向
性としては、段階的に技能実習生の技能や技術水準、日本語能力を向上しても
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らい、日本で活躍できる場合には永住権につながるような在留資格を取得でき
るようにしていくという改革の方向性が打ち出されています。私は基本的には
そうした方向性が望ましいのではないかと思います。
　日本の一つの課題としては、永住権を取得するまでに 10 年の長い時間がか
かることがあります。日本が高度な技術を有する外国人の方を受け入れる上で
競争しているほかの国を念頭に置くと、例えば英国や韓国、台湾といった国で
は、５年の在留で移住権が取れるわけです。そういう意味で、日本は諸外国の
政策をきちんとベンチマークした上で政策を決定していくことが必要だと、私
は思います。
　とりわけ日本の場合、永住権がないと住宅ローンを組むことができなくて家
を買えないという問題があります。外国人の方は住居を借りるというより買う
という発想のほうが強いのです。日本で住居を買うことができなければ安定的
な生活基盤をなかなか持つことができませんので、他国に移動してしまうこと
もあります。やはり能力のある人には安定的な在留資格を早めに付与していく
という政策が必要であると、私は考えています。
豊田　吉野先生に伺いたいと思います。外国人労働者の問題で重要なのは、外
国人の「家族の政策を充実すべきである」「受け入れのためのインフラを整備
すべきである」と、従来から先生は言われています。日本と欧米と比べて日本
が劣っている点は、どのようなところにあるのか。この辺りをお話しいただけ
ればと思います。
吉野　私はヨーロッパの大学で教えていたことがあります。そこでの経験をみ
てみますと、一世で来られた方々は自分の技能を持っていますから、非常に活
躍されています。ところがそのお子さんたち、二世は、親がきちんとそれぞれ
の国の言語を話せませんから、どうしても学校で脱落してしまう。そういう子
供達が不満を持ち、社会不安につながる面があるように思います。
　外国人労働者の方々に来ていただくためには、二世の方々をどうするかとい
うことをきちんと日本社会の中で組み込んでいかないといけないと思います。
そのためには、日本語教育を子供さんたちに十分にしてあげる。それからリモ
ート教育により日本語教育がきちんとなされれば、お子さんたちは日本語の教
育プログラムも無料で見られる。また、どんな家庭に育とうが教え方の上手な
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先生の授業を聞くことで、所得に関係なく一生懸命勉強すれば日本のどこに住
んでいてもよい大学に行けて、よい就職先も見つけられることになると思いま
す。よって、二世の方々への教育は重要です。
　また、日本の小学校ですと１人異なった肌の色の子がいると、いじめが出る
ことがあります。先生方が各教室で、いろいろな人がいることが重要なのだと
いうことをしっかり教える必要があると思います。
　もう一つは、先ほどの技能労働です。私は技能労働の方々が日本に定着する
ことも重要だと思います。中小企業などに真面目に技能労働で来て、自分の国
に帰って日本で習得した技術を使って各国の経済成長に寄与できることが、い
ろいろな途上国で必要であると思います。
　そういう意味では、技能修習生という形で受け入れてあげて、中小企業で技
術を学んで各国に帰っていただく。こういういい循環は必要です。私はそうい
う技能修習生に、強制労働や暴力があればすぐここに連絡しなさいと、彼らの
言葉で常に連絡できるホットライン（電話番号）を渡してあげることが必要で
あると思います。そのことで雇用している人たちも、自分たちが不適切なこと
をすれば見られていることが分かりますから、真面目に一生懸命教えてあげよ
うという気持ちを持たせるようにもなると思います。それができれば、そうい
う方々が自国に帰って、日本で技術を学べてよかったと思ってもらえます。
　結局、親日派をつくることになりますので、非常に有能な外国人材も必要で
あると同時に、中小企業で技術を自分の手に携えて自分の国に戻るという、そ
の二つができれば、日本の外国人労働政策もうまくいくのではないかと思いま
す。

さらに強調すべき施策

豊田　最後に、「出生率向上対策」「外国人労働者政策」の二つの対策について、
外国との比較において日本が取り入れるべきもの、この点を強調したいという
ものがあれば、三人の先生から、それぞれご指摘いただきたいと思います。
　それから、少子化の話になりますとどうしても財源の話になりますが、財源
については、消費税を引き上げる、社会保険料を引き上げる等々、いろいろな
考え方があるわけです。この点についても言及していただければと思います。
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吉野先生から始めていただいてよろしいでしょうか。
吉野　高齢者の方々になるべく長く働いていただきたい。それはなかなか難し
いところもあるだろうという議論なのですが、実は最近、工事現場や中小企業
では年を取った方々の雇用が非常に増えています。
　60 とか 65 を過ぎた後も、彼らの経験が日本の社会に役立つわけです。残念
ながらそういう技術者の方々が日本で雇っていただけない場合には、近年、韓
国や中国の企業に雇用されるという形で、せっかくのノウハウが外に逃げてし
まう場合もあります。さまざまな技能をもった高齢者の方々の再雇用を、生産
性に見合った給与を支払って実現することが、まず重要だと思います。
　それをすることによって社会保障費を減らし、税の負担をなるべく減らすこ
とができると思います。政府の全体の歳出の 35％近くは社会保障費ですから、
そこにメスが入らなければ、財政赤字の増加は抑えられません。
　最後は、健康寿命をなるべく長くして介護費用を減らすことはとても重要で
す。社会保障費を減らし、歳出を減らすことで、消費税もなるべく増やさない
ほうがよいのは当然です。清家篤慶應義塾大学（元）塾長が提唱される「生涯
現役」がまさに必要であると思います。
関　出生率の向上のためには、子育てをするかもしれない若い世代の雇用など
経済的な側面をとにかく強化することが最重要だとは思うのですが、一方で社
会的に、結婚制度とか家族制度とか選択的夫婦別姓とか、その辺りも議論に上
ってきています。当事者の意見と、政治家の皆さんとの意見が非常に食い違っ
ている部分があって、その辺りはとにかく当事者に決めさせたほうがいいと思
います。
　とにかく若い人たちが生きたいようにさせる。その中で、自然に家族を増や
そうとか、パートナーシップを育んでいこうとすることを、社会として応援し
ていく。子育ても、社会として応援していく。そういう視点が大事だと思いま
す。上の世代の意見はこうだ、これが正しいと思うからこうしろと押し付けた
ところで、無理ですね。そんなことでは人の行動は変わりませんし、若い人た
ちをどうサポートしていくのかという視点を徹底する必要があると思います。
　社会的な制度の考え方は非常に急速に変わっていますから、若い世代が何を
望んでいて、どういうふうに生きたいと思っていて、何にリスクを感じて、何
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が不安なのか。これをしっかり引き出して制度設計をしていかないと、何も動
かないと思います。
　次に、外国人労働者の話です。
　いろいろな国、カナダ、オーストラリア、アメリカから始まって、ヨーロッ
パも含め、シンガポールを筆頭にほかのアジアの国も移住先として選択肢にあ
る中で、例えばタイ人の方、ベトナム人の方、あるいはインドネシア人の方が、
彼らが次にどこで自分と自分の家族の人生設計を、キャリアだけでなくてライ
フパスを描いていくのかという選択をしていることを、日本側は考慮に入れな
ければいけません。日本は選ばれる側なので、選択肢の一つでしかない。
　そのときに、住居、永住権のことがまず大事、それからキャリアパス、子供
の教育の質。地方に若い人が移住するかしないかの選択判断と似たようなとこ
ろが、ポイントになってくるわけです。さらに加わるのが言語の壁と文化の壁
です。そういうものがある中で、日本に、優秀な方、日本の文化に親和性のあ
る方が来てくださるかというところを、逆サイドからしっかり考えて制度設計
をしていく必要があると思います。
　短期で入って帰っていかれる方に対してもしっかりとしたケアが必要なので
すが、基本的に定住を想定して移民してくる方への政策、制度を整えていけば、
短期で来る方もうまく受け入れていくことができるのではないかと考えます。
　財源ですが、私が強調したいのは、今働いている世代としては、とにかく税
金が上がる。社会保障費が上がる。とにかく負担が上がっていく。これが続く、
上がっていくばかりだという将来予想を立ててしまうと、出産がライフプラン
に入ってこなくなってしまうわけです。非常に悲観的になってしまう。従って、
社会保障費をどのように抑えていくのかという話が重要です。
　それから、消費税が増税されていくというのは、既定路線としておそらく皆
さん半分あきらめていると思うので、その増税に対して納得感のある歳出の方
法を検討することについて、しっかり政府側と国民で対話していく必要がある
と思います。
　増税ばかりに議論が終始してしまうのですが、どのように歳出をスリム化す
るのか。タブーに切り込んでいく必要はあると思います。
脇坂　まず出生率の向上対策ですが、フランスの出生率は例えばシングルマザ
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ーなど多様な家族形態を認めることによって向上していったというフランスの
研究者の方の指摘が、今回の研究会の中で印象的でした。
　関さんも言われていましたが、伝統的な家族観や結婚観に基づく制度は、も
う既に日本でも転換期に来ているのではないかと思います。そのフランスの研
究者の方は、フランスが同性婚も認めたことで、フランスの出生率の向上に間
違いなくプラスに寄与しているとおっしゃっていました。
　日本で伝統的な価値観を重視する政治的な考えを持つ方は、伝統的な価値観
が家族形成や出生率に寄与するという考え方ですが、諸外国ではそういう考え
はあまりエビデンスとしては通用しないかと思います。たしかに同性カップル
が子供をもうけることも今の医療技術では可能になっていますので、同性婚を
認めることが少子化対策にプラスに作用するという可能性はあるのかと思いま
した。そういうことも踏まえて、社会的規範も含めて価値観自体をもう少し変
えていく必要があると、私も今回の研究会に参加して強く思うようになりまし
た。次元の異なる少子化対策というのであれば、こうした制度の根本的な部分
についても、例外なく議論する必要があるのではないかと感じます。
　一方で、同性婚を認めるというのは抜本的な法改正が必要であり、国会にお
ける、民主的な議論と法改正のプロセスが必要です。つまり、政治的なテーマ
になる必要があるということです。同性婚を認めるかどうかは別としても、人
口減少対策そのものが日本ではまだ政治的な重要テーマになっていないように、
私は感じています。例えば外国人の受け入れ政策について各政党のマニフェス
トを見ると、非常に薄い内容しか書いていないか、あるいは全く記載がないか
のいずれかになっています。
　イギリスやフランス、アメリカといった主要国では、外国人の受け入れ対策
が常に重要な政治的テーマになっていて、選挙の争点になっています。一方で
日本ではそうなっていないことが、民主的に政策が醸成されない一つの原因に
なっているのではないかと思います。日本は民主国家ではありますが、必ずし
も国民が人口減少対策に関する政策の選択を選べる状況にはなっていないのか
もしれません。
　それから財源の問題ですが、私も、まず費用対効果がきちんとある政策を打
ち出してほしいと思います。その観点から、ばらまき的な政策は控えるべきだ
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と思います。その上で本当に効果がある政策であれば、少子化対策という観点
では 10 年、20 年の長期スパンで継続的に行っていく必要がありますので、そ
のための安定的な財源としてはやはり消費税など国民が広く負担する財源が必
要になってくるのではないかと思います。
　社会保険料を財源にすることについては、賃金上昇分の一部が相殺されてし
まうので、少子化対策という意味ではあまり意味がないのではないかと考えて
います。
豊田　ありがとうございます。非常に充実した議論をしていただきました。私
もこの勉強会でずっと感じていたのは、日本では、人口減少について、多くの
方があきらめているのか、あまり危機感を感じていないのではないかという点
です。おそらく経済界としてもまだ統一見解がないのではないかと思っていた
のですが、今、脇坂さんが言われたように、政治においても全く同じ状況では
ないのかという気がしました。人口減少問題について、適切な対策を見つける
べく、世論を喚起していきたいと思います。

注
1）　本稿は個人的な見解であり、所属機関を代表するものではない。

  Japan SPOTLIGHT 2024 年 1 ／ 2 月号（日本語版）ウェブサイトに掲載
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第１章　我が国の人口減少の現状と課題

研究会事務局
Point

●　日本の少子高齢化による人口減少のスピードは非常に早く、放置すれば
あと 30 年足らずで１億人を切る。

●　人口減少は、単価を不変と想定すれば、国内市場の縮小をもたらしうる。
日本では、単価が上がらないというデフレマインドの下、企業が合理的
判断として海外投資を増やした結果、ますます国内市場が縮小した。

●　国内市場の縮小、即ち消費の伸び悩みが投資にも波及して、経済は長期
停滞、所得は伸び悩んでいる。

●　企業は海外投資によって経常利益を拡大しているが、儲かっているアジ
ア諸国では安い労賃を利用して稼いでおり、ビジネスモデルを革新せず
に中国・韓国等の新興国企業と価格競争するなかでは、現地で人件費を
上げることはあっても、日本国内の人件費を上げるというインセンティ
ブには乏しい。その結果、交易条件は悪化し続け、日本における賃金は、
労働生産性の伸びに比べて、低迷。若者の結婚や出産の希望にマイナス
の影響をもたらしている。

●　出生率を上げて、人口減少のスピードを鈍化させるためには、何より若
者の「希望」の回復が重要。若者が良質な雇用と暮らしやすい環境のも
とで、将来への不安なく生活できるような社会を実現することが重要。

●　物価が高く時間的余裕もない東京圏と比して、地方は、金銭的・時間的
余裕がある可能性がある。地方で、高い所得を得られ続ける良質な雇用
を作り出すことが重要。観光業の振興は、最も潜在的可能性が大きい。

はじめに
　我が国の少子化・高齢化のスピードは非常に早く、このままでいくと、日
本の人口は、外国人人口を除くと 2022 年に約１億 2,000 万人であったものが、
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2055 年には約 9,300 万人と１億を切り、2070 年には 7,700 万人となるというの
が国立社会保障・人口問題研究所の推計である。
　人口減少の含意には需要面と供給面がある。
　まず人口の需要面で言うと、特に、人口が減少するトレンドが企業の投資行
動に対して負の影響をかなり及ぼしていると考えられる。優れたグローバル企
業の経営者ほど、需要が縮小傾向にある日本国内ではなく海外に投資をすると
いうようなことが既に進行している。
　このように、民間市場に任せておくと、日本は経済空洞化への道を辿ってし
まう懸念があるため、早めに手を打つ必要がある。
　供給面については、子供は生まれてから 15 ～ 20 年たたないと労働力に加わ
らないという点、それから高齢者は健康寿命から制約があることに着目する必
要がある。
　また、人口減少に伴って想定される労働力人口の減少を外国人労働で補うと
いう考えもあり、日本以外の先進国では、この考えに基づき、人口減少に陥っ
ていない国が多い。
　今後、日本でも外国人労働の増加が期待されるが、これについては、やはり
高度人材と単純労働の話は分けた方が良い。高度人材は、雇用慣行や賃金の決
め方も含めた問題が、就労ビザの問題や入管制度の問題をはるかに超えた大き
な問題である。
　その上で、単純労働の導入は、賃金が上がっていないこの日本において賃金
の下方圧力を強めることにもなるため、慎重に考えないといけない問題ではな
いだろうか。
　また、中長期的には、そもそも豊かではない日本に継続して外国人が来てく
れるのか、この点もよく検討すべきだ。
　移民については賛否両論あるが、移民の子の世代からは外国人ではなくなり、
その国の他の人と同じ行動をとるというのが世界的コンセンサスだ。したがっ
て出生率改善という観点から見れば、移民の受け入れは根本的な解決方法には
ならない。社会構造全体を変えない限り少子化問題の根本的解決にはならない
ということは、きちんと理解する必要がある。
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日本経済の長期停滞の要因は
　日本の少子化問題は、マクロで見ると究極的には地方経済問題である可能性
がかなり高いのではないかという仮説がある。日本の地方経済の停滞は、経済
成長につれて都市部への人口集中が顕著になるにしたがって、一層深刻化して
いる。
　こうした人口の偏在がもたらすデフレ的経済構造とは別に、そもそもの日本
経済の 30 年以上にわたる長期停滞の要因を、人口問題との関連で見ていこう。
　すなわち、人口減少自体が消費の減少を通じて長期停滞をもたらしていると
同時に、このような長期停滞による所得の減少が、さらに人口減少の要因とな
っている点が見逃せない。
　少子高齢化も、日本経済だけの問題ではない。先進国の共通課題である。中
国も 2023 年から人口減少局面に入っている。アメリカも出生率は 1.6 ぐらい
しかないため、移民によって、表面上は人口増となっているが、構造的には人
口は増えない状況になっている。
　アメリカは人口増加率が鈍化したことが経済のスタグネーション（停滞）を
生んでいる、と経済学者のローレンス・サマーズは言っているが、日本の場合
はそもそも人口が減っており、価格単価が上がらないというデフレマインドの
下、それがそのまま GDP 成長率を低迷させている。少子高齢化が、人口減少、
GDP の潜在成長率まで鈍化させている例は稀である。
　このように、少子高齢化は、先進国共通の課題なので、その経済・社会問題
を解決するということは、先進国にとっての解決モデルをつくることになる。
中国が代表例だが、いずれ、発展途上国も少子高齢化の道を辿ることが予想さ
れるので、人類共通の課題の解決に挑んでいることになると考えられる。その
上で、少子化・人口減少はやはり個々の経済全体、社会構造全体によって影響
される問題であるので、日本の経済構造や社会構造を前提に、日本の少子高齢
化が人口減少までもたらしている背景、またその解決の方策を整理しておきた
い。
　最近 30 年以上の日本経済の停滞の原因を探っていくと、企業が合理的に行
動した結果、日本の停滞が起きている可能性がある。
　日本は特にこの 10 年間、個人消費の停滞が経済の停滞を引き起こしている
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という構造にあるが、これは、高齢化による消費意欲減退の影響が強い。経済
学者の分析によると、日本ではそのような現象はほとんど計測されていないと
の指摘もあるが、そう信じているナラティブが蔓延している。そのため、将来
には「健康の維持・増進」のための消費という面から消費喚起をしないと、個
人消費が圧縮されるのではないかと危惧される。
　すなわち、人口増加率の鈍化ないし直近の人口減少がデフレマインドと相ま
って、個人消費が伸び悩み、それが国内市場の成長の伸び悩みを生む中で、企
業は合理的経営判断として、大きく成長する海外の市場への進出を志向し、海
外市場開拓の一環として、海外投資を行うことを選択した。さらに、それは、
海外の安価な労働を活用するためのビジネス活動として加速された。この合
理的判断の結果として、増えた経常利益を株主に配当していったと考えられ
る。配当は増えている。他方、国際秩序が安定し、カントリーリスクが低いの
で、確立した事業の海外展開を海外の安価な労働賃金を活用して行うことが最
も低リスク・高リターンであるとの資本市場からのプレッシャーが働いた。そ
の結果、賃上げによる人件費増を選択せず、更なる安価な労働の活用を目指し
て、海外投資を増やしてきたというのが、現状だ（図１、図２）。
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　日本企業は国内の設備投資としては減価償却程度しか行っていない。一方で、
海外直接投資金額は替わって右肩上がりである。こういった企業活動の構造の
中で人件費の上昇を抑え続けたことで、労働生産性は上がっているにもかかわ
らず、賃金は伸びていない（図３）。
　経済学上は長期的には一致するはずのこれらのトレンドが一致していない点
が、日本経済の問題だ。これが個人消費の減退にも影響していて、いわゆる
アベノミクスの下で景気拡大は続いたものの、個人消費の伸び悩みが原因で
GDP 成長率は低かった。
　アベノミクス以前も含め、この 30 年、労働時間当たり GDP で測られる労
働生産性は各国と遜色なく上昇しているものの、実質賃金の伸びが低く、生産
性の伸びが賃金上昇に直結しない構造が定着している。人口減少による生産年
齢人口の減少傾向が当面継続する中、労働生産性の上昇の継続に加えて、それ
を賃金の上昇に結びつけることが、個人消費の伸びを維持することにもつなが
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る。購買力の拡大を通じて、より付加価値・商品サービス単価の高いビジネス
を拡大することが、労働、資本、技術革新（生産性）の伸びの総和として定義
される供給面の潜在経済成長率を維持する上で必要である。

日本の少子化の実態とその解決策
　少子化の問題については、とりわけ未婚者の結婚への希望と子供を持ちたい
という希望の両方が下がってきており、これによって、希望出生率まで下がっ
ているというのがポイントだと考えられる（図４）。
　これは悩ましい問題である。希望出生率を引き上げ、その上で希望に近づけ
るという二つの段階を踏まないと、究極的には人口置換水準（人口が増加に転

ずる水準）である 2.07 という出生率には到達しない。
　若年層の収入は、1990 年代は 500 万円から 699 万円が山だったが、2017 年
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になると山が 300 万円から 399 万円に、即ち左側にシフトしている。有配偶率
と所得は、特に男性の 300 万円以下では非常に強い相関が見られ、低所得の若
者の増加が重大な問題であることが示唆される（図５、図６）。
　すなわち多くの若い人が、結婚に必要なのは「経済的余裕」と考え、「子育
てや教育にお金がかかりすぎる」という経済的理由によって、子供を持たない
選択をする可能性がかなり大きいと考えられる（図７、図８）。
　さらには、地方の若者は、地元で生活したいという希望は持ちつつ、希望す
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る職種や賃金に合う仕事がないために東京に移っているという現状があるよう
だ（図９）。
　とりわけ 2009 年の金融危機以降は、特に女性についてこの点が顕著になっ
ており、地方における若年世代の男女比の構造的偏在が発生している。地方に
おける結婚のための「出会いがない問題」も、この男女の構造的偏在が影響し
ている可能性がある。さらに若者の地方への定着率が低い理由として、地方に

「人生設計を可能にする安定した賃金等の待遇が良い仕事」がないからという
可能性がある。
　他方、短期的な可処分所得で見れば、東京の方が地方より少ない。合計特殊
出生率も、未婚の女性が多いことも起因し、東京の合計特殊出生率は 1.08 に
とどまっている。生活コストが高い東京圏では、可処分所得や可処分時間は決
して高くはない。お金も時間もない中で、結婚・出産の希望を持つことは困難
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な状況だ（図 10）。
　このようなことを鑑みると、地方における人口の社会減が、さらに人口の自
然減につながる負のスパイラルになっている可能性がある。このスパイラルを
断ち切って希望出生率を向上させるためには、地方での人生設計を可能にする
良質な雇用機会の充実が必須である。
　雇用の７割は中小企業であり、人口の７割は非東京圏であることから、地方
の中小企業で、いかに質の高い雇用機会と質の高い労働市場をつくるのかが鍵
であるのではないだろうか。そのために重要な要素として、製造業やインバウ
ンドなど、国内の域外需要も含む「外貨」をどう稼げるかがポイントだと考え
られる。
　そのためには公的支援が必要不可欠だが、それが地方の中小企業の良質な雇
用を生むための投資と賃金水準の向上に水を差さないようにするには、経済と
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社会全体をセットで考えなければいけないだろう。
　また、都会では解決されている職種についての男女差や男女の働き方につい
ての固定観念が、地方では未だ根強くあるという。こうしたことも勘案し、是
正しながら、稼げる産業を地方にいかに作っていくかが課題である。地方にお
ける観光産業などは、その典型例だろう（図 11）。
　さらに、観光と他の産業をリンクさせることが非常に重要であると考えられ
る。
　これからは「社会観光」「社会農業」という言葉のように、体験型の観光が
重要になってくるだろう。日本は体験型の観光をする上で非常に多くのリソー
スがそろっている国である。そこで新しい産業、例えば農業、教育、さらには
自然エネルギー等々を絡めた形態が出てくると、地方経済の活性化に大きく貢
献するものと考えられる。
　地方経済の活性化を図る上で、地方大学の役割も大きい。
　最近は高等専門学校（高専）の方が、大学よりプラクティカルな教育機関
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であるという意味で、存在感がある。実際、TSMC（Taiwan Semiconductor 

Manufacturing Company; 台湾積体電路製造）が進出した熊本では、主要な人材
育成の連携策として、高専を出発点として熊本大学や九州大学へと広がってい
る。地方大学がどこまで独自の地域経済の発展に貢献出来るか、国立大学であ
っても国のためだけでなく地域にあるのだから自分たちが立地する地方の独自
の発展のために何が出来るかというように、従来の発想をどこまで転換できる
かは重要な課題である。
　地域における産学連携も、地方経済活性化を促す重要な解決法である。地方
の大学にプロジェクト・メイキングのための補助金を出し、産学連携のクラス
ター政策を行っていくのは極めて有意義だ。大阪大学や京都大学が関西の蓄電
池クラスターを支えていたり、東北大学が行う素粒子研究が地域の雇用を生み
始めていたりする事例もある。
　このような地方の産学連携のクラスターをどこまで広げられるかがポイント
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である。過去の産学連携を振り返って、課題について再確認した上で、継続で
きるような仕組みを再構築することが有効であろう。

特記事項：本稿は、梶直弘経済産業省経済産業政策局産業構造課長（2023 年２月当時）
のお話を基に、研究会事務局が作成しました。
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第２章　日本――世界最初の超高齢化軍事大国の

　　　　　　　　  意外な選択

ワシントン・カレッジ政治学・国際関係論教授　
アンドリュー・L. オロス

Point

●　世界最速で超高齢化社会に突入した軍事大国として、日本は、高齢国家
がどのような行動をとるかについて考察するための貴重な事例を提供し
ている。悪化する安全保障環境に対処するため、人口減少と深刻な財政
問題を抱える高齢国家・日本が選んだ戦略は、大方の予想に反するもの
だった。国内の課題に向き合うのではなく、軍事支出拡大と軍事力増強
に邁進し、他国との安全保障関係を質量ともに充実させつつあるのだ。

●　2030 年代以降、日本では高齢化と人口減少が加速し、経済が悪化する
と予想されており、さらに大きな壁に直面することになりそうだ。だが
その頃には新たな技術が開発され、安全保障上の協調関係や同盟関係が
深化し、敵対国では人口問題が顕在化して、日本の安全保障環境は今日
より改善されているかもしれない。あるいは、中国や北朝鮮といった競
争相手の急速な軍事力増強や、日本より好調な中国の経済成長を前提と
すれば、悪化している可能性もある。

●　日米安全保障同盟は、日本が世界で最初の超高齢国家となって以降、深
化と拡大を続けてきた。これは一見矛盾した動きのようだが、増大する
脅威に直面し、軍事力増強の必要性を認識しながらも、自国一国では実
行が困難な日本の状況をみれば、ある程度説明がつくだろう。日本の新
たな安全保障パートナーの中には、今後数十年で日米同盟を人口の多さ
と若さで上回る国が出てくるだろう。日本はこうした国々との安全保障
協力の深化を推進しようとしている。



第２章　日本――世界最初の超高齢化軍事大国の意外な選択 75

●　日本などの高齢国家が、人口の変化による安全保障戦略への影響を抑制
するうえで、新技術が重要な役割を果たすことになるだろう。ロボット
や AI（人工知能）などの無人システムが、日本のような人口減少国では
人手不足を補う役割を担うことになる。だが同時に、この同じ技術が地
域の安全保障環境を一変させることもありうる。それは、最新技術を導
入済みの国の例を見れば明らかだ。

●　日本は自動化の推進、防衛機能の部分的アウトソーシング、手続きの効
率化・簡素化、国際協力関係の強化など、人口減少が引き起こす問題に
対処するための革新的なアプローチを示してきた。また、人口減少は経
済の縮小につながるとする静学的研究の定説に反し、日本は今も経済
成長を続けており、その成長は今より 20％も人口が減る 2050 年まで
続くと予想されている。日本の今日の姿は、急速な高齢化が招くさまざ
まな困難にもかかわらず、強力な国家防衛体制を維持する方策について、
他の国々に多くの示唆を与えている。

はじめに
　およそ 20 年前、世界最速で超高齢社会に突入した主要軍事国家として、日
本は高齢化した国家、とりわけ高齢化した軍事大国が、いまだ世界が経験した
ことのない環境下でいかなる行動をとるかについて考察する貴重な事例を提供
している。初期の研究では一般的に、高齢化を迎えた国家における軍事戦略や
軍備の変化について、国内の社会的課題により多くの関心が向けられ、軍事的
安全保障問題の重要度は低下すると予想していた。また経済や国家予算につい
ても、人口減少にともない縮小するとの見方が多かった。だが、高齢化や人口
減少が早くから進む日本とロシアのふるまいは、予想とはまるで違うものだっ
た。この二国に続き、高齢化と人口減少の局面に近年突入した韓国や中国、台
湾でも、初期の予想とは異なる変化の兆候がみられる。
　安全保障環境の悪化に対応すべく日本が策定した戦略は、急速な高齢化の中
で人口減少と深刻な財政問題に悩む国家に対する大方の予想を裏切るものだっ
た。国内問題に関心を向ける代わりに、日本は軍事支出拡大と軍事力増強に邁
進し、他国との安全保障関係を質量ともに充実させつつある。このように日本
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は今までのところ、いわゆる「平和主義者」としての過去と高齢化の未来から
予想されることとは正反対の方向に進んでいる。
　ロシアもまた、高齢化する人口減少国家に対する予想を裏切ってきた。ロシ
アは 1967 年に「高齢化」の状態に到達した最初の主要国である。1969 年に日
本がそれに続いた。ロシアが「超高齢化」の状態に到達するのは 2035 年頃と
予想されているが、これは主にロシアの平均寿命が日本よりかなり短いことに
よる（2022 年時点でロシアの平均寿命は 70.1 歳、日本は 84.8 歳）。ロシアの人口
は 2000 年代初めに減少から緩やかな増加に転じたが、2020 年に再び減少傾向
となった。ウクライナ侵攻によりロシアの人口問題はさらに悪化することが懸
念されるが、これまでのところその好戦的な安全保障行動に変化はみられない。
　このように、最も早く高齢化を迎えた日本とロシアという二つの軍事国家の
ふるまいはいずれも、人口変化に基づく予想とはこれまでのところ異なってい
る。中国や台湾、韓国のように人口減少問題に直面する軍事国家が今後も増加
していくとすれば、日本の教訓は広く役立つものとなるだろう。
　しかしながら 2030 年代以降、日本では高齢化と人口減少が加速し、経済は
悪化すると予想されており、さらに大きな壁に直面することになりそうだ。だ
がその頃には新たな技術が開発され、安全保障上の協調関係や同盟関係が深化
し、日本の主たる敵対国では人口問題が顕在化して、安全保障環境は今日より
改善されているかもしれない。あるいは、中国や北朝鮮といった競争相手国の
急速な軍事力増強や、日本より好調な中国の経済成長を前提とすれば、悪化し
ている可能性もある。日本が自国の安全保障や安全保障同盟国・協力国につい
て不安に思うのには理由がある。だが、地域や世界の安全保障への関与を今後
も進めていくために、日本が新たなアプローチを試みようとしている傾向も明
らかにみてとれる。
　注意しなければならないのは、日本の防衛計画文書が、従来の軍事領域にお
ける脅威の増大――つまり、日本に隣接する地域における高性能ミサイルの保
有数増加や、日本の領空・領海周辺（ときに領海内）の侵犯回数の増加、敵対
国の軍事力全般の強化――により、域内の安全保障環境が悪化していることを
強調している点だ。日本の国家安全保障戦略（2022 年 12 月）は冒頭で、日本
が「第二次世界大戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している」と警告
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し、「将来の国際社会の行方を楽観視することは決してできない」と不吉な言
葉で締めくくっている。また、日本経済は人口減少にもかかわらず絶対水準で
は依然成長を続けているものの、世界銀行の 2023 年の調査によれば、全世界
に占める経済規模は 1990 年の 14％から 2010 年には 8.7％、2022 年には 3.5％
と著しく縮小している。
　楽観的な材料としては、急速な高齢化やその他の問題にもかかわらず、日本
の指導者たちが長年障壁と考えられてきた多くの課題をより積極的な軍事戦略
へと近代化・合理化する野心的な計画を実行してきたことである。また経済予
測によれば、日本の国内総生産（GDP）は人口減少の加速にもかかわらず、過
去と比較すれば低率ながらもあと数十年は成長し続けるという。この経済成長
は、新技術の開発と導入により減少する労働人口を有効活用していくことで実
現するだろう。日本の軍事力においても同様の対策が実行されるであろうこと
は、直近の防衛計画文書の指針が示す方向性をみても明らかである。

高齢化と軍備増強のパラドックス
　日本は 2005 年に世界最初の超高齢国家となった。2023 年には日本の人口の
30％が 65 歳以上となっている。中間年齢も日本が世界で最も高い（ただし都

市国家のモナコ公国を除く）。1998 年、日本の中間年齢は世界で初めて 40 歳と
なり、2023 年には 48 歳となった（世界の中間年齢は 30 歳、アメリカは 38 歳に

満たない）。
　高齢化先進国である日本は、高齢化が将来経済・社会・安全保障に与える影
響に関する研究や理論化の対象となってきたが、その多くは悲観的な内容だ
った。例えばブラッド・グロッサーマン（Brad Glosserman）は、著書 “Peak 
Japan: The End of Great Ambitions”  （Georgetown University Press, 2019）の
中で、「高齢化により年金システムは破綻し、生産性は低下し、イノベーショ
ンとエネルギーは枯渇し、政府予算の減少を巡って有権者間の摩擦が先鋭化す
る。行政サービスについて、銃かバターか、より正確には銃か車椅子か、とい
った世代間の対立が起こるだろう」（p.216）と予想した。
　日本は年金システムが実際に破綻し、先進国で最大の財政赤字を抱える国と
なった。さらに高齢化につれて生産性の伸びも縮小した。しかし、有権者の世
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代間対立と、その結果として日本の軍事力や軍事支出が被る影響についての予
想は、日本が世界最初の超高齢国家となって 20 年となる現時点では実現して
いない。
　日本は超高齢国家への突入に続く 10 年間（2006 〜 2016 年）に、私が著
書 “Japan's Security Renaissance : New Policies and Politics for the Twenty-
First Century”（Columbia University Press, 2017）に描いたことを経験した。つ
まり、急速な高齢化により国政は内向きになり、外国との防衛協力を縮小し、
戦後の反軍国主義という文化的ルーツに回帰する、という当時の一般的な予想
を裏切ったのだ。この期間、日本は異なる政党出身の６人の首相が防衛戦略制
定の障害となっていた官僚制度や行政の改革を実行し、軍備獲得とともにアメ
リカとの同盟関係を深化させ、新たな地域安全保障協力の推進により日本の軍
事力を築き上げた。2013 年 12 月、日本初となる国家安全保障戦略文書が発表
された。これは、より「積極的な」日本の安全保障に対するアプローチであり、
政府内のより協調的なアプローチとして表明され、国家安全保障会議や国家安
全保障事務局の創設がその例として挙げられる。
　日本の超高齢国家としての最初の 10 年における軍事能力増強時代を経ても
なお、著名な専門家は急速な高齢化がもたらす防衛力への影響は予想通りすぐ
に現れると警告した。日本の 2022 年 12 月の国家安全保障戦略文書では、軍事
的安全保障への強固なアプローチも表明されている。それは、特に北朝鮮と中
国によるミサイルの脅威に対する懸念の高まりを反映した攻撃的な「迎撃能
力」の計画的開発や、防衛費を 2027 年までにほぼ倍増させ、GDP の２％とい
う北大西洋条約機構（NATO）の標準に到達させることなどだ。日本の防衛費
は 2022 年、米ドル価格（2021 年）換算で過去最高額に達した。続く４年間の
防衛費の増額計画を考慮すると、この最高額は更新されていくと予想される。
　しかしながら、現在の米ドル価格（為替変動調整済み）に換算すると、日本
の防衛費は見た目上は円安のために 2021 年、2022 年とも減少している。米ド
ルの現在価値で計算した日本の防衛費のピークは 2011 年だった。日本の防衛
費の大半は国内支出項目（１位は人件費）だが、円安は日本の海外からの防衛
装備品購入に影響するものであり、広い意味では日本の困難な人口状況に関連
づけることができよう。
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防衛に関する意識の世代格差は小さいが……
　超高齢国家の軍事的行動については、先行する事例がないことに加え、反軍
国主義国家であるはずの日本が、地域の安全保障環境の悪化に際しその主義に
矛盾するような動きをみせていることも、この国への理解を難しくさせている。
日本は 1945 年から 2023 年まで 78 年にわたり平和を享受してきた。自衛隊は
1954 年の創設以来、一人の戦死者も出していない。
　超高齢国家となった日本の安全保障政策に関し、長年の反軍国主義的文化
や人口統計上の変化に基づいた大方の予想は外れたものの、日本の人口減少
が安全保障計画に影響を与え、行動を制約していることは明らかだ。トム・
フ ォ ン・ リ（Tom Phuong Le） が 著 書 “Japan’s Aging Peace: Pacifism and 
Militarism in the Twenty-First Century”（Columbia University Press, 2021）で
正しく指摘しているように、日本では反軍国主義的文化と人口高齢化により、
防衛力が強く制限されている。しかしこの二つの大きな制約によっても日本の
行動が決定されることはなく、日本と同様に高齢化する近隣諸国とのより平和
な将来が保証されることもない。つまり急速な高齢化は――近隣諸国が同様に
高齢化する中にあっても――長い反軍国主義国家としての歩みにもかかわらず、
日本の軍事力縮小に直結することはないのだ。
　この二つの力――反軍国主義の規範と急速な高齢化――を認識することの重
要性を示す例を挙げよう。自衛隊が創設された 1954 年、日本はまだ人口増加
の途上にあった（ベビーブームの時代でもあった）。にもかかわらず、自衛隊は
これまで常に人員不足に悩まされてきたのだ。むしろ、人口減少がさほど問題
視されていなかった時期に、隊員不足はより深刻だった。この事実は、自衛隊
の人員確保に影響する何か別の要因が存在することを示唆している。
　反軍国主義の規範と急速な高齢化の潜在的な相互作用について、もう一つ例
を挙げよう。第二次世界大戦を経験した世代とその次の世代（戦後の反軍国主

義の規範をつくった中心的世代）が引退あるいは亡くなったのち、日本の新しい
世代はもはやこの規範に固執しないだろうとする仮説が立てられていた。しか
しながら 2010 年代、あるいはより最近のデータをみても、世代間で大きな乖
離や断絶が進んでいる兆候はない。日本の内閣府が行った国防問題に関する最
新の世論調査では、年齢階層による意識の違いはわずかなもので、性別による
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差異がかなり明確にみられたことに比較するとごく小さなものだった。
　2022 年 11 月の内閣府の調査 1）によれば、30 歳以下と 70 歳以上の世代は、
その間の年齢層より自衛隊に対してプラスの印象をもっている。ただし、プラ
スないしプラス寄りの印象をもつ人がすべての年齢層で圧倒的多数を占めてい
る（90.8％）。同様に、日米同盟への支持については、70 歳以上で 89.7％、30
歳以下で 92.4％が「強く支持」すると回答した。これらの結果をみるかぎり、
安全保障問題についての世代間の意識に有意な差はない。
　興味深いことに、安全保障問題に関する意識調査で、比較的世代間の差が大
きかった回答の中には、加齢による意識の変化として大方が予想する流れの
逆をいくものもあった。自衛隊は拡大すべきだとする意見は 60 代の 48.4％に
対し 40 代は 34.2％で、60 代と 70 歳以上で若い世代を上回った。この発見は、
人口と国家安全保障にまつわる研究における一般的な結論――高齢者は防衛
費の拡充よりも、彼らの世代を利する社会保障の充実を望むだろうとする予想
―に反する。
　ここで示した年齢層に基づく統計は、日本が今後も急速な高齢化を続けたと
しても、安全保障政策に対する意識は変わらないとする結論を導くものではな
い。これらはむしろ、超高齢国家となって以降の日本における国防意識の発展
が、年齢による意識の変化を反映していないことを示している。日本では軍事
的安全保障に関する世代間の意識の相違は、実質的にはみられないのだ。
　それでもなお、日本が一層高齢化し世代交代が進めば、異なる安全保障環境
と人口減少に直面する次の世代が、核兵器の保有といった安全保障問題につい
ての積年の課題に大きな決断を下すことになるのかを観察し続けることに、果
たして意味はあるのだろうか。急速な高齢化が軍事的安全保障意識にもたらす
影響についてはこれまでも研究されてきたが、日本のケースの明確な予測はで
きていない――実際に急速な高齢化により多くの困難に直面しているにもかか
わらず。この日本の現状については、次節で詳述する。

人口減少による労働力不足と財政難は現実のものに。だがまだ制御は可能
　岸田文雄首相は 2023 年の施政方針演説で、2022 年の出生数が統計開始以降
初めて 80 万人を割り込んだことに注目し、少子化により社会機能を維持でき
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るかどうかの「瀬戸際と呼ぶべき状況に置かれている」と警告した。しかし、
自衛隊志願者数の大幅な低下傾向は今に始まったことではない。日本が最多出
生数を記録したのは 70 年以上も前の 1949 年のことで、約 270 万人だった。そ
れから 24 年後の 1973 年を最後に、出生率は人口置換水準を下回るようになる。
兵役の主要対象である 20 歳の人口がピークに達したのは 20 年近く前の 1995
年で、100 万人を少し超えていた。その数は 20 年足らずで 40％減り、2023 年
には 60 万人を割り込んだ。2042 年には 40 万人を下回る可能性が大きい。対
照的に、高齢化率は一層上昇し、65 歳以上の人口は 2050 年までに 38％に達す
ると予測される。
　防衛省は、戦後の反軍国主義的風土や、より最近では入隊資格年齢人口の
減少による自衛隊の慢性的な人員不足に対処するため、多くの施策を打ち出
してきた。興味深いことに、防衛白書によれば 2013 〜 2022 年の 10 年間で自
衛隊の採用・所属人数が最も多かったのは 2020 〜 2022 年の３年間で、ピーク
は 2020 年だったという。それでもなお、24 万 7,000 人強という目標人数には
１万 5,000 〜２万人届かなかった。
　近年の防衛省の施策は兵力維持に貢献しているようにみえるが、入隊資格年
齢人口の減少を相殺するに十分かどうかは疑わしい。自衛隊の採用年齢の上限
は 2018 年に 26 歳から 32 歳に引き上げられた。1990 年以降初の引き上げだっ
た。定年年齢も 2020 年から徐々に引き上げられている。2022 年の国家防衛戦
略では、人員拡充のため定年年齢をさらに引き上げる計画が発表された。
　防衛省はまた、2030 年までに自衛隊の女性比率を９％に引き上げる目標を
設定した。自衛隊の女性比率は 2020 年、NATO 加盟国の軍隊の平均が 13％
であるのに対し、7.4％にすぎなかったが、2022 年には 8.7％に上昇している。
また過去 10 年の女性の新規入隊数をみると、2010 年の 7.5％から 2019 年には
23.3％に上昇している。このように、女性の活用面において日本は比較的短期
間に大きな進展をみた。
　2022 年の防衛力整備計画には、自衛隊の人員補充と維持のための追加的施
策が５ページにわたり書かれている。この国防戦略の構築に携わったある防
衛省幹部によれば、日本は生産年齢人口の減少を制御するため「四人（よんじ

ん）」の活用を追求してきた。前述のトム・フォン・リの要約によると、この
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四人とは（１）無人（自動化あるいは自律したシステム）、（２）省人（業務の省

力化）、（３）老人（退職者の再雇用）、（４）婦人（女性の雇用拡大）を指す。
　自衛隊は人員不足の状態が続いており、将来の人口的危機も避けられないと
すれば、2022 年から 2027 年にかけて防衛費の倍増が計画されているにもかか
わらず、自衛隊員を増員できる保証は何もない。その代わりに一般市民につい
てはより幅広い層の活用と技術援用による人手不足の穴埋めが想定され、軍事
力については現状維持のために努力が払われている。自衛隊員数の現状維持の
ために野心的な施策が策定されたとしても、今後数十年で若年人口がさらに減
少することを前提とすれば、維持は困難だろう。さらに、自衛隊全体の人員不
足以上に懸念されるのは、これまで特に不足が顕著だった分野、例えばサイバ
ー防衛や、船舶に配備される海兵隊などでの人員補充の問題である。
　自衛隊の人員不足問題のほかに、軍事機器の購入費が防衛費全体を押し上げ
る中で国内生産への移行を図っていくうえでは、防衛部門（ひいては経済社会

全体の）熟練労働者の潜在的不足も懸念される。
　2022 年の国家防衛戦略は、日本の防衛関連産業の生産基盤強化について数
ページを費やしているものの、この分野で想定される人手不足については問
題提起していない。注目すべきことに、日本の労働市場規模は全体でみると
超高齢化の最初の 10 年で拡大している。これは、15 歳以下で最も高い人口減
少率を示す日本の人口ピラミッドのもつ構造的特性と、女性や高齢者、外国
人など労働者の多様化によるものだ。『日本の統計ハンドブック 2022』（The 

Statistical Handbook of Japan 2022）によれば、日本の人口がピークを迎えた
2010 年の全労働人口は 6,620 万人だったが、2021 年には 6,907 万人となった。
つまり、この 12 年間で生産年齢人口は３万人減少したにもかかわらず、労働
人口は 280 万人以上増加しているのである。
　日本の生産年齢人口の減少スピードはさらに加速し、外国人労働者を大幅に
増やさないかぎり、人手不足の解消はますます難しくなるだろう。2022 年 12
月時点での日本在留外国人数は 300 万人強で、全人口の 2.4％程度である。日
本の在留外国人数はもともと非常に少なかったため、高齢化につれてその数は
増加してはいるものの、まだ少ない。専門家の多くは、日本が労働人口規模を
維持するためにより多くの移民を受け入れるという選択肢は社会的に支持され
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ず、政治的にも実行不可能とみている。また、もし日本が受け入れを望んだと
しても、他の先進工業国の多くが移民の労働力を求めており、日本より良い環
境を提供する可能性が高いことを考えればおそらく難しいだろう。
　軍事的安全保障に必要な軍隊ないし一般市民の労働力を確保すること以外
に、近い将来日本が直面すると思われる重要な問題がある。それは、より少な
い労働人口で生産能力を維持または向上させるために、労働者や彼らが駆使
する新技術にいかにして対価を払うかという問題である。日本では急速な高齢
化の最初の 10 年は１人当たり労働生産性が低下したが、人口減少が加速する
にもかかわらず今後は伸長を続け、GDP は 2050 年までに約 25% 上昇すると
予想されている 2）。一方、中国の GDP は同じ期間に３倍になると予想され 3）、
安全保障上の緊張状態が生じる可能性がある。さらに、国際通貨基金（IMF）
によれば、日本は現在先進国で最大の財政赤字（GDP 比６％強）を抱えており、
2023 年の政府総債務の GDP 比率は 258％に及ぶとみられる。このように、日
本の未来には深刻な経済的・財政的問題が待ち受けている。
　2022 年の国家安全保障戦略で定められた軍事的強化目標の維持は、政治
指導者にとって難しい課題となるだろう。短期的には、岸田内閣は防衛費を
2027 年までに対 GDP 比２％にまで拡大することを構想している。これほど高
額の支出が政治的に支持されるかは不透明だ。たとえ支持が得られたとしても、
日本の超高齢化が進み人口がさらに減少した段階でこの額の支出が維持できる
かどうかは明らかでない。すでに述べた通り、日本の総人口は 2050 年までに
2,000 万人以上減少し、65 歳以上の人口比率は 2023 年比で８ポイント上昇し
38% に達すると予測されている。
　幸いなことに、日本を待ち受けているのは困難ばかりというわけではない。
日本は同盟国であるアメリカのほかに、安全保障協力の相手国を増やしつつあ
る。その中には日本と同様に急速な高齢化に直面する国もあれば、経済成長の
途上にある若い国もあり、それらの国々と協調関係を構築することが可能だ。
さらに、これらの国と団結して、共通する安全保障上の脅威に対抗するための
資源や軍事力を備蓄することもできる。つまり、国民の人口減少にもかかわら
ず、日本の国防に寄与する人の総数は事実上増加しているのである。
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安全保障パートナーシップ拡大による防衛力の構築
　日本が世界最速で超高齢社会に突入して以降、日米安全保障同盟は著しい深
化と拡大を遂げてきた。これは一見すると矛盾しているようだが、日本が増大
する脅威に直面して軍事力強化の必要性を認識していながら、急速な高齢化と
人口減少で深刻度を増す困難に阻まれ、自国のみでは実行できずにいることで
部分的には説明がつく。さらにこの動きは、同盟や安全保障協力というものが、
公式の軍隊間協力だけでなく、軍事設備や技術、外交目標の共有（これらはす

べて日米安全保障協力の重要な側面である）でもあることを物語っている。実際、
日米軍事同盟の長い歴史において、日本の米軍基地の前方展開戦力は、同盟関
係における日本の主たる貢献の一つとみなされてきた（それ自体が自衛隊に実

質的な協力を要請するものではなかったが）。
　生産労働人口が多かった以前とは異なり、急速な高齢化と人口減少を迎えた
現代日本が抱える矛盾が、ここでも明らかにみてとれる。日米同盟への自衛隊
の人的貢献は、生産年齢人口が減少した近年において増大している。というの
も、日米両国の軍隊は台湾有事などに備えて水陸両方での攻撃に対抗するため
広範な共同演習を実施し、連携をより緊密にしているからである。地域安全保
障上の日米共通の懸念に対処するため、自衛隊はこの数十年、前例のないレベ
ルで分担された役割と使命を遂行し、両国にとってより効率的で堅固な体制が
構築された。
　2022 年の国家安全保障戦略と関連文書は、同盟の協力関係と軍事能力の一
層の強化のために今後対象とするべき幅広い分野を提示し、「アメリカと共
に、外交、防衛、経済等のあらゆる分野において、日米同盟を強化していく」

（p.23）とするアジェンダを示した。軍事面では、軍事行動の統合を深めるこ
とで重複分野を減らし、分野によっては人員削減も可能になる。同様に経済と
サイバーの分野では、技術共有と共同生産がさらに進めば労働力を削減できる
だろう。だが注目すべきことに、日本の防衛費拡大計画の主要部分は、軍事的
資産の国内生産能力をさらに倍増させることにあてられているのである。
　これから数十年の間には日本の安全保障に新たな協力国が加わり、人口規模
で日米同盟を上回り若年層も増えるだろう。QUAD（日米豪印協力）メンバー
であるインドの人口は、2022 年から 2050 年までの間に２億 5,600 万人増加す
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ると予想され、オーストラリアでは 600 万人近く増加する。アメリカの同盟国
フィリピンでも 2050 年までに 4,200 万人以上増加すると予想されている。日
本はこれらの国々と安全保障協力関係を深めようと画策している。日本がこう
した関係の構築に駆り立てられているのは、人口問題だけが理由ではない。中
国に対する共通の懸念や地理的位置、海洋上の利害の一致といった要因が合わ
さった結果なのである。
　インド太平洋地域にとどまらず、ヨーロッパでも多くの「高齢大国」が、日
本と新たな協力関係を構築し安全保障面を強化することに関心を示している。
2022 年 12 月の国家安全保障戦略に関連して、日英部隊間協力円滑化協定の
締結（2023 年１月）や、日英伊３か国による次世代戦闘機共同開発の正式決
定（2022 年 12 月）といった新たな進展がみられた。日本はまた、NATO のア
ジア太平洋地域パートナー４か国（日本のほかにアメリカの同盟国オーストラリ

ア、ニュージーランド、韓国が含まれる）の一国である。2023 年７月、日本と
NATO は安全保障協力をさらに強化するための「日・NATO 国別適合パート
ナーシップ計画」を発表した。
　このように、厳しさを増す環境下で安全保障強化に向けた積極的な展開がみ
られるにもかかわらず、高齢化と人口減少が加速する日本の未来に待ちうける
困難は解消されてはいない。また、人口減少に起因する社会問題が、手遅れに
なる前に新技術の開発によって解決されるのかについても未知数である。

先端技術は安全保障を促進し阻害する
　日本や他の諸国にとって、人口減少が自国の防衛戦略に与える影響を抑える
うえで、新技術が重要な役割を果たすだろう。日本がアメリカや他の国と結ぶ
安全保障協力では、軍事技術の共同開発に焦点が当てられている。ロボットや
AI などの無人システムは確かに日本のような国の人手不足を補ってくれるだ
ろう。だがその同じ技術が、地域の安全保障の性格を変容させることにもなる
のだ。それは、先端技術をすでに採用し始めている地域国家をみれば明らかだ。
　新技術の導入により、今世紀半ばまでには主要国間の戦争の質が変化すると
予想されることから、我々は新技術を単に人口変化を相殺するものとしてみる
べきではなく、安全保障に新たな課題を投げかけるものとしても捉えておく必



86

要がある。楽観的な見方をすれば、高齢国家が安全保障において主要な役割を
果たせなくなると決まったわけではない。実際、北東アジア全域で人口の高齢
化とともに軍事力の増強も進んでいる。悲観的な側面では、おそらく高齢国家
が 20 世紀の紛争に基づく研究で予見された「高齢化のもとでの平和」を享受
することはないであろう。その根拠の一つとして、新技術の導入により紛争地
域が急増していることが挙げられる。
　広範囲にわたる安全保障上の懸念と緊張の高まりに際し、高齢大国は恐るべ
き軍事大国にもなりうることが明らかになってきている。だがその高齢大国も、
インド太平洋の成長地域から新たな安全保障上の課題を突きつけられており、
同様の課題は将来の安全保障協力国候補や、人口減少の補完に貢献する若年層
の多い地域国家からも示されている。

おわりに――課題山積、模索の道は続く
　現代世界はかつて経験したことがない課題に直面している。人口問題や、安
全保障の多岐にわたる分野（空、陸、海、サイバー空間、宇宙、グレーゾーン事

態など）での競争拡大などだ。2022 年 12 月に閣議決定された日本の安保三文
書（国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画）はこれらを踏まえたう
えで対応策を提示した最初のものである。しかし政治面、物流面、技術面で多
くの課題が残り、戦後日本が最初に示した二つの国家安全保障戦略からの転換
を目指す創造的アプローチも意図もこれらの文書にはみられない。
　だが日本はこれまで、急速な高齢化に起因する多くの課題を解決するため、
広範囲にわたる革新的アプローチを示してきた。具体的には、自動化の推進、
国防機能の部分的アウトソーシング、手続きの効率化・簡素化、国際協力関係
の質的・量的拡大などだ。また、人口減少は経済の縮小に結びつくと想定する
静学的研究に反して日本経済は成長を持続しており、経済全体でみれば、その
成長は現在より 20％も人口が減る 2050 年まで続くと予想されている。
　このように、日本の今日までの経験は、急速な高齢化を迎えた国家がいかに
して強い防衛力を維持していくのかという疑問に対し、多くの洞察を提供して
くれる。これらの洞察は、国防上の懸念の高まりとともにその数を増している
日本の安全保障協力国にとっても有益なものとなるだろう。
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注
1）　内閣府「自衛隊・防衛問題に関する世論調査」2022 年 11 月 https://survey.gov-

online.go.jp/r04/r04-bouei/
2）　日本エネルギー経済研究所「IEEJ Outlook 2023」　https://eneken.ieej.or.jp/data/10974.

pdf
3）　同上

備考：本稿はアンドリュー・ L. オロス氏の英文執筆原稿を研究会事務局が和訳翻訳し
ました。
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第３章　　出生率を上げる政策

第１節　人口減少と労働市場改革

一橋大学経済研究所教授　宮本弘曉

Point

● 日本の少子化の大きな理由は、結婚した人たちが子供を持たなくなった
のではなく、未婚者が増加したこと。

● 少子化対策としては、その根本的な原因である所得が増えない経済構造
の是正が必要。

● 日本の賃金は四半世紀にわたり低迷。その大きな理由は、労働生産性の
低迷と労働市場の構造問題。

● 労働市場改革により、経済の新陳代謝を高め、生産性向上と同一労働同
一賃金を目指すべき。

● 少子化対策は重要だが、人口減少を前提に、社会・経済の構造を根本か
ら変えていく必要がある。包括的かつ大胆な改革パッケージが求められ
ている。

はじめに
　日本では高齢化を伴う人口減少が進んでいる。
　日本の総人口は、2008 年の約１億 2,800 万人をピークに減少し続けてお
り、2022 年には約１億 2,495 万人にまで落ち込んだ。前年よりも 55 万 6,000 人、
鳥取県とほぼ同じ規模の人口が一年で消失している。理由は出生数の減少だ。
2022 年の出生数は 79 万 9,728 人と、80 万人を下回った。これは、1899 年以降
の比較可能なデータで初めてのことだ。今後も、日本の人口は減少していくこ
とが見込まれている。
　また、65 歳以上が人口に占める割合は 29％で、国民の約 3.4 人に１人が高
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齢者となっている。日本は世界一の高齢国家だが、この割合は今後も上昇し、
2070 年には 38.7％に上がると予想されている 1）。つまり、そう遠くない未来、
日本は見渡す限り老人ばかりの国になるということだ。
　政府も出生率低下を止めようと「異次元の少子化対策」を打ち出し、こども
家庭庁の設置や子育て支援の拡充など対策を行っている。こうした対策が重要
であることは言うまでもないが、うまくいったとしても、効果が出るまでには
時間がかかる。また、日本の少子化の大きな理由は、結婚した人たちが子供を
持たなくなったのではなく、未婚者が増加したことにある。そして、その背景
には、経済的な理由によるミスマッチがある。子育てを支援すること自体は重
要だが、少子化対策としては、その根本的な原因である所得が増えない経済構
造の是正が必要といえる。
　実際に、日本では所得や賃金の伸びが長年、停滞している。この 30 年間の
所得の伸びをみると、すべての所得階層でふた桁のマイナス成長となっており、
日本は「共同貧困」と言える状況に陥っている 2）。また、厚生労働省「国民生
活基礎調査」によると、相対的貧困率は 15.4％で、日本人口の６人に１人が相
対的貧困状態にある。賃金については、この四半世紀の間、他の先進国では２
割から５割、賃金が上昇したのに対して、日本はほぼ横ばいと、「一人負け」
と言える状況にある。
　日本の賃金が上がらない大きな理由は、労働生産性の低迷と労働市場の構造
問題である。つまり、今後、賃金が上がるためには、労働生産性の向上と労働
市場の構造問題が解消される必要がある。そのために必要なのが、労働市場の
流動性を高めることである。労働市場の流動化は、適材適所の実現と労働力の
再配分を円滑にすることで、経済の新陳代謝を高め、労働生産性を向上させる
と同時に同一労働同一賃金を実現することで労働市場の構造問題を解消しうる。
　もっとも労働市場の流動化は少子化対策のためだけに行うべきものではない。
好むと好まざるとにかかわらず、日本の雇用は変わらざるを得ないし、また実
際に変わりつつある。それは、雇用が生産の派生需要だからだ。
　日本の経済社会を取り巻く環境が大きく変わるなか、それに対応できるよう
に柔軟な働き方ができる労働市場が求められている。逆に、労働市場改革が行
われれば、生産性が向上し、賃金も持続的に上がりうる。そうなれば、結果と
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して、少子化の大きな原因となっている未婚問題も解消しうる。また、政府の
少子化対策がうまくいったとしても、しばらくの間は人口は減少し、人口構成
も大きく変わる。つまり、高齢化を伴う人口減少を前提として、国民が安心し
て暮らせる経済社会を構築することが求められる。そして、労働市場の流動化
はその重要な柱のひとつである。
　本稿の構成は以下のとおりである。次の第２項では、日本の人口構造の変化
を概観すると同時に、日本で少子化が進んでいる理由を分析する。日本の少子
化の大きな理由は、未婚化が進んだこと、そして、その背景には所得・賃金の
低迷という経済的な理由があることを論じる。第３項では、日本の賃金が長
期にわたり低迷している大きな理由として労働生産性が伸び悩んでいることと、
相対的に賃金が低い非正規雇用者が増加したことを示す。第４項では、持続的
な賃上げのためには、労働市場の流動化が必要であることと、流動的な労働市
場を構築するためには何が必要かを論じる。

日本で少子化が進んでいる理由
・ファクトの確認
　はじめに、日本の人口構造の変化について確認しよう。
　図１は合計特殊出生率の推移を示している。合計特殊出生率はひとりの女性
が生涯で産む子ども数を示す指標である。日本の出生率は長期的に低下傾向に
あり、2022 年には 1.26 と、2005 年に並んで過去最低となった。
　現在の人口規模を維持するためには、2.07 の出生率（人口置換水準）が必要
とされている。また、2015 年に政府は、希望出生率（若い世代の結婚や出産の

希望がかなったときの出生率）を 1.8 とする目標に設定した。しかしながら、現
在の出生率はこれらの数値にはほど遠い状況だ。
　世界的に見ても、先進国を中心に多くの国・地域で出生率の低下が進行して
いる。出生率 1.5 は超少子化に陥る分水嶺とされている。この水準を長く下回
ってから回復した国はほとんどない。
　他の先進国の出生率をみると、フランスは 1.8（2022 年）、アメリカは 1.66

（2021 年）、ドイツは 1.58（2021 年）となっており、日本の数字は見劣りしてい
る。なお、韓国の出生率は 0.78 と、日本よりも厳しい状況にある。
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　次に、人口規模について見ていこう。2022 年の出生数は約 77 万人で、外国
人を除いた出生数としては、1899 年の統計開始以来、初めて 80 万人を下回っ
た。日本の総人口は 2022 年に約１億 2,500 万人となり、前年に比べて 56 万人
減少したが、これは鳥取県一県分の人口がまるごと減った計算になる。日本の
総人口は 2008 年にピークを迎え、それ以降は 2011 年から毎年減少し続けてい
る。　　
　総務省の人口動態調査によれば、2023 年１月１日時点の日本人は１億 2,242
万人で、前年から 80 万人減少。減少幅は 1968 年の調査開始以来最大となった。
統計開始以降初めて、全都道府県で日本人が減少した。
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　では、日本の人口はこれからどのようになっていくのだろうか。2023 年に
国立社会保障・人口問題研究所が公表した最新の人口推計（中位推計）による
と、2056 年には日本の人口は１億人を下回り、2070 年には約 8,700 万人まで
減少すると見込まれている。これは、今後 30 年余りで約 2,500 万人、50 年弱
で約 3,800 万人の人口が日本から消え去ることを意味する。2,500 万人や 3,800
万人という数字は、それぞれ台湾やオーストリア、カナダ一国分の人口に匹敵
するものであり、人口減少が日本の経済・社会に及ぼす影響が大きいことが容
易に想像される。
　単に人口が減少するだけではない。人口構成も大きく変わると予測されてい
る。15 歳未満人口の比率は、現在の約 12％から 2050 年には 10％を切るよう
になる。人数でみると、2020 年の 1,500 万人から約 1,040 万人にまで減少する。
一方、65 歳以上人口の高齢者の比率は、2020 年の 28.6％から 2070 年には 38.7
％に上がると見込まれている。
　人口構造の変化は、日本の経済・社会に大きな影響を及ぼす。まず、人口減
少により働き手が少なくなると経済成長が鈍化する可能性がある。これは、労
働が経済成長の源泉のひとつだからだ。また、社会保障の財政基盤の悪化や財
政の健全化にも影響を及ぼすと考えられる。さらに、マーケットのサイズが
縮小するので、内需拡大もチャレンジングになると考えられる。特に地方では、
消費市場の縮小が経済規模の縮小につながり、その結果、社会生活サービスが
低下、人口が流出、地域社会がさらに縮小するという負の連鎖が起こることも
考えられる。

・日本で少子化が進んでいる背景
　日本で少子化が進んでいる背景には、結婚をしている人が子供を持たなくな
ったのではなく、未婚化がある。
　「出生動向基本調査」（国立社会保障・人口問題研究所）によると、結婚持続期
間（結婚からの経過期間）15 ～ 19 年夫婦の平均出生子ども数である「完結出
生児数」は、1970 年代以降 2000 年代初頭までは約 2.2 で安定的に推移してい
たが、その後、減少傾向にあり、2021 年の数字は過去最低の 1.9 となっている。
しかし、この数字は、人口置換水準を下回るものの、極端に低い数字とは言え
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ない。
　また、15 ～ 49 歳の有配偶女性を分母として、嫡出子の割合を計算した「有
配偶出生率」をみると、2015 年までは上昇傾向にあり、出生数の押し上げ要
因となっていた。2020 年には減少に転じたものの、これらのデータから結婚
しているカップルの子供の数はそれほど減っているわけではないことがわかる。
　海外と比較して婚外子が少ない日本では、婚姻関係にある夫婦から生まれた
子供、嫡出子が出生数の大半を占めるため、未婚率の高まりが少子化の進行に
大きな影響を与える。
　国勢調査によると、2020 年に 50 歳時の未婚率は男性で 28.3％、女性で 17.8
％となっている。これは、男性は４人に１人は一生独身のまま、ということ
を意味している。1990 年の数字をみると、男性は 5.6％、女性は 4.3％となっ
ており、未婚率はこの 30 年間でそれぞれ 20 ポイント以上、10 ポイント以上、
上昇していることがわかる。
　では、なぜ結婚は減ってきたのだろうか？
　内閣府「令和４年版男女共同参画白書」によると、「結婚に縛られたくない」、

「自由でいたい」という理由で結婚をしない人が、男性の約４割、女性の約５
割を占めている。同時に、雇用の非正規化が進み、安定した収入が見込みにく
い層の増加により、結婚に踏み切れない人々も増えている。
　実際に、データは雇用形態や所得が未婚率に大きな影響を与えていることを
示している。男性の未婚率はどの年齢層（25 歳から 49 歳）についても、非正
規雇用者の方が正規雇用者よりも高くなっている。例えば、45 歳から 49 歳の
年齢層では、正規雇用者の未婚率が 20％なのに対し、非正規雇用者の未婚率
は 57％となっている。
　また、年収が高いほど、有配偶率が高くなっていることもわかる。40 ～ 44
歳の有配偶率を年収別に見ると、年収が 200 ～ 249 万円の層では有配偶率は
40％なのに対し、900 万円以上の層では 91％となっている。
　子育てを支援すること自体はもちろん重要だが、これらのデータからわかる
ことは、出生率の回復を目指すのであれば、結婚前の問題解決により注力すべ
きということである。子育て支援策だけではなく、少子化の根本的な原因であ
る所得が増えない経済構造の是正が必要といえる。
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低迷が続く賃金
　そこで、賃金の動きを確認しておこう。図２は名目賃金の推移を示した
ものである。現金給与総額は、1997 年までは上昇傾向にあったが、その後、
2009 年まで低下した。2010 年代の景気回復局面にはわずかに上昇するものの、
2022 年の数字はピーク時の 1997 年に比べ１割以上も低い水準にある。
　時給で見ると、日本の賃金は 1997 年をピークにその後しばらく低下傾向が
続いたが、2012 年を底に上昇に転じ、2022 年には 1997 年の賃金よりもわずか
だがその水準が高くなっている。月給と時給でその動向に若干の差はあるもの
の、いずれも過去 25 年間で賃金がほとんど変わらないか、むしろ低下してい
ることがわかる。
　賃金の推移を他の先進国と比較すると、日本の賃金が過去 25 年間ほとんど
上がっていないのに対して、アメリカとイギリスは約４割、カナダやフランス
は約３割、ドイツも約２割、賃金が増加している。日本だけが「一人負け」と
言っても過言ではないほど賃金が上がっていない。
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　しかし、変化の兆しはある。2023 年の春闘では賃上げ率が約 3.6％と 30 年
ぶりの高い水準となった。また、日本経済新聞社の調べでは、冬のボーナスも
1975 年以来最高となった。果たして、賃金は今後、持続的に上がるのだろうか。
　この問いに答えるためには、まず賃金の決定要因を知る必要がある。賃金の
決定要因は様々だが、主要なものとしては、

①労働市場の需給バランス
②物価
③労働生産性
④労働市場の構造――労働者の構成

の 4 つが挙げられる 3）。以下、それぞれについて見ていこう。
　第１の要因は労働需給のバランスだ。賃金は労働サービスの価格であり、そ
の需要と供給のバランスによって決定される。労働需要が労働供給を上回れば、
つまり、人手不足だと賃金は上がり、逆であれば賃金は下がる。なお、労働市
場の需給バランスが賃金に与える影響は、1990 年代後半から弱まっているこ
とが指摘されている（Hoshi and Kashyap, 2021）。今後、労働需給に対する賃金
の感応度が高まるのかどうか、また、人口減少に伴う人手不足が賃金にどう影
響を与えるかには注視が必要だ。
　第２の要因は物価だ。データは、賃金上昇率と物価上昇率の間にプラスの関
係があることを示している。賃金と物価の関係は「鶏が先か、卵が先か」とい
う問題に似ている。つまり、物価が上がることで、賃金が上昇するという関係
と、賃金が上昇するため、物価が上がるという関係もあるということだ。日本
では長期にわたり、物価が上昇しても、賃金が有意には反応しない状況が続い
ていたが、足元にかけて物価上昇が賃金に影響を与えるように状況が変わりつ
つある。
　第３の要因は労働生産性である。経済学では、賃金は労働生産性に応じて決
まると考えられている。労働生産性が向上すれば、それに伴い賃金は上昇する。
しかし、日本の労働生産性の成長率は長期的に低迷しており、これが賃金低迷
につながっている。
　第４の要因は労働市場の構造―雇用者の構成だ。日本ではこの 30 年間に
雇用形態が大きく変化した。非正規雇用者が雇用者全体に占める割合は、1984
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年には約 15％だったが、現在は４割近くまで上昇している。非正社員の賃金
は正社員の７割程度であり、相対的に賃金が低い非正社員の割合が高まること
で、経済全体の賃金が低下している。
　ここで、賃金版フィリップス曲線を推定することで、これらの要因がどのよ
うに賃金上昇率に影響を与えているかを分析する 4）。推定結果から次のような
関係式が得られる 5）。

　賃金上昇率 ＝ −0.12 ＋0.22 ×物価上昇率（１期前）−0.99 ×失業率ギャップ
　　　　　　　　 （0.40）  （0.09）      　　　　　　　   （0.22）

　　　　　　  　＋0.76 ×労働生産性上昇率−0.81×パートタイム比率の変化
　　　　　　　　 （0.34）　　　 　　　　 　  （0.13）

（  ）内は標準偏差  

　推定結果から、賃金上昇率にインフレ率は正の、失業率（ギャップ）は負の、
物価上昇率は正の、そして、パートタイム比率（労働者の構成指標）は負の影
響を与えていることがわかる。
　さて、これら４つの要因が賃金に与える影響の時間軸は異なる。労働需給の
バランスとインフレは短期的に賃金に影響を与えるのに対して、労働生産性と
労働市場の構造は中長期的に影響を与える。つまり、持続的に賃金が上がるた
めには、労働生産性の向上と労働市場の構造問題への対処が欠かせないという
ことだ。そして、これらを同時に達成しうるものが、労働市場の流動化である。

・労働市場を流動化せよ
　経済全体の生産性を向上させるためには、個々の企業の付加価値を増やし、
生産性を高めることと同時に、経済の新陳代謝を高めることが重要である。高
い生産性を持つ企業が参入し、生産性の低い企業が退出することで、経済全体
の生産性が向上する。
　流動的な労働市場は、適材適所の達成とスムーズな労働の再配分を通じて、
ミクロ、マクロの両レベルで生産性を高め、結果として賃金を上げることが期
待される。



第３章第1節　人口減少と労働市場改革 97

　労働市場が流動的であれば、労働者も企業も柔軟にパートナーを変更するこ
とが可能だ。労働者の持つ特性やスキルなどが企業の求めるものと一致すれば、
つまり、適材適所が達成されれば、労働者は力を発揮でき、ミクロレベルで生
産性も向上すると考えられる。
　また、経済は生き物のように変化をし続ける。人間の体で絶えず新陳代謝が
起こっているように、経済でも成長する企業や産業が登場する一方、衰退する
企業や産業が存在する。重要なのは、ヒト、モノ、カネという経済資源が衰退
部門から成長部門にスムーズにシフトすることだ。労働市場が流動的であれば、
労働力の再配分が円滑に行われ、結果としてマクロレベルで生産性が向上する
ものと考えられる。
　実際に、労働市場の流動性と生産性の関係をデータで検証すると、労働市場
が流動的な経済ほど生産性が高い傾向が明らかになる。さらに、生産性が高ま
ることで賃金も上昇する傾向にある。横軸に労働市場の流動性の度合いを表す 
勤続年数を、縦軸に賃金上昇率をとって、データとプロットすると、労働市場
の流動性が高い経済では、賃金上昇率も高くなる傾向にあることがわかる（図

３）。また、経済協力開発機構（OECD）諸国のデータから、企業間の労働移
動と生涯賃金の上昇率の関係を調べた研究も、労働移動が円滑であるほど、賃
金上昇率が高くなることを示している。
　また、流動的な労働市場では、マーケットメカニズムが働くことで、同一労
働同一賃金が達成されやすくなり、結果として、正規・非正規雇用の格差も縮
小すると考えられる。
　もっとも、流動的な労働市場は単に構造的賃上げに資するというだけではな
い。広い視点からも日本経済に不可欠であると言える。それは、日本の経済・
社会を取り巻く環境が大きく変化しているからだ。つまり、日本の労働市場は、
好むと好まざるとにかかわらず、流動化が避けられない状況にある。
　雇用について考える際の基本は「雇用は生産の派生需要」であるというもの
だ。これは、経済や社会の構造が変わり、生産に影響を与えると、雇用や働き
方、労働市場のあり方も変化せざるを得ないということだ。
　そして今、日本は、人口構造の変化、人工知能・自動化などのテクノロジー
の進歩、そして地球温暖化対策のためのグリーン化という「メガトレンドの変
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化」と呼ばれる大きな経済・社会の変化に直面している 6）。これらの変化に適
応できる柔軟な労働市場、つまり、流動的な労働市場の構築が求められている。
　しかし、さまざまなデータは、日本の労働市場が硬直的であることを示して
いる。労働市場の流動性の度合いを測る指標としてよく使用される転職率をみ
ると、日本の転職率は５％弱である一方、労働市場が流動的だとされるアメリ
カでは、「ジョブ・ツー・ジョブ・トランジションレート」と呼ばれる失業を
経由しない転職率が月平均２％となっており、日本の転職率がはるかに低いこ
とがわかる 7）。また、平均勤続年数をみると、日本の 12.3 年に対して、アメリ
カは 4.1 年と、日本の勤続年数はアメリカの約３倍の長さとなっている。他の
先進国と比較しても、日本の勤続年数（特に男性）が長いことがわかる 8）。
　日本の労働市場を硬直化させている大きな要因は、終身雇用や年功賃金とい
った日本的雇用慣行の存在だ。かつて、日本的雇用慣行は、失業率を低く抑え、
良好な労使関係を築く日本的経営の強みのひとつとして、世界から称賛された 9）。
しかし、前提条件が大きく変化し、その合理性が低下、機能不全に陥っている。
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　日本的雇用慣行が広く普及し、定着した背景には、持続的な高い経済成長
と若い人口構造があった。しかし、バブル経済崩壊後、日本経済は「失われ
た 30 年」と称されるように長期にわたり停滞、同時に少子高齢化が進み人口
構造が大きく変わった。つまり、日本的雇用慣行を支える 2 本の柱はすでに倒
壊しているにもかかわらず、古いシステムが維持されているため、労働市場に
様々な矛盾や問題が生じている。
　日本的雇用慣行は、専業主婦を持つ男性正社員を中心に構築されている。言
い換えれば、高齢者や女性、非正社員は考慮されていない。それゆえ、日本的
雇用慣行を維持しようとすれば、高齢者の就業が難しいだけでなく、女性が働
こうとすると仕事と家庭の両立が難しかったり、正社員と非正社員間で大き
な格差が生じたり、さらには、正社員も終身雇用で守られることの代償として、
長時間無限定就業や転勤などを受け入れざるを得なくなっている。時代遅れの
雇用形態に固執することで、さまざまな弊害が発生しているのだ。古い体質の
雇用慣行を維持することは、労働市場の柔軟性を損ない、日本の労働生産性を
低下させる要因にもなっている。
　では、どうすれば流動的な労働市場を構築することができるのだろうか？ 
　流動的な労働市場に欠かせないのが、労働者の能力評価と労働成果に基づい
た賃金体系だ。流動的な労働市場では、労働者の賃金が企業内だけでなく、マ
ーケットの影響を受ける。そこで、賃金体系は年功序列から労働成果に基づく
ものに変革することが求められる。
　年齢や勤続年数に関係なく実績を評価することで、労働者のモチベーション
向上や優秀な人材や即戦力人材の確保が可能となり、企業や組織の業績向上も
期待できる。労働成果に応じた報酬は、世界ではスタンダードなので、グロー
バル競争において優秀な人材確保のためにも不可欠だ。
　また、労働成果に見合う賃金体系ならば、企業は年齢に関係なく労働者を雇
うインセンティブを持つようになり、結果としてあらゆる世代が雇用機会に恵
まれるようになる。職場で異なる経験やスキル、世代の違う人々が互いに補完
しながら働くことで、生産性が向上することは既存研究でも指摘されている。
　労働成果に見合った賃金体系を整えるためには、労働者の評価が重要となる。
これまで、日本の企業では、勤続年数や社内派閥等に基づいて昇格、昇給が決
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まることが多く、労働者の能力やスキル、実績に対する評価が十分に行われて
いない傾向があった。今後は、適切かつ公平な評価基準を備えた人事評価制度
により、労働者の理解と納得、そして努力を引き出す必要がある。透明性が確
保された客観的な評価が昇進や昇給につながれば、労働者のエンゲージメント
は高まり、評価制度への信頼も増すと考えられる。
　雇用環境の変化に対応するためにも、労働者はスキルを磨き続ける必要があ
る。労働市場が流動的になり、労働移動が活発化するなかでは、人的投資の軸
足は企業から労働者にシフトすることになり、自己啓発がより重要となると考
えられる。
　しかし、海外と比較して、社外で学習したり、自己啓発を行ったりしている
日本人の割合は多くない。パーソル総合研究所が世界 18 か国・地域の主要都
市の人々の働く実態や働く意識などの調査によれば、勤務先以外での学習や自
己啓発に関して、「特に何も行っていない」と答えた人の全体平均は 18％であ
るのに対して、日本は 52.6％と最も高く、他の国に比べて日本人が自己研鑽に
努めていないことがわかる。このような状況のなかで、リスキリングやリカレ
ント教育の役割は大きく、労働者の自己啓発投資を促す政策が求められている。
　そうしたなか、労働者の自己啓発投資を促すための支援として、自らの意思
で教育訓練投資を行う個人の投資にかかる費用を課税対象所得から控除する

「自己啓発優遇税制」の導入を政府は検討すべきだ。
　実際に、「自己啓発優遇税制」に近い制度はすでに存在している。「学び・学
び直し促進のための特定支出控除の特例」といわれる措置である。これは、給
与所得者が職務の遂行に直接必要な技術や知識の取得のための研修費用などを
所得控除できる仕組みだ。ただし、現行制度では職務遂行に直接必要な技術や
知識習得のための費用が対象で、しかも基本、雇用主の証明が必要となる。国
家資格であるキャリアコンサルタントの証明で対応できる場合もあるが、労働
者にとっては使い勝手が良くなく利用しにくいのが現状だ。
　今後は、個人が自分の興味や選好に基づいて、様々な仕事の可能性の中から
自分に適したキャリアを見つけ、設計していくようになると考えられる。これ
は、労働者それぞれで必要となる訓練や教育が異なることを意味する。現行制
度は、現在の職務と関係ない教育・訓練を受けた場合には適応されない。また、
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現在の職務遂行に関するものであっても、雇用主の証明が必要となる。自己啓
発優遇税制は、雇用主ではなく労働者を軸にした支援策なので、それにより労
働者が自分のニーズに合わせて柔軟にスキルを磨くことができ、より充実した
キャリアを築くことが可能となる。
　流動的な労働市場を構築するうえでは、労働者のスキルアップを支援するだ
けでなく、労働移動が不利になるような制度・政策を見直し、市場メカニズム
を機能させる必要がある。
　例えば、退職所得税制は長期勤続を優遇する一方で、転職に不利な仕組みと
なっている。この問題については、2023 年の「骨太の方針」で勤続年数によ
る税優遇の格差是正が盛り込まれており、一定の評価ができる。
　また、一定の所得を超えると税や社会保障が発生する「年収の壁」も問題だ。
働き方に中立になるように「年収の壁」に対応することも欠かせない。さらに、
解雇ルールを明確化し、企業にとって雇用が弾力的となるように、雇用調整コ
ストを低くする必要がある。「解雇の金銭解消」は実現すべきだ。
　生産性向上の王道は経済成長である。言うまでもなく中長期の成長戦略が重
要となる。政府は、デジタルトランスフォーメーション（DX）やグリーント
ランスフォーメーション（GX）などで供給力を強化しようとしているが、そ
の方向性は正しい。企業は多くの分野で画期的な構想で成果を上げつつある。
こうした民間の蓄積の成果を良い形で生かす方策を考えるべきだ。
　日本経済には変化の兆しが見られる。長年のデフレからの脱却も見えてきた。
重要なのは、デフレという穴から出た世界が、単にインフレの世界ではなく新
しいステージだと認識することだ。日本経済は人口構造の変化、技術進歩、グ
リーン化というメガトレンドの変化に直面しており、インフレだけでなくこれ
らの変化に適応できる経済を構築することが求められている。包括的かつ大胆
な改革パッケージが必須だ。
　とりわけ、人口が減少し、急速に高齢化していく日本では、こうした状況で
あっても国民が安心して暮らせる環境を作ることが求められている。言うまで
もなく少子化対策は重要だが、人口減少を前提に、社会・経済の構造を根本か
ら変えていく必要がある。
　高齢化を伴う人口減少下でも強い経済を構築することは可能だ。高齢者が
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様々な形で社会活動に参加し、生産的に貢献をする構造に組み直すことができ
れば、経済社会のバランスシートは大きく改善する。長寿雇用戦略や健康増進
産業の推進、給付と負担のバランスの取れた全世代型社会保障などやれること
はまだたくさんある。長期的な視点に立ち、これからの日本のグランドデザイ
ンを立てることが、真に求められている対策だ。
　人々が「明日は今日より素晴らしい」と感じる社会、そして、なにより「子
供は社会の財産」というマインド醸成が重要だ。

注
1）　国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口（令和 5 年推計）』（出生中位・

死亡中位推計）。
2）　宮本（2022b）。
3）　これらの賃金決定要因については、宮本（2022b、2023）が詳しい。
4）　本節同様に、賃金版フィリップス曲線を推定したものに、太田（2017）、Westeliu

（2018）、宮本（2019）がある。
5）　推定期間は 1995 年第１四半期から 2023 年第 2 四半期。
6）　メガトレンドの変化については宮本（2022a）を参照。
7）　ジョブ・ツー・ジョブ・トランジションレートについては Fallick and Fleischman 

（2004）を参照。 
8）　労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較 2023』。
9）　日本的雇用慣行については、例えば、島田（1994）を参照。
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第３章　　出生率を上げる政策

第２節　リモートワーク、リモート教育の
　　　　可能性と課題

　　　　　　　　　　　　　立命館大学経済学部准教授　関　麻衣

Point

● 働き方も教育も個別最適化に即した制度改革を。政策導入に際しては社
会的包摂への目配りが重要。

⃝ 労働投入と生産性を引き上げるため、潜在スキルが十分活用されていな
い女性にアプローチ。ワークライフバランスを考慮するには、リモート
ワーク促進が必須。

⃝ 男性の働き方改革や、ジェンダー規範も同時にアップデートする必要あ
り。日本的労働慣行を改善し、家庭内のケアワーク負担を軽減する以外
に根本的な解決はない。

⃝ 教育の質向上に向け、EdTech の活用による個別最適な学びの拡大を。
学校教員のデジタルディバイドも同時に対策を。

⃝ 教育は公共財。低所得あるいは外国にルーツを持つ子供たちの中で特に
家庭内からの IT サポートが手薄になる場合、教育格差が拡大しないよ
う手厚く対処する必要あり。

人口減少下での労働投入増加と生産性向上の必要性
　マクロ経済の視点から鑑みるに、人口減少に伴い国内の労働力人口が減少す
る中で、いかにして労働投入（labor input）を維持し、生産性（productivity）
を向上させ、経済成長率の低下を防ぐのかは先進国共通の課題である。むろん、
低成長による縮小均衡を受け入れることで心理的安寧を求めたくなるが、残念
ながら、資源に乏しい国の経済力は安全保障に強く影響するという厳しい現実
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から目をそらすことは許されない。特に日本では今後 40 年間で約 30％人口減
少するという公式予測がなされているが、このような高齢化を伴う急速な人口
減少は潜在的な経済成長の足かせとなるだけでなく、財政の持続可能性に対す
るリスクとなり、財政安定性に影響を及ぼす可能性が危惧されている（IMF、 

2023 1））。このような長期経済予測に対し、日本ではここ 10 年ほど高齢者と
女性の労働力をさらに活用するという方向で政策議論が続いてきた（内閣府、

2014 2））。2023 年８月に刊行された年次経済財政白書でも、女性や働く意思・
体力のある高齢者の活躍を促す施策に言及がある（内閣府、2023 3））。なお、本
格的な移民労働の受け入れについては正式な議論はなく、技能実習制度および
特定技能制度といった外国人労働者に関する現行制度の見直しが検討されてい
るのみである。よって、まずは高齢者と女性の労働投入増加と生産性向上の余
地について現状を整理してみよう。

労働投入増加と生産性向上の源泉と諸課題：高齢者と女性
　まず、高齢者の労働力については、労働投入への貢献のみならず、伝承の難
しい無形のスキル（intangible skills）や経験値が提供されることで、生産性の
向上にも役立つと考えられる。製造業においては、ロボットアームの活用など
により、「匠の技」と呼ばれるような従来個人に帰属していた高度な技術を自
動化することで省人化を進める大企業と、事業継承を断念する中小零細企業と
に二極化している。非製造業においても、無形のスキルというのは業界内、あ
るいは企業内に存在する可能性はあり、高齢者の就業増加によりその継承や他
の業界への伝播が可能になれば、生産性向上への貢献が期待される。
　一方で、技術進歩に対応するためのリスキリングが必要な場合もあるだろう。
また、老化による体力や認知能力の低下を下支えする新技術の登場が、高齢者
の労働市場での活躍の場を拡大するためにさらに求められる。体力を補完する
技術は、ロボットスーツや配膳ロボットなど、作業支援という形ですでに社会
に浸透してきている。認知能力の補完も、汎用型 AI（人工知能）の活用で加
速化すると予想される。自動運転は安全性の確保にまだしばらく時間がかかり
そうではあるが、普及すると高齢化社会においては重要な技術革新となる。い
ずれも資本による労働力の代替という省人化を通じた生産性の向上だけではな
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く、労働者のスキルレベルの閾値を下げる形で人的資本を補完する方向性の技
術革新の例である。これは、障がいがある労働者についても近似の議論が成り
立つであろう。
　最後に、何よりも高齢者の健康寿命の延伸が重要である。健やかな生活の中
で労働を無理なく継続することが可能になると、社会的つながりの維持も容易
になり、孤独対策にもなるのではないかと期待する。このためにはヘルス分野
の技術革新が重要になる。すなわち、高齢者のさらなる労働参加には、労働市
場の硬直化を是正し個別の労働生産性や選好に応じた労働契約を実現するなど
制度面でのサポートも重要ではあるが、根本的にはさまざまな技術革新が重要
であると考える。なお、人生の曲がり角を迎えて、種々の身体・認知的制約を
感じ始めた筆者にとっても非常に切実な課題であるため、本筋ではないのに熱
く語ってしまった。
　本題に移ろう。女性の労働力に関しては、日本では未だに出産を境にキャリ
アが断絶されるケースが多いが、企業および政府からは産後の就業継続および
フルタイム労働への従事を通じた労働投入への貢献が強く期待されている。な
かでも、その高いスキルの活用による生産性への向上に貢献余地が大きいと考
えられる。総務省統計局が発行する労働力調査によると、ここ 10 年間の女性
の労働力人口および就業者は増加傾向を見せるが、その伸び率は鈍化してい
る（総務省統計局、2022 4））。コロナ禍が明けて増加傾向が回復するか、今後の
経過が待たれるところである。経済界や政策担当者からの期待は高まる一方で、
子育て世代や若年層の日本の女性達から寄せられる悩みを大別すると次の 2 点
に集約できる。まず、小さい子供のいる既婚者は、家庭での役割と労働との両
立に強いプレッシャーを感じている。伝統的な性別役割分業に基づく家庭内ケ
アワーク（家事・育児・介護）を一手に引き受ける傾向が強い日本の女性たち
は、フルタイム労働を開始すると実質的なダブルワーク、トリプルワークを抱
えることと同様の状況に陥る。一方で、未婚の女性の多くは出産とキャリア形
成のトレードオフに強い不安を抱えており、大学や大学院に在籍段階から就業
時の女性差別を恐れている者もいる。この不安によって就労制限に向かう者も
いれば、出産制限に向かう者もいる。事実、2023 年のノーベル経済学賞を受
賞した経済学者のクラウディア・ゴールディンを筆頭に、同じ教育レベルで同
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じ職業の男女の賃金格差の多くは第一子の出産によるキャリアの中断で説明で
きることがさまざまな国のデータで明らかになってきた（Goldin, Kerr, Olivetti, 

2021 など 5））。これは、母親ペナルティ（motherhood penalty）と言われており、
男女格差の小さい国においても解消の目途は立っていない。この節では特に女
性の労働供給増加の阻害要因について焦点を当てながら、その解消策となり得
るリモートワークおよびリモート教育の可能性と課題について論じる。

女性の労働供給とジレンマ：日本的労働慣行と伝統的なジェンダー規範
　社会から高い期待が寄せられている日本の女性の労働供給であるが、
Kawaguchi and Toriyabe（2022 6））によると、国際成人力調査（PIAAC）デ
ータを用いた国際比較において日本ではスキルの「活用度」の差が男女の賃金
格差を説明することを示した。もちろん、労働賃金の比較を用いると、家庭内
ケアワークを通じた経済・社会への貢献が反映されないという課題もある。し
かし、自らの能力と興味に即して高度な教育で人的資本を蓄積してきた若い
世代の女性の中には、労働市場に活躍の場を求めている層が一定割合存在する。
その多くは家庭内ケアワークに対する高い責任感を持ちつつ、労働とのはざま
で大いに悩んでいる。例えば、日本企業に勤める女性に管理職を勧めても辞退
するのは、日本的労働慣行である長時間労働と家庭内のケアワークの両立が不
可能であるという、現実的な予想に基づいた合理的判断の帰結なのである。つ
まり、現状で男性も両立できていないことを、性別を入れ替えるだけで女性が
両立できるようにはならない、という非常にシンプルな事実が背景にある。よ
って課題は、長時間労働を是とする日本的労働慣行と家庭内ケアワーク負担の
2 点に集約できる。

リモートワークの可能性：通勤時間の節約と住環境の改善
　このような現状において、リモートワークの拡大は女性の労働供給を促進
するのではないかと期待されている。その理由の一つに、リモートワークが
普及すると通勤時間が節約できるという点がある。特に小さい子供がいる既
婚女性にとって、フルタイム勤務をする際に通勤時間が大きな壁になっている
ことが空間経済学の手法を用いた研究で示唆されている。Kawabata and Abe 
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（2018 7））によると、首都圏のデータを用いた空間データ分析において、通勤
時間の長さが既婚の母親の低い労働参加率や低い正規雇用率と統計的に有意な
関係性があることを示した（負の相関）。未婚女性と子供のいない既婚女性の
場合、これらの関連はほとんど有意ではないことと対照的である。そもそも通
勤時間で男女差が非常に強く異なる選好があるという傾向は、ニューヨークや
他の都市のデータを用いた研究があるため日本に固有の現象ではない（Black, 

Kolesnikova and Taylor, 2014 8））。しかし、日本においては、夫の長時間労働と
相まって、家庭内ケアワークを女性がほぼ一手に担っているという現状を加味
する必要がある。まずもって、就学前の子供がいる都市部の日本の女性にとっ
ては保育施設の確保は難易度が未だ高く、希望する場所に預けられるわけでは
ない（隠れ待機児童問題）。そこに、さらに長時間の通勤が重なるとなると体力
と時間の限界を理由に就業そのものを諦める、またはフルタイム勤務を控える
という選択肢が自然と浮かぶ。その女性が持つ本来のスキルにマッチする都心
の仕事ではなく、通勤時間と育児に係る時間および労力を制約とした上での制
約付き最適化の下で労働供給選択が行われるというわけである。翻って、リモ
ートワークの拡大により通勤時間が節約できれば、高いスキルに見合った仕事
とマッチする既婚の母親が増加する余地があるということである。なお、男性
もリモートワークの拡大の恩恵を受ける場合は、通勤時間の短縮が家族の余暇
時間の増加に反映されるため、家庭内のコミュニケーションの増加や家事時間
の確保、ストレスの軽減などを通じて自然な形で出生率の増加に効いてくるの
ではないかと副次的効果も期待される。さらに重要な点は、未婚者の出会いと
家族形成への期待値向上にもプラスに働くことは想像に難くない。
　第二に、リモートワークの可能性については、居住地の選択が広がることで
住環境の改善につながるという点も重要である。日本は雇用機会が東京に一極
集中しており、若い世代が就職のために集中する。そのために首都圏の住居費
は高騰し、住環境が良いとはいえない。しかし、リモートワークが幅広い職種
で可能になることで、職住の立地選択を一定程度切り離すことができる。これ
により、より安く、より良い住環境を選択する一方で、諦めることなく高い生
産性を誇る職に従事することができる。これはより良い子育て環境の確保とい
う意味でも重要である。住環境とそのコストは子育てにおいて教育環境と並ん
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で重視される項目であるからだ。子育て環境とトレードオフの関係にあった女
性の就労やフルタイム勤務が、リモートワークによってその負の相関を断ち切
ることができるのではないか、というわけだ。
　今一度、子育て世代や若年層の日本の女性たちから寄せられる悩みを思い出
し、リモートワークがもたらす効果を考えてみよう。
　下の子が小学校に入った時点で労働復帰することを検討している同世代の友
人がいる。まだ完全に子育てから手が離れているとは言えないが、専業主婦の
ままでは無業期間が長引き、労働復帰に不安が残る。その際にリモートワーク
が可能な職場があれば、本格的にフルタイム勤務に復帰する際のプレッシャー
が軽減される。一方で、これからのキャリアとライフプランを検討中のゼミの
学部生はどうだろう。就職活動を通じてワークライフバランスに意識を向ける
女子学生は多い。その際に、本人のスキルと興味を生かしながらリモートワー
クが選択可能な職場が多く存在すれば、継続した労働供給への不安が解消され
る。ワークライフバランスを実現できる職場を選択することで、本来の能力よ
りも低い生産性のジョブとマッチすることなく、高いポテンシャルを発揮する
ことが期待できる。
　さて、ここまで女性の労働供給拡大とリモートワークという視点で語ってき
たが、お察しのとおりこれは何も女性だけが享受できる利点ではない。性別も
年齢も国籍も障がいも関係なく、リモートワークが可能になることで経済状況
や社会とのつながりが改善する対象はさまざまだ。もちろん、エッセンシャル
ワーカーと呼ばれるリモートワークに適さない職種も多く存在する上に、クリ
エイティブな職種では対面で集うことによって実際に生産性が向上することが
コロナ禍を経て見直されている。しかし、それ以外の職種や作業工程において
DX（デジタルトランスフォーメーション）化の進展と共にリモートワークの拡
大が進めば、就労やフルタイムワークを希望する女性と、人材不足に直面する
企業が双方のニーズを満たすことができるであろう。

リモートワークの課題：強固なジェンダー規範
　リモートワークの拡大のみで女性の労働供給は拡大するのか、少し冷静にな
って反証を試みたい。今回のコロナ禍という特殊な状況ではあったが、緊急事
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態宣言下で日本の多くの労働者が一斉に働き方をリモートワークへと切り替え
た。その際に、既婚男性に比して既婚女性に家庭内ケアワーク負担が偏ったこ
とがデータ分析の結果によって浮かび上がってきた（Sugano, 2021 9））。男女と
もに一斉にリモートワークが可能になるという状況下で、優先されたのは夫の
雇用継続であり、リモートワーク対応である。元来、日本では家庭内ケアワー
ク負担は既婚女性に偏っているものの、通常であれば保育園や学校などの公的
な育児サポートなどが存在していた。それらが閉鎖したという特殊な状況では
あるものの、小さな子供を持つ既婚の母親が就労制限を選択せざるを得なかっ
たことがデータ分析によって明白になった（Fukai et al., 2023 10））。程度の差こ
そあれ、世界的にも同様の傾向がみられた。このような結果から、単にリモー
トワークが増えて働き方が変わるからといって、それがすなわち女性の労働供
給拡大に直結すると楽観視はできない。出産を機に既婚女性のキャリアが断絶
し、無職期間が長期化しないために、リモートワークの拡大が必要条件だとす
ると、何が十分条件なのであろうか？
　もう一歩踏み込んで問題提起したいのは、日本の伝統的な性別役割分業とい
うこれまで尊重されてきたジェンダー規範が、技術進歩や労働市場の変化にも
はや対応しきれていないという点である。まず、高度経済成長期に日本の専業
主婦が担ってきた高度な家庭内ケアワークのワンオペレーションサービスは、
大半の人間にとって労働と両立不可能であるという事実を認識する必要があ
る。次に、家庭内ケアワークの総量を減らし、質への期待値を下げる。その上
で、それらの家庭内ケアワークを夫婦など家庭内あるいは外注サービスで分担
する。全ての家計が一律に同じ社会規範に従う必要はないが、大半の家計にと
っては最適解となる可能性が高い。むろん、社会規範を変えるというのは壮大
な話ではあるが、インドなどで行われたフィールド実験では効果がある介入も
存在するということがわかっている（Dhar, Jain and Jayachandran, 2022 11））。し
かし、これが最終的な行動変容にどこまでつながるのか、少子化の話にまでつ
ながるのか、というさらなる検証となっていくと非常に難しい。かすかな望み
は、山口（2019 12））が著書で紹介しているカナダで行われた男性の育児休業制
度改正（延長）による家事・育児時間への正の効果である。日本の若い世代は
共働きが定着してきている。たとえそれが経済的理由に基づく消極的な選択で
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あっても、家族の幸せのために夫婦で協力して家庭内ケアワークを分担すると
いう解を選択するカップルは今後も増えていくだろう。ここで何より大切なの
は我々年長者が彼らの合理的選択に水を差さないことであり、その意思を尊重
しサポートする姿勢である。政策についても徹底的に若い世代の新しい規範に
寄り添って改変していく必要がある。昭和・平成の成功体験も、もはや過去の
遺物と心得なければならない。

リモート教育の可能性：EdTechを通じた個別最適化教育
　子育てにおいて住環境と並んで重視される項目は教育環境である。特に、郊
外・地方移住の大きな阻害要因は教育の質への不安だと考えられている。リモ
ート教育は首都圏以外の教育の質を高い水準に引き上げる可能性を秘めている。
教育の質への懸念が払拭されれば、郊外・地方のより良い住環境に住み、リモ
ートワークで母親も就業し、父親の余暇時間および家事時間が増えるという方
向での生活改善が期待できる。リモートワークの拡大を下支えする技術進歩は
すなわち、リモート教育の拡大にも貢献している。教育を供給する教員やチュ
ーターおよび教育教材と、需要側である児童・生徒・学生達を、高速度で低コ
ストのインターネット回線を通じてつなげる技術が現実のものとなっているこ
とは、コロナ禍においてはからずも明らかになった。特に世界中の大学は必要
に迫られて緊急事態宣言下にフルリモートに踏み切り、講義動画の配信のみな
らず、Zoom や Teams などオンライン会議のツールを活用してリアルタイム
のリモート教育を実現した。日本では、それ以前からも予備校などの民間教育
機関を中心にカリスマ講師による講義動画視聴や、タブレット教材およびスマ
ホアプリなどを用いたデジタル教材の活用が広まりを見せてきた。これらは地
方に居住していても、都心と同等の質の教育にアクセスできる手段として家庭
から強く支持されている。マーケットテストを勝ち抜いた教育アクセス手法が、
より公的な教育現場においても機能すると予測することは難くない。
　教育の経済学分野の知見としては、個別最適化教育（Teaching at the Right 

Level）が学びに効果的であることがフィールド実験を用いた研究の積み上げ
によってわかってきている（Banerjee et al., 2007, 2016; Duflo et al., 2011; Muralid-

haran et al., 2019）。個別最適化教育というのは理解のレベルに合わせてクラス
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分けするというようなざっくりした話から、AI ベースで細かく演習レベルや
内容を最適化していくものまで、さまざまなものを総称している。ちなみに、
筆者が関わったバングラデシュの研究では、個別最適化学習（Learning at the 

Right Level）が子供たちの学びと自尊心を向上させることがわかった（Sawada 

et al., 2023 13））。ただし、これらの研究は途上国の実験結果が主であり、小学校
を卒業しても実際の理解度を計ると学びの質が小学校卒業レベルに未達である
という深刻な課題に対する一つの対処法として浮かび上がってきたという研究
背景がある。途上国ではインターネットアクセスや機材の調達・保管・指導の
観点からデジタル教材の利用に制約がある地域も存在するため、必ずしも個別
最適化教育や学習はリモート教育を意味するものではない。
　一方で、個別最適化教育を実現するために新興国や先進国でやはり注目さ
れているのは EdTech（エドテック。テクノロジーを駆使して教育を支援する仕組

み）である。EdTech の定義は確定的ではないが、AI 技術を駆使して児童・
生徒・学生の理解レベルや学ぶスピードに合わせて自動調節していく技術が数
多く出現している。それらは教員間の質の差を克服する方向に働く新技術と考
えられている。また、導入後に一度定着すれば省人化に役立つとも考えられて
いる。つまり、教員の教育負担を下げ、対人対応により注力できる補完的な役
割を果たすことが期待される。また、公教育の質が上がれば、民間教育に多額
の費用をかけずとも教育することができるようになる。大学入学試験が大きな
比重を占めるアジア圏ではすぐには民間教育への家計の多額の投資を改善でき
ないかもしれないが、やはり公教育を税や国債で賄い、子育て家計の教育費負
担を軽減するという視点は人口問題の解決という観点からも非常に重要である。

リモート教育の課題：学校教員や養育者間のデジタルディバイド
さて、少し水を差すようではあるが、リモート教育を推進するだけでは児

童・生徒・学生の学びを教育格差なく伸ばすことはできないという点を、最近
出てきた研究結果と併せて問題提起しておきたい。リモートワークの課題と同
様、これもコロナ禍に明らかになった日本の実態である。課題として浮かび上
がったのは、教員の IT スキルに格差があり（デジタルディバイド）、リモート
教育対応に地域間や学校間で差が出たということである（Akabayashi, Taguchi 
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and Zvedelikova, 2023 14））。特に懸念されるのは、IT スキルが弱い教員ほど長
時間労働に陥るという点である。新技術の導入には教員側の負担を加味したサ
ポートが必要だということが示唆される。
　もう一点、リモート教育に限定される話ではないが、新技術を取り入れる際
に教育格差を逓減させるという観点においては、家庭へのサポートも重要であ
る。教育は将来の労働者の質を向上させるためにも、本人たちの生活の質を向
上させるためにも重要である。一方で、低所得あるいは外国にルーツを持つ子
供たちにとって、家庭でのサポートが十分でない可能性が高い。現状の日本の
学校制度と人材配置では、養育者の就労時間や言語環境の問題などと相まって
コミュニケーションを阻む可能性があるからである。学校が導入するリモー
ト教育や EdTech を十分に活用するには、子供たちだけではなく養育者にま
ず情報を正確に伝えられるか、養育者間の IT スキルの差をサポートできるか、
といった視点も非常に重要になってくると考える。これは子供たちがより幼い
場合に重要な視点となる。包摂的な社会を目指すことが安定的な社会への第一
歩であるとするならば、教育は学校制度だけに着目していてはもはや不十分で
あることを改めて認識する必要があると筆者は考える。

政策提言：働き方も教育も個別最適化に即した制度改革を
　労働投入と生産性を引き上げるために、ワークライフバランスを考慮して潜
在スキルが十分活用されていない女性にアプローチするためには、リモートワ
ーク促進はもはや定石であろう。同時に、男性の働き方改革や、ジェンダー規
範をアップデートしていかなければゴールには甚だ遠い。よって、日本的労働
慣行を改善し、家庭内のケアワーク負担を軽減する以外に根本的な解決はない。
教育に関しては EdTech の活用による個別最適な学びの拡大を大前提として
進め、加えて学校教員のデジタルディバイドを改善する方向でのサポートが必
要である。並行して、低所得あるいは外国にルーツを持つ子供たちの中で特に
家庭内からの技術サポートが手薄になる場合に、教育格差が拡大しないよう手
厚く対処していく必要がある。社会的包摂への目配りが政策導入に際して重要
となってくるが、これは教育が公共財の側面を有しているからである。AI な
どの技術革新によって大きく労働市場が変化する時代は特に、市場メカニズム
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だけでは達成できない社会的均衡（social equilibrium）へと移行（transit）していく
ために必要な政策介入をできるだけ速やかに積極的に講じていく必要がある。
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第３章　　出生率を上げる政策

第３節　人口減少時代の地方財政

中央大学総合政策学部教授　持田信樹

Point

● 人口が減少し、地域の経済規模が縮小していくと地方税収や地方交付税
の落ち込みが予想されるが、他方で人件費や公債費、社会保障関係経費
等は削減が困難となる。

● 日本では、都市への集積が出生率を引き下げる効果が支配的で、大都市
での低出生率を補うかのように、地方から大都市への人口移動が続いて
いる。

● 地方自治体には人口減に対する抵抗感があり、隣り合った自治体同士で
人口の奪い合いが起こっているが、地方自治体間の横断的な取り組みに
軸足を移すべきである。

● 若い女性が魅力を感じるような良質な雇用の場を確保して、地方で若者
が安心して子育てができる自立した経済システムをつくることが最優先
されるべきである。

● 地方の税財源基盤を確立するには、地域の住民が負担している地方税
が行政サービスとどのように結びついているかを認識できる地方税制の
構築が鍵を握っている。

人口減少の影響
　首都圏や地方の中核都市に人口が集中する一方で、若い女性の絶対数が減少
して、2040 年までに全自治体の半数にあたる集落や地方自治体が「消滅」し
てしまう可能性があるという「増田リポート」の公表から 10 年が過ぎた（増

田編、2014）。「増田リポート」は地方創生などの取り組みが始まるきっかけと
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なったが、コロナ禍を経て、状況は悪化している。わが国の特殊合計出生率が
人口置換水準である 2.07 を下回ってから、すでに半世紀が過ぎ、現在は 1.3 を
下回っている。若い女性の東京圏への流入も歯止めがかかっていない。
　少子化の現実と言うとき、一方では人口の年齢構成のひずみ、他方では地理
的な分布のひずみに注視すべきことは言うまでもない。年齢構成のひずみとは
一人の高齢者を支える生産年齢人口が減っていくことであり、地理的な分布の
ひずみというのは地域人口分布の不均衡という問題である。本稿では前者の側
面（年齢構成のひずみ）については紙幅の関係上措くとして、もっぱら後者の
側面に焦点を当てて、すなわち地域経済や地方自治体の財政に及ぼす人口減少
の影響を論じ、そのうえで将来を見据えた行動の方向性を考察したい。
　2040 年の地方の姿を見越して、後ろから順に解くことによって、現在の最
適な行動を選択するときに鍵となるのは人口動態である。人口の減少が地方経
済や地方公共団体に及ぼす影響はおおまかに言うと３つの側面があると考えら
れる。第１に、人口減少に伴う地域全体の所得・消費の減少について。人口減
少に伴い就業者数の減少等の要因から地域全体の所得が減少し、それに比例し
て消費も減少することが予想される。消費が減少することで、企業の生産や設
備投資も減少し、地域経済全体が縮小する。今後都市のコンパクト化が進展し、
高齢者をはじめとする市民の都心居住が進めば、都心部の地元商業者の活性化
につながることが考えられる。しかし逆に郊外部に人口分布が偏った場合、自
動車での外出が中心であり続け、郊外部のショッピングセンター等への集客が
進み、都心の空洞化が進む可能性が高い。他方、供給面に目を向けると、地域
の産業における人材の過不足の状況が懸念材料となる。人口減少に伴う労働投
入量の減少は、経済成長の引き下げ要因になる。特に生産年齢人口の減少に伴
い、就業者が減少し、地域全体としての労働投入量が減少することが予想され
る。今後、生産性の向上等により一定程度のカバーは見込まれるものの、労働
力不足は地域の経済成長を引き下げる主要因となることが懸念される（石巻市、

2015）。
　第２に、公共施設の維持管理、更新等への影響について。道路、水道をはじ
めとする公的ストックについて、今後更新を迎える施設が大量に発生すること
から、現行のままでも施設の新設はもとより、維持更新が不可能になると予想
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されている。これに人口減少による税収の減少等の影響が加わることで、施設
の維持更新が一層困難になる。一方で、人口減少により不要となる公的ストッ
クも生じてくることから、これらの効率的な集約・活用等を行うことで、維持
更新の負担を軽減できる可能性もある。人口減少に伴う児童・生徒数の減少や
生産年齢人口の減少は、通勤・通学者の減少をもたらし、近年公共交通機関の
利用者が激減している。今後、人口減少や市街地の低密度化によって、公共交
通機関の経営効率が下がり、地域の公共交通の維持がさらに困難になっていく
ことが予想される（石巻市、2015）。しかし、公共交通機関は高齢者にとって、
日常生活に欠かせない移動手段であり、今後の高齢者の増加による交通弱者の
増加をふまえれば、バス、鉄道等の地域の公共交通の役割は増加するものと予
想される。
　第３は、地方公共団体の財政状況への影響である。地方税収については、税
制度に影響を受けるものの、基本的に地域の所得、付加価値、財産等に対して
課税されることから、人口減少によって総生産が減少すれば、税収もそれに伴
って減少することが予想される。高齢化が進行すると、収入が減少したり、引
退により収入源が失われたりするため、個人住民税が減少する。郊外地域での
人口減少に伴う住宅需要が減少する一方、中心部でも商業需要の減少等によ
り不動産価格が下落すると、 固定資産税・都市計画税収も減収となる（自治総

合センター、2020）。地方税収の減を補塡する役割をもつ地方交付税制度も制度
疲労を起こしている。地方交付税は、本来地方の税収入とすべきであるが、 団
体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団体が一定の水準を維持しうるよ
う財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な
基準によって再配分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」（固

有財源）という性格をもっている。もっとも「基準財政需要額」の算定方式に
「測定単位（国調人口等）」が含まれており、現在の算定方式では、人口が減少
することにより交付税が減少することが見込まれる。
　このように人口が減少し、地域の経済規模が縮小していくと、それに伴って
地方税収や地方交付税の落ち込みが予想されるが、他方で人件費や公債費、社
会保障関係経費等は、歳入の減少に応じた削減が困難であり、財政の硬直化
が進行する恐れがある。すなわち今後、後期高齢者（75 歳以上）の増加が予想
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され、それに伴って介護保険要介護（支援）認定者数も増加し、介護サービス
費用に関する財政需要が増加することが想定される。また後期高齢者（75 歳

以上）の増加により、老人医療費も増加することが予想され、老人医療費に関
する財政需要の増加が見込まれる。こうして地方自治体の歳入が停滞もしく
は減少する一方で、何もしないと行政サービスの効率性の低下により財政状況
は悪化していく。人口減少が進み、規模の経済性、いわゆるスケールメリッ
トが失われることにより、行政サービスの効率性が低下し、歳出は減少しな
いまま歳入のみ減少して、財政状況が悪化していくことになりかねない（石巻

市、2015）。 わが国ではすでに 40 年以上にわたって継続してきた少子化現象を、
短期間で克服することは現実的ではないと考えられる。少子化のスピードに歯
止めをかけつつも、人口が減っても壊れない社会システムを準備していくこと
が肝要である。

低出生率と人口密度
　ミクロの視点に目を転じて市区町村別に見ると、出生率の低下には地域的な
ばらつきがあり、その原因として人口密度との相関関係ないし因果関係を指摘
する研究が増えている。都道府県別では、合計出生率が最も高いのは沖縄県
で 1.79 と政府の当面の目標である 1.8 をほぼクリアしている。そして宮崎県や
熊本県も合計出生率が比較的高い。一方で東京都では 1.12 で他の府県と比べ
てかなり低い合計出生率である。出生率が自治体ごとにばらつきがあるが、そ
れがどういう理由によって起こるのかについて、東京大学の佐藤泰裕氏は人口
密度の高いところで出生率が低く、人口密度が低いところで出生率が高くなる
関係があると指摘している（佐藤、2019）。都道府県では地域の単位として粗
すぎるかもしれないので、市区町村別に見ると、出生率が最も高いのは沖縄県
の金武町で 2.47、次も沖縄県の伊仙町で 2.46 である。一方、京都市下京区が
0.89、大阪市中央区が 0.97、福岡市中央区が 0.91、東京都豊島区が 0.94 で他の
自治体に比べて大都市の自治体ではかなり低い。市区町村別での合計出生率に
ばらつきがあることは明治大学の加藤久和氏も指摘している（加藤、2017）。
　佐藤（2019）によれば「日本では、都市への集積が出生率を引き下げる効果
が支配的で、大都市での低出生率を補うかのように、地方から大都市への人口
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移動が続いていると解釈」できるという。たしかに集積の経済が働く大都市で
は教育機関が充実し、一定の教育を施す費用は下がるので親が教育水準に満足
しているのであれば、子供の数を増やす可能性がある。また集積の経済は労働
生産性を上げるので、子供をもつことを消費としてみなしていると子供を多く
養える効果が生じる。しかし、大都市への集積には以下に述べるように出生率
を引き下げる効果もあり、どちらが支配的であるかによって出生率が決定され
る。
　第１に、子育て費用は都市規模に関係する可能性がある。人口密度の高い大
都市の地価は高く、居住スペースが狭くなるので子供の数を制約する。大都市
では生存競争が日常茶飯事なので、親は子供一人に良質な教育を施して、その
代わりに子供の数を減らすかもしれない。こうした直接的な金銭費用の他にも、
大都市では子育てに使う時間によって失われた価値、すなわち機会費用が出生
率に影響を及ぼす。集積の経済によって高い所得を得られる状態になると子育
てのために働くのを諦めることから失われる所得が増える。事実、阿部・原田

（2008）は、地域の所得と女性賃金の高さは合計出生率に負の影響をもたらす
との実証結果を得ている。短時間勤務制度が 101 人以上の事業所に措置義務と
なり、出産後も継続して働く女性が増えた。だが依然として５割前後の女性が
出産後離職していることは女性にとって子育ての経済的代償が大きいことをう
かがわせる。
　第２に、就業と出産・育児の調和にふさわしい環境確保も、都市規模に左右
される可能性がある。人口密度の高い大都市では地価が高く、居住地が郊外へ
延び、通勤時間が長くなる傾向にある。また保育所が不足しているのも大都市
である。働く女性は仕事から帰宅後、家事育児の大半をこなさなくてはならな
い。この状態では子供を２人もつと余暇時間をほとんど失うことなってしまう。
日本の男性が家事育児に時間を費やすことのできる環境を整えないかぎり、夫
婦がともに働きながら子供をもち、なおかつ余暇時間を確保することはできな
い。そのためには男女間の賃金格差を是正することも必要である。
　このように人口密度には合計出生率を引き上げる要因と引き下げる要因との
両方が含まれているが、「日本では、都市への集積が出生率を引き下げる効果
が支配的で大都市での低出生率を補うかのように、地方から大都市への人口移
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動が続いている」というのが佐藤（2019）の指摘である。こうした指摘を間接
的に裏付けるような実証を行ったのが加藤（2017）である。この研究では、合
計特殊出生率を被説明変数としている。説明変数としては、人口密度（対数変

換）、女性労働力率、第一次産業比率、保育所整備率、児童福祉費比率、待機
児童数を使用している。推計結果を見ると、人口密度の係数は負で有意、そし
て女子労働力率は正で有意である。これは人口密度が高くなると出生率が低下
するが、女性が働きやすい環境にあると就業と出産・育児との両立が可能とな
り、その結果、出生率が上がることを示唆しているという。また保育所整備率、
児童福祉比率の係数は正で統計的に有意な係数が得られているが、待機児童数
については有意な結果は得られていないという。ただし、合計出生率と保育所
整備率の関係には逆の因果も排除できないため、相関関係が観察されると考え
るべきである留保をつけている。なお加藤（2017）の実証は 2010 年時点のク
ロスセクション・データを用いて推定されている。やや古いので 2015 年時点
のクロスセクション・データを用いて、再計算を行ったが結論に大きな変更は
生じなかった。

人口獲得をめぐる財政競争
　政府は 10 年ほど前から人口減少に対処するために地方創生に取り組んでき
たが、地方自治体には人口減に対する抵抗感があり、隣り合った自治体同士で
人口の奪い合いのようなことが起こっている。地方から合計出生率の低い大都
市への人口移動が続くなかで、子育て支援の手厚さをアピールして人口を奪い
合う自治体間の政策競争が続いている。子育て支援のなかでは、地方単独事業
である乳幼児医療費助成が柱だ。わが国の医療保険制度では被保険者は原則３
割（就学前は２割）の自己負担を支払う。乳幼児医療費助成制度は自治体が助
成することで、１割負担に減額したり、無償化したりするものである。医療費
助成制度は健康保険給付のように法律で決められたものではなく、あくまで自
治体の単独事業という位置づけなので国から明確な予算がついていない。最近
まで、自治体が子どもの医療費の窓口負担を独自に無償化や減額すると、国民
健康保険の国庫負担から医療費の増加分が減額されるペナルティがあったが、
これは是正された。



第3章第 3節　人口減少時代の地方財政 121

　そうなるとますます都道府県ごとに助成内容を決めた上で、財政に余裕のあ
る市区町村などが上乗せの助成を行うようになる。選挙の洗礼を受ける立場に
ある首長は、近隣自治体の政策をヤードスティックにした、対象年齢の上限を
引き上げ、あるいは負担の減額・無償化といった議会からの圧力を受けて、横
並びの政策競争に巻き込まれている（足立・齊藤、2016）。
　医療費の自己負担を自治体の助成で減額する乳幼児医療費助成制度は、低
所得層での受診抑制を抑えて、「全て子供が心身ともに健やかに育成される」

（「子供の貧困対策の推進に関する法律」）効果があると考えられる。阿部・梶原・
川口（2021）は、３割負担及び償還払いの自治体に居住している場合、自己負
担が０円の自治体に居住している場合に比べ、約２割の確率で受診抑制が起こ
っているとの実証結果を得ている。経済的に厳しい層では、この関連はさらに
大きく検証されたという。しかしながら、低所得層での深刻な入院や受診抑制
が減る効果がある一方で、高所得層の子供については健康・予防のための通院
といった必要性の高くない処方が増えてきているという指摘もある。
　乳幼児医療費助成制度の拡充によって、大都市に若い世帯の人口が流入して
いくとしても、子育て費用に占める医療費の自己負担額の大きさからみて、大
都市部での合計出生率に及ぼす影響は限定的であると考えられる。児童福祉費
の単独事業を分析した冨田（2021）は、「今後も同様の傾向が続けば、財政に
余裕のある大都市間での横並びの政策競争は、出生率に効果が見られないだけ
でなく、東京圏のように子供をもつ世帯が移り住むことによって、更に日本全
体の出生率が向上しにくくなる方向につながりかねない」と指摘している。
　財政力に余裕のある地方自治体が、近隣自治体に歩調を合わせて、対象年齢
上限を引き上げたうえで医療費自己負担を減額し、あるいは無償化していくと、
受診件数や対象児童数は増えていく（久元、2019）。乳幼児医療費助成制度の
拡大に伴い、自治体の助成負担額は増加してきており、全体支出に占める割合
はそれほどではないものの、児童福祉関連費のうちの比較的大きな割合を占め
ている。 将来の社会保障の持続可能性を考えていくために、現状のように個
人給付の水準を各自治体が競い合い、それによって人口の奪い合いをする、そ
してそれを良しとして自治体同士を競争させることは行き過ぎの面がある。人
口減は国や県単位で考える問題であり、地方自治体間の横断的な取り組みに軸
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足を移すべきである。

良質な雇用の場の確保
　地域社会の衰退や消滅を食い止めるには、若い女性が魅力を感じるような良
質な雇用の場を確保して、若者が安心して子育てができる自立した経済システ
ムをつくることが本筋である。その場合、「地域が、その地域にある比較優位
な資源を見出し、それを有効に活用した財・サービスを生み出し、それを域
外に移出することで地域内に資金を呼び込み、その獲得したマネーを域内で
循環させることによって域内での新たな需要と富の再分配が生まれる」（中村、

2018a）ことが重要だ。企業誘致、住宅建設や道路事業などの公共事業、大型
商業施設の誘致は有効性が必ずしも明らかではない。企業誘致や公共事業は短
期的には雇用効果が見込まれ、そして固定資産税や住民税等を通じて地方財政
も潤すが、通常、中間投入の取引先は域外にあることが多く、経済効果は不透
明であると考えられる。
　域外から所得を稼ぐ力を持つには、域外への財やサービスを直接・間接に移
出している「基盤産業」の育成が欠かせない。地域活性化の基本的な考え方は、
地域の優位性を生かした「基盤産業」を育て、それで域外から稼ぎ、稼いだ所
得を域内で循環させることで「非基盤産業」を充実させ、そこで雇用を生み出
すことにある。こうした移出性と循環性を併せ持つ経済が、自立できる経済シ
ステムであると考えられる。中村（2018b）によれば、地域全体の従業者数は、
基盤部門従業者数の約 6.5 倍といわれている。就業者１人は平均して２人の生
活を支えているので、地域の人口はおおまかには地域全体の従業者数の２倍と
なる。地域の人口は基盤部門の従業者数の 13 倍となるから１万人の地域人口
を増やすには基盤部門の雇用を約 770 人創出しなければならない。
　域外から稼ぐ力をもつような基盤産業を育成するには、その地域にある比較
優位な資源を見出し、労働生産性を引き上げる取り組みが重要である。基盤産
業の代表例は、漁業による水産物や水産加工品の域外への出荷で生計を立てて
いる水産業、製造品の大部分が域外へ出荷されている地場産業、観光サービス

（ホテル・旅館、飲食、交通、お土産）の移出によって域外から稼いでいる観光業、
中山間地域における６次産業や森林資源などを挙げうる。以下において断片的
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であるが、ヒントとなる事例を挙げておきたい。
・「生産と消費の同時性」が働くサービス業では、事業所レベルでの集約化

（大規模化）や企業レベルでの多店舗展開・チェーン化が、対個人サービス業
の生産性向上にプラスの影響を与えることがわかっている。コンパクトシティ
などの政策により、人口稠密な地域を作っていくことがサービス業の生産性に
対して大きなインパクトを持ちうる。
・地方に多い旅館・ホテル業は事業継承問題などの困難を抱えていて、街の存
立にかかわる事態が見られる。静岡修善寺の老舗旅館の例に見られるように、
１人の仲居さんが一つの部屋を専属的に受け持つ「一人一部屋制」を改め、作
業を省略することで、一人三部屋制へ生産性を高めることができる。
・基盤産業の特殊なケースとして地方中核都市における県庁の存在がある。地
銀の本店、郵便局の本局、大企業の支社・支店、地方国立大学などは県庁の存
在に依るところが大きい。地方大学への支援を手厚くして、地域での産学連携
の核として育成することが重要である。大学が若者定住と地域活性化に貢献し
ている例として大分県別府市に開学した立命館大学アジア太平洋大学、高知工
科大学などを挙げることができる。
・地方創生におけるサテライトオフィス事業の成功事例として紹介される高知
県神山町では、2013 年度までに 12 社の事業所を誘致し、58 世帯 105 名の若年
移住者を迎えている。移住効果のエビデンスは、「「差の差」 推定」によって提
供できる。
・誘致企業が撤退する代表的事例は三重県亀山市のシャープのケースである。
企業誘致政策が内包する問題は依然として企業の撤退による補助金問題である。
一方で誘致企業が撤退したからといって必ず問題であるとは言えない面もある。
外部審査会の設置など多くの地方自治体が企業誘致のための補助金のリスク措
置を講じている。誘致企業が撤退するか、または継続的な企業集積が達成され、
ひいては地域経済が成長するかについての決定要因は、交通インフラの整備水
準、企業集積及び工場等の立地可能エリア確保の容易性、事業所の設置コスト
等であることが実証されている。企業誘致による継続的な産業集積、ひいては
経済成長を目指すなら、これらの地域リソースを整備することが有効だと考え
られる。
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地域コストのための住民負担
　こうした厳しい状況の下で、わが国の地域社会を持続可能なものとするため
には、地域のことはその地域に暮らす住民自らが判断し、実施に移すことがで
きる地方自治体を整え、個性豊かで活力に満ちた多様な地域社会を再構築して
いく必要がある。そのためには、個性のある多様な社会にふさわしい地方の税
財政基盤を確立する必要がある。歳入面に関しては、基本的に歳入の質を第一
に考え、歳入面での自由度を増し、地方歳入中に占める一般財源、特に地方税
収入の割合を高めることを優先すべきであると考える。すなわち、地方公共団
体の施策の実施に必要な財源の相当部分は当該地域からの税収で賄う税財政基
盤をめざすことが本筋であり（地方分権推進委員会、最終報告、第３章）、財政
力格差の是正は財政調整制度に委ねつつも、地方財源に占める特定補助金等の
依存財源のウェートを減らしていくことが正攻法であろう。
　地方消費税は広く社会の構成員が負担を分かち合うことを可能とし、税収が
安定的で税源の偏在が比較的小さいなどの特徴を有しているため、地方におけ
る社会保障の安定財源として重要な役割を果たしている。地方消費税において
は、徴税地と最終消費地との不一致を間接的に解決する方法として清算制度を
導入しているものの、前段階税額控除方式の消費税額を課税標準にした付加税
であるため地方自治体には税率決定権がない（持田、2007）。また地方消費税
の譲渡割（国内最終消費に対する課税）は「当分の間」国に消費税と併せて申
告納付することになっており、都道府県への申告、確定・徴収などを国の税務
行政に依存している。こうした特徴は、清算基準における統計カバー率の低下
とも相まって、都道府県税としての地方消費税に制約を加えている。残念なこ
とに、地方消費税の一部は実態としては自主財源というよりも住民にとっては
受益と負担の関係が曖昧な譲与税に近いものとなりつつあると考える。
　法人事業税は法人が行う事業そのものに課される税である。法人がその事業
活動を行うにあたっては地方公共団体の各種の行政サービスの提供を受けてい
ることからこれに必要な経費を分担するという考え方に基づいて課税される都
道府県税である。法人の事業活動と地方の行政サービスとの幅広い受益関係に
着目して事業活動に課される税であるので、資本金１億円超の普通法人につい
ては課税標準は付加価値割等の外形標準によることが法定されている。これま
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で、地方消費税の充実に伴う財政力格差の拡大に対しては法人住民税法人税割
の交付税原資化により、さらなる財政力格差の拡大や経済社会構造の変化に対
しては法人事業税の譲与化により対応されてきた経緯がある。こうした偏在是
正措置は、地方消費税の税率引き上げが地方交付税の交付団体と不交付団体と
の財政格差を広げることに対応してやむなく実施されたもので必定であった。
たしかに事業税の譲与税化は単なる国税化ではなく、実質的な地方財源として
の性格を維持するために国の一般会計を経由することなく交付税特会に直入
するなどの工夫がこらされている。しかし、「実質的な地方税源」といっても
地域のコストのための住民の負担という受益・負担関係が曖昧なものとなって
いる。特別法人事業譲与税は地方税の補完という副次的な役割を与えるべきで、
地方分権の観点から将来的にはその役割を漸減させていくことが望ましいと考
える。
　地方法人二税の偏在是正措置や地方消費税の清算基準の改正は評価される動
きであるが、地方譲与税をどのように位置づけるかという問いが残されている。
地方分権を掲げる以上、地域のことはその地域に暮らす住民自らが判断するに
は、地域の住民が負担している地方税が行政サービスとどのような結びつきが
あるかを認識できる地方税制が鍵となることを強調したい。住民がどこに税を
支払っているかを認識することができる有力な候補は、個人住民税と固定資産
税との２つの基幹税目である。このうち個人住民税は地域社会の費用を住民が
その能力に応じ広く負担を分任するという負担分任の性格と、地方公共団体が
提供するサービスの受益に応じて負担するという性格（応益性）を有しており、
地方税としての望ましい条件も備えている。しかし、個人住民税については運
用・制度の両面で一体的に改善する余地が大きいと考える。
　第 1 に、住民税の税率は 10％であるが、この税率は国が地方交付税の算定
などに用いる「標準税率」となっている。地方は北欧のように財源の必要に応
じて独自の税率を定めることができるが、日本の地方自治体はそうした課税
権を行使していない（Mochida and Lotz, 1999）。今後は北欧諸国のように全国
一律でなくてよい社会保障分野（医療や介護サービス、子育てや社会福祉サービ

スなど）を地方がより多く担うことが必要になる。林（2021）、宮島（2016）が
指摘するように「地方単独事業」のうち、地方の裁量によるものについては必
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要に応じて地方所得税で財源を調達するという姿勢が強く求められる。そうし
たことが住民の地方自治体への帰属意識を育み、長期的にはコミュニティ維持
に貢献するだろう。
　第２に、住民税所得割は所得税のように源泉徴収と確定申告によって本年の
所得に課税する「現年所得課税」ではなく、前年の所得に課税する「前年所得
課税」となっている。税の徴収と所得の発生のズレは合理性と公平性を欠くも
のである（宮島、2016）。電子化やマイナンバーの活用を進めながら、現年課
税化に踏み切ることでズレを改善するとともに、特別徴収義務者だけでなく、
住民自身が納税に関わる仕組みを目指すべきである（林、2021）。
　第３に、「ふるさと納税」を利用した寄付者はふるさと納税額（寄付額）の
うち 2,000 円を超える部分について、一定の上限まで、所得税・個人住民税か
ら全額が控除される。現状では、国と不交付団体の負担で、寄付をする者と寄
付を受ける団体が利益を得るという構図になっていて、地方自体体のコストを
住民が広く分かち合う個人住民税所得割の応益原則や「負担分任」原則を崩し
ている（渡辺、2019）。ふるさとに感謝して、税の使い道を自ら決めるという

「ふるさと納税」本来の趣旨に沿った制度になるよう、納税者への影響の割合
等を考慮して特例控除額に定額の上限を設けるなどの本格的な見直しに向けて
の議論を始めるべきである。

参考文献
足立泰美・齊藤仁（2016）「乳幼児医療費助成制度におけるヤードスティック競争」『季刊　

社会保障研究』Vol. 51 No. 3・4
阿部彩・梶原豪人・川口遼 （2021）「子どもの医療費助成制度の受診抑制に対する影響―

大規模自治体データを用いた実証研究―」『医療と社会』Vol.31 No.2
阿部一知・原田泰（2008）「子育て支援策の出生率に与える影響：市区町村データの分

析」『会計検査研究』第 38 号
石巻市（2015）「人口の変化が地域の将来に与える影響の分析・考察」『石巻市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略推進会議資料』https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/1005
1050/1234/20150604181445.html

加藤久和（2017）「市区町村別にみた出生率格差とその要因に関する分析」財務総合政策
研究所『フィナンシャル・レビュー』通巻 131 号

佐藤泰裕（2019）「人口移動―都市と地域の人口問題」白波瀬佐和子編『東大塾　これ
からの日本の人口と社会』東京大学出版会



第3章第 3節　人口減少時代の地方財政 127

自治総合センター（2020）『地方分権時代にふさわしい地方税制のあり方に関する調査研
究会報告書』自治総合センター

冨田絢子（2021）「地方独自の子育て政策における市町村間競争と効果」PRI Discussion 
Paper Series No.21A-05

中村良平（2018a）『まちづくり構造改革―地域経済構造をデザインする』日本加除出版
中村良平（2018b）　「地域産業構造の見方、捉え方」総務省『地域の産業・雇用創造チ

ャート―統計で見る稼ぐ力と雇用力―』https://www.stat.go.jp/info/kouhou/chiiki/
index.htm

林 宏昭（2021）「地方分権と地方税」『地方税』第 72 巻第 7 号
久元喜造（2019）「大都市財政における受益と負担のあり方に関する私見」日本地方財政

学会編『大都市圏域における自治体経営のイノベーション』日本地方財政学会研究叢
書第 26 号、五絃舎

増田寛也編（2014）『地方消滅―東京一極集中が招く人口急減』中央公論新社
宮島洋（2016）「税制と社会保障―年金を中心として―」日本年金数理人会、平成 28 年度

特別講演会講演録
持田信樹（2007）「地方消費税の理論と課題」東京大学経済学会『季刊　経済学論集』第

73 巻第 2 号
渡辺徹也（2019）「令和時代のふるさと納税―平成 31 年度改正を中心に―」『地方税』第

70 巻第 6 号
Mochida N. and Lotz J. （1999） “Fiscal Federalism in Practice, the Nordic Countries and 

Japan,” The Journal of Economics（the University of Tokyo）, 64（4）



128

第３章　　出生率を上げる政策

第４節　ジェンダー規範を変えるための
　　　　政治的変革

早稲田大学政治経済学術院教授　尾野嘉邦

Point

●  日本の少子化対策：1990 年代から少子化対策が政策課題として取り上
げられるようになり、1994 年に「エンゼルプラン」などの政府の支援
策が始まる。

●  少子化の政治争点化：国会において少子化問題が政治争点化するのは
やや遅れ気味で、1988 年になってようやく国会でも政策課題として取
り上げられ、特に 1997 年以降、国会での議論が増加。

●  国会論戦のトレンド：2006 年に国会での議論が活性化したが、すぐに
沈静化し、2023 年になって再び増加傾向にある。

●  議員の注目度：少子化問題は政策領域の一つとして認識されているが、
多くの国会議員らの間で特に注目されているわけではない。

●  女性議員の役割：少子化問題は女性の得意領域とするステレオタイプ
が存在しており、国会における女性議員の割合が低いことが、少子化問
題の議論に影響している可能性。女性議員の増加が、議論を活性化させ、
政策内容や予算の使い道に変化をもたらしうる。

●  女性議員を増やす策：女性候補者に対する有権者や政党幹部のバイア
スが、女性の立候補を阻んでいる可能性がある。選挙制度の改革やクオ
ータ制度の導入、有権者だけでなく政党内の意識変革などが女性議員比
率を上げるための方策として挙げられる。
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政治争点としての少子化問題
　日本における人口は 2008 年の１億 2,808 万人をピークに、世界でも類を見
ない規模で急速に減少傾向にある。その背景にあるのは、少子化問題である。
厚生労働省の人口動態統計によると、2022 年に日本国内で生まれた子供の数
は 77 万 747 人で、初めて出生数が 100 万人を下回った 2016 年以降、連続して
減少傾向が続いている 1）。合計特殊出生率は過去 20 年以上ほぼ横ばいにある
ものの、2007 年以降、死亡数が出生数を常に上回っており、人口減少傾向に
歯止めがかからない状態となっている。
　こうした人口減少の課題に対処する施策としての少子化対策は、1990 年代
から政府内でも政策課題として取り上げられ、すでに 1994 年に、いわゆる

「エンゼルプラン」（「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」）と
して政府での取り組みが始まっている。国会質疑の中で、「少子化」という言
葉が議員から発せられたのは、1988 年２月 19 日に開かれた参議院国民生活に
関する調査会での小野清子議員（自由民主党）の発言が最初であり、衆議院に
おいては、1990 年６月 22 日に開催された文教委員会での土肥隆一議員（日本

社会党）の発言が最初である 2）。このように、1990 年前後から少子化問題が政
府だけではなく国会でも、政治課題として取り上げられるようになっていたこ
とがわかる。
　ただ、1990 年前後からすぐに少子化問題が政治の場で活発に議論されたわ
けではない。図１に示すのは、国会の中で「少子化」という単語に言及された
会議（本会議や委員会、調査会など）の数を、衆議院と参議院のそれぞれについ
て、1980 年から 2023 年まで数えたものである 3）。縦軸が会議数で、横軸が年
を示している。この図に示されるように、少子化の議論が国会で頻出するよう
になったのが、1997 年である。この年、「少子化」の単語が出てくる会議の数
が初めて 100 を超えた。このように、少子化問題が国会の場で「政治争点化」
されるようになったのは、エンゼルプランのような子育て支援を始めとする政
府の施策が始まるよりも、少し後であることが見て取れる。ちなみに、朝日新
聞で少子化に初めて言及された記事として、1970 年８月 10 日の「“老人国”
へまっしぐら　『少産少死』急テンポ　21 世紀には世界一に」と題するものが
確認でき、厚生省人口問題研究所の推計を中心に、比較的早い時期から少子化
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傾向に対する危惧が示されている。
　興味深いことに、国会の場で少子化の問題について議論が活発化したのは
2006 年である。しかし、少子化とそれに伴う人口減少の問題はそれ以降も
継続して進行しているにもかかわらず、国会内での議論はいったん沈静化し、
2023 年になって再び急速に伸びている。図１からは、2023 年に入って、少子
化問題が再び大きく注目されるようになったことがわかる 4）。
　もちろん「少子化」という単語が言及された会議の数だけからは、少子化に
まつわる議論の内容までは捉えることができない。また、少数の会議の中で集
中的に少子化問題が議論されていた可能性もある。例えば、「少子化社会対策
基本法案」が議員立法として 2003 年１月に衆議院（内閣委員会）に付託され、
衆議院と参議院での審議を経て、７月に可決されているが、この年に「少子
化」という言葉への言及が記録されている会議数は衆参でそれぞれ 89 回とさ
ほど多くはない。
　だが、少子化に関する問題は、先に言及したエンゼルプランが文部・厚生・
労働・建設の４大臣の合意によるものであったように、複数の政策領域をまた
ぐ問題であることから、そうした会議数の変化のトレンドから、国会において
議員たちの間でどの程度少子化問題が注目されているのかをある程度推し量る
ことができると考えられる。それを鑑みると、「政策の窓」は常に開いている
わけではないので、ある意味当然のことと言えるかもしれないが、少子化問題
の社会的重要性が徐々に増しているにもかかわらず、この問題に関する国会で
の議論には波があり、単調に増加しているわけではないことがわかる。

なぜ少子化問題の政治争点化が遅れたのか
　それではなぜ少子化問題が深刻であるにもかかわらず、2023 年になるまで
その議論が国会で急増しなかったのだろうか。この問題への対策について、政
府レベルでは、1994 年の「エンゼルプラン」を始めとして、「新エンゼルプラ
ン」（1999 年）、「次世代育成支援対策推進法」（2003 年）といった施策が次々
と打ち出され、様々な取り組みがなされてきた 5）。一方で、国会での注目度は
2006 年と 2023 年を除いて、1997 年以来ほぼ一定の規模を保つ状況であり、必
ずしも議論が盛り上がっていたわけではない。
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　政治には外交や安全保障、産業政策など様々な政策領域が存在している。少
子化問題はそれらのうちの一つであるが、それに対する議員らの注目度を直接
的に測るものとして、「東京大学谷口研究室・朝日新聞社共同政治家調査」の
データがある 6）。2021 年の衆議院議員選挙時に行われた調査の結果を表１に
まとめた。この調査の中では、選挙への立候補者に対して、「その他」を含む
16 の政策領域を提示し、「今回の選挙に際して、あなたが最も重視する政策は
どれでしょうか。また２番目、３番目はどうですか。それぞれ選択してくださ
い」という質問が行われている。表１はその質問に対する当選者の回答を集計
したものである。
　表１の結果を見ると、提示された 16 の政策領域のうち、少子化問題と深
く関連する「教育・子育て」に関する政策について、それを最も重視すると
答えた衆議院議員の数は、465 人中 36 人（7.7%）であった。これは、「その
他」の項目を選択した議員を除けば、「年金・医療・介護」を選択した数 59 人

（12.7%）に次いで多いものである。とはいえ、「産業政策」を最重要政策課題
として選択した議員が 29 人（6.2%）であることとあわせて考えると、少子化
問題に直接関係のある「教育・子育て」政策は、必ずしも現職の衆議院議員の
間で突出して注目されているというわけではない 7）。
　このように少子化対策に対する議員らの注目度が低いことの要因の一つと
して、国会における女性議員の少なさが挙げられる。筆者らが 2019 年に 3,000
人余りの日本人有権者を対象に行った調査によれば、11 の主要な政策領域に
ついて、それぞれ男女どちらの政治家の方が得意領域であると思うかを質問し
たところ、「安全保障」や「外交」、「経済と雇用」といった政策領域について
は、多数の回答者が男性政治家の方が得意な領域であるとしているのに対して、

「保育・児童福祉」や「少子化問題」は女性政治家の方が得意な領域であると
している 8）。
　実際にそうした有権者側のステレオタイプを反映するかのように、表１に示
した「東京大学谷口研究室・朝日新聞社共同政治家調査」データで女性議員だ
けに注目すれば、「教育・子育て」政策を最も重視すると答えた議員は 45 人中
６人（13.3%）と、その比率は男性の２倍近くに上っている。実際に国会で初
めて少子化に言及したのも、自民党の女性議員（小野清子氏）であった。
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　このように、有権者側は女性議員に少子化問題を扱うことを期待し、女性議
員の側もそれに応えるかのように少子化問題を重視している。これを逆の方向
から見れば、男性議員にとっては、少子化問題にあまり力を入れなくても有権
者からは非難されにくく、仮にこの問題に焦点を当てたところで、選挙におい
てアピールポイントになりにくいという状況にあるといえる。そしてこのこと
が、少子化問題に関する議論が活発になるうえで問題となる可能性がある。な
ぜなら、国会において男女間で議席比率に大きな格差が存在しているからであ
る。

女性議員と少子化問題
　現在、国会において女性議員が議席に占める割合は、衆議院と参議院にお
いてそれぞれ約 10%、26% である。このように女性議員の数が男性議員に比
べて少ない状況にあるが、それでも戦後長らくの間（1947 年から 1993 年の総選

挙まで）、衆議院における女性議員の割合が２～３% であったことを考えれば、
女性議員の数は増えている傾向にある。そして、女性議員が増えることで、少
子化問題に関する政策論争が活性化されたことが予想される。
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　実際に女性議員が増えることで、政策の中身や予算の使い道が変化したとい
う研究が海外で存在している。例えば、インドにおいてランダムに女性がトッ
プのポジションに割り当てられた自治体と男性が割り当てられた自治体を比較
した研究によると、女性が政策決定者になったことで前者の自治体で飲料水へ
のアクセスが向上し、市場や学校へと通じる道路事情が改善されるなど、女性
の関心事に直結する公共支出が増加したとされる 9）。
　もちろん女性議員であるからといって、少子化問題を始めとして、女性の方
が得意であるといった政策領域により焦点を当てるような、有権者のステレオ
タイプに沿った行動をとるべきであるというわけではない。しかしながら、政
治家がそうしたステレオタイプに沿った行動をとることで選挙において有利
になる傾向があるとされており 10）、男性議員に比べれば女性議員の方が、少
子化問題を政治の場で議論することで得られる選挙戦略上のメリットは大きい。
したがって、そうしたインセンティブを持つ女性議員が増えることで、少子化
問題が国会においてさらに注目され、議論が促進すると考えられる。

女性議員を増やすには
　それでは、国会における議員の構成を変え、現状では数が少ない女性議員を
今よりも増加させるには、どのようにしたらよいだろうか。逆に言えば、これ
まで女性議員の増加を阻んできたのは、いかなる要因によるものだったのであ
ろうか。まずは、有権者側の要因が挙げられる。有権者が女性の候補者に対し
て偏見を持ち、選挙において候補者を選択する際に、女性という候補者の性別
がネガティブに影響していることが考えられる。例えば、2019 年に行われた
世界価値観調査のデータによれば、日本において「男性の方が女性よりも政治
家に向いている」という意見に賛成する回答者の割合は 22.5% に上る 11）。こ
の数値は、1995 年以来減少傾向にあるものの 12）、こうした一部の有権者の間
で見られる偏見が投票行動にも影響している可能性が存在する。
　筆者が共同研究者とともに 2015 年に日本で行ったサーベイ実験の結果によ
ると、有権者が候補者を評価する際、候補者の性別が影響を与えていることが
明らかになった。この実験では、回答者に無作為に提示した候補者の性別がた
またま女性であった場合、男性であった場合と比べて、約 2.7 ポイント選択さ
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れる可能性が低下していたことが示された 13）。ただ、これは候補者の政党名
が提示されない場合の結果であり、有権者の大半は候補者の所属政党を参考に
して投票していることから、国政選挙においては、候補者の性別が投票行動に
与える影響はさらに小さいと予測される。アメリカで行われた実験において所
属政党が提示された条件の下では、候補者の性別が回答者の候補者選択に与え
る影響が小さくなる傾向が見られた 14）。それでも、こうした傾向は、選挙の
結果が僅差で決まることが多いことを考えると、無視することはできない。
　選挙における候補者の性別の重要性は、選挙制度によって大きく異なる。実
際に、候補者よりも政党により焦点が当てられる小選挙区制の下での選挙の方
が、候補者により焦点が集められる中選挙区制の下での選挙に比べて、女性議
員比率が高くなっている。上記の研究結果とも傾向が一致しているが、おそら
く、政党のほうに有権者の目が向けられる拘束名簿式比例代表制のような選挙
制度が採用されれば、さらに有権者の女性候補者に対する偏見の選挙結果への
影響が小さくなることが考えられるだろう。すでに、比例代表制の選挙制度の
方が女性候補者の選出に有利であるとする研究は複数存在している 15）。つまり、
国会における女性議員の割合を変える方策の一つとして、選挙制度を改革する
ということも考えられるということである。
　ここまでは、国会において女性議員の割合が低いことの理由として、有権者
側の要因に注目してきたが、必ずしもそれだけではない。そもそも選挙に立
候補する女性が男性に比べて少ないという、候補者側の要因も存在している。
1994 年の選挙制度改革以降、女性議員の数は増加する傾向にあるが、女性の
立候補者数も同様に増えている。ただそれでも立候補者数に占める女性の割合
は、衆議院の場合で 20% を下回っており、８割以上が男性である。したがって、
女性議員の数を増やすには、選択肢となる女性の選挙への立候補者数も増やす
必要がある。
　女性の立候補者数が少ないことの理由として、いくつかの要因が考えられる
が、その一つとして、政党の幹部が候補者を擁立する過程で、女性に対するネ
ガティブなバイアスが存在している可能性が挙げられる。国政選挙の立候補者
として、地方政治家や官僚、弁護士、大学教授など様々なバックグラウンドを
持った人が様々な政党から擁立されるが、自ら政党の公募に応募してくる人も
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いれば、政党の幹部が候補者にふさわしいと思う人に声をかけて適任者を探し
てくる場合もある。こうしたリクルートメントのプロセスにおいて、政党の幹
部が（意識的あるいは無意識的に）女性よりも男性を優先している可能性がある。
　実際にアメリカで行われた研究によれば、政党の地方組織や幹部が候補者
を擁立する際に、女性より男性の方が選ばれやすく、女性が選ばれる場合でも、
男性に比べて学歴などの面で優秀であることが求められる傾向にあることが示
されている 16）。さらにカナダで行われた研究によると、政党幹部が女性である
と、男性の場合よりも、女性候補者が選ばれやすくなる傾向があるとされる 17）。
つまり、政党幹部が男性であることで、男性候補者が選ばれやすくなっている
ということを示している。このように、候補者擁立をリードする政党幹部の（意

識的あるいは無意識的な）バイアスが、女性候補者の擁立を阻んでいる可能性が
ある。
　そうした候補者擁立過程でのバイアスを小さくするうえで効果的な手法とし
て考えられるのは、政党が候補者を擁立する際に多様な視点を反映させるよう
意識的にリマインドすることである。アメリカでは、候補者擁立に際して女性
にも声をかけるよう呼びかける手紙を党本部から無作為に選んだ地方組織の幹
部に送付するというフィールド実験が行われており、その実験では、そうした
呼びかけにより女性候補者の擁立が増えたという結果が示されている 18）。
　議会における男女格差の縮小に効果的だとされるものとしてしばしば挙げら
れているのが、一定の議席数を女性あるいは男性に割り当てる、クオータ制度
を導入することである 19）。しかしながら、クオータ制度の導入に対しては反
対の声も根強く、政治的コストは決して小さくない。日本では、2018 年に「政
治分野における男女共同参画推進法」が成立したが、その中身はそれぞれの政
党に男女均等の候補者選定に努めるよう促すものにとどまっている。ただ、前
述のアメリカでの実験結果を踏まえると、こうした規定をもとに、明示的な形
で地方組織やリーダーに女性候補者の擁立を促したり、リマインドしたりする
ことで、女性候補者の選定が促進される可能性があるかもしれない。
　女性の立候補者数が少ないことに関する候補者側の要因としてもう一つ考え
られるのは、女性の方が男性よりも出馬意欲が低く、選挙を避けようとする、
いわば「選挙嫌い」の傾向である。選挙に出馬したいかどうかを一般有権者に
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聞くと、大半が立候補したくないと答える。ただ、その傾向に大きな男女差が
存在し、男性に比べて女性の方が選挙への立候補を忌避する傾向が強い。例え
ばアメリカでの研究として Lawless and Fox （2010） 20）などがあるが、筆者ら
は日本でも同じ傾向が観察されることを確認している。
　男性よりも女性に選挙への立候補をより躊躇わせるものはいったい何であろ
うか。一つには、リスクに対する捉え方が男女で違い、一般的に女性の方が男
性よりも不確実性を嫌うことが挙げられる 21）。代議制民主主義において議員
は選挙によって選ばれるが、政党が名簿順位を定めることで当選者をある程度
コントロールできる比例代表とは異なり、小選挙区制度のような選挙制度の下
では、多くの場合、候補者が選挙で当選するかどうかわからないことや、仮に
当選したところで次の選挙では落選する可能性もあり、将来がなかなか見通せ
ないという特徴がある。こうした選挙をめぐるリスクの存在が、男性よりも女
性の方を立候補から遠ざけている可能性がある。したがって、こうした選挙に
伴うリスク、あるいはリスクに対する認識を緩和できるような制度や仕組みが
あれば、立候補意欲における男女差が小さくなるかもしれない。
　また、選挙期間中の選挙戦においては、それを有利に戦うために、対立候補
を批判するネガティブキャンペーンが繰り広げられることがある。女性候補者
が対立候補に批判的な言動を行い、そうしたネガティブキャンペーン戦略を取
れば、女性は素直で優しいというステレオタイプに反することで有権者から非
難されたり、否定的に評価されたりしてしまう可能性がある。実際に、イギリ
スの国政選挙の事例では、女性候補者の方が男性候補者よりもソーシャル・ネ
ットワーキング・サービス（SNS）においてポジティブなメッセージを発信す
る傾向があり、仮にネガティブなメッセージを発信すると、それに対して批判
的なコメントが殺到する傾向が観察されている 22）。また、攻撃的な選挙戦を
イメージすることで、男性よりも女性の方が選挙への立候補に対して忌避的に
なる傾向が生じる可能性がある 23）。ここでも選挙制度が重要な役割を果たし
ており、候補者個人ではなく政党の方に一層注目が集まる拘束名簿式比例代表
制の下では、こうした攻撃的な選挙戦が立候補意欲の男女差にもたらす問題は、
小選挙区制よりもさらに小さくなると予想される。
　このように、候補者側でも男女差が存在し、それが女性の候補者を少なくさ
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せていることが示唆されている。ただ、女性の方が男性よりも選挙への立候補
意欲が小さく見えるのは、女性の方が政治的野心を露出することを避けようと
するせいかもしれない。候補者を公募によって決めようとする政党や事例も増
えているが、自らそれに手を挙げて立候補を希望する時点で、候補者の政治的
野心が周囲に露わになる。しかし、人々に野心的な男性は好まれても、野心的
な女性は好まれない可能性がある。実際にアメリカで行われた、政治権力を求
める女性候補者に対する有権者の態度を調べた実験結果によると、権力追求を
顕示する女性政治家は思いやりや協調性に欠けると思われ、その政治家への投
票率が下がる傾向が見られた 24）。こうした有権者からのネガティブなフィー
ドバックを恐れることで、女性が立候補意欲を示しにくくなっているのかもし
れない。つまり、一見すると候補者側の要因とされることも、有権者側の要因
によるものである可能性がある。

まとめ
　本稿では、少子化問題がいつ頃から政治争点として登場し、この問題に関す
る国会での論争の盛り上がりがどのように変化してきたのかを、国会議事録に
記録された国会での発言をもとに示した。そして、国会での少子化問題の政治
争点化がやや遅れ気味であったことについて、国会議員らに対する調査から明
らかになった重点政策領域に見られる男女差や、有権者による男女の議員に対
するステレオタイプの違いから、国会において女性議員の割合が低いことが影
響している可能性について指摘した。そのうえで、女性議員が少ないことの原
因や、女性議員比率を高めるための方策について、有権者側と候補者側の両側
面から議論した。
　有権者や政党幹部らによるバイアスが、女性候補者を不利にしたり、女性の
立候補の障壁となったりしている可能性があり、これらの多くが無意識的に行
われていると考えられる。こうしたバイアスを顕在化することで、行動の変化
を促し、国会における男女比率の変化が期待される。最近の政治学研究では、
実験的アプローチを用いてこれらの無意識のバイアスとその影響を明らかにし
ており、そうした研究がさらに行われることで、この問題への理解がさらに進
むであろう。クオータ制度だけではなく、一見すると国会議員の男女比率とは
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あまり関係がないと思われる選挙制度も、投票行動や選挙結果に大きな影響を
与えており、人々の意識を変えるうえでの有効な手立てとして、そうした制度
面での変革も求められるであろう。また、そうした制度の変更によって、国会
の構成や顔ぶれだけではなく、政策のアウトプットも変化すると予想される。
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第４章　　労働力を増やす政策

第１節　これからの日本における外国人材の                            
　　　　日本社会への統合のあり方

大阪大学人間科学研究科准教授　五十嵐彰

Point

●  近年「外国人の統合」の重要性を訴えた提言などがまとめられているが、
そこでいう統合とは、外国人側の変化に主に着目しており、外国人が日
本語や日本文化を学ぶことを想定している。

●  しかしながら、統合の本来の意味とは、外国人が被る不利益や格差を
是正することを意味している。この場合、受け入れ国側も変化すること
が必要であり、特に経済的な側面においては、外国人に対する差別をな
くすことが重要といえる。

●  従来の研究では、日本人と外国人の間に賃金格差が存在していること
が指摘され続けている。しかし、この格差が差別によって生じたものか
はわからない。筆者が過去に行った実験によれば、外国人が求職者の場
合には、日本人と比べて低い評価を与えられることがわかっている。こ
れは個人の能力や日本語能力によらず起こっており、国籍に基づいた差
別が存在していることを示している。

日本社会と外国人労働者
　日本社会は現在転換点を迎えている。少子高齢化による慢性的な人手不足と
政策転換により、90 年代から続く外国人労働者受け入れがさらに加速している。
2021 年には新型コロナウイルスの蔓延にもかかわらず外国人人口は 272 万人、
人口比で 2.17％に達した。1990 年にはこの値が 88 万人、人口比で 0.72％であ
ったことを考えると大幅な伸びであり、受け入れは今後も止まらないだろう。
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　こうした社会背景のもと、外国人労働者は日本の労働市場にとってもはや単
なるお客様でもお荷物でもなく、必要不可欠な労働力になりつつあるといえる。
しかし日本企業は外国人人材に対してなにか特別なスキルを求めて採用すると
いうよりも、単なる人手不足を解消するために採用する傾向にある。例えば
厚生労働省が主導した 2017 年の調査では、高度外国人人材を採用する動機と
して「国籍にかかわらず採用した結果」と「求める専門性を持つ日本人社員の
確保が困難」を選択した企業が全体の 4 割を占めていた（厚生労働省職業安定

局派遣・有期労働対策部外国人雇用対策課、2017）1）。こうした傾向は、人手が集
まりにくい産業や業態で外国人の雇用が進んでいる実態とも合致する。水産加
工場では、従業員のうち 10％程度を外国人労働者が占めている（漁業センサス、

2018）2）。つまり、外国人人材を日本人人材の代替としてみなしている企業が
多いといえる。

日本社会の外国人統合
　外国人採用が進む中、日本経済団体連合会（経団連）は 2022 年に「Innovating 
Migration Policies ～ 2030 年に向けた外国人政策のあり方」という提言をまと
め、外国人の統合の重要性を訴えた（日本経済団体連合会、2022）3）。そこで描
かれていた内容は、既存制度への円滑なアクセスや、やさしい日本語の整備と
いった制度面に加え、外国人が日本語を学習しやすくする環境の整備や、日本
文化への習熟が主なものであった。言い換えると、外国人に対して変化を求め
る内容に重きが置かれている。この発想は、外国人人材を日本人人材の代替と
みなす日本企業の姿勢を反映したものといってよいだろう。
　しかしこれは統合のあくまで一側面しか捉えていない。そもそも統合とは
外国人に対してのみ変化を求める姿勢や施策とは異なる発想であり、外国人の
積極的な社会参加とそれを促すシステムを指す（Entzinger & Biezeveld, 2003 4）; 

Harder, et al., 2018 5））。この簡単な定義には、さらに詳細な説明を要する二つの
要素が含まれている。一つ目として、統合には複数の側面がある。統合は単に
言語や文化習熟といった文化的側面だけでなく、経済的側面、政治的側面など
も含んでいる。政治的側面とは二重国籍や国籍取得の簡便化、参政権や社会権
といった国民との平等な権利付与を意味し、経済的側面とは国民との経済的不
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平等の解消を指す。例えば外国人労働者の労働市場参加率、職業的地位、賃金
水準、労働環境、外国人子女の進学率といった側面での不平等の縮減である。
　二つ目の要素として、受け入れ社会の変化が求められている。統合は外国人
の努力だけではどうにもならない側面も多く、受け入れ社会の制度に大きく左
右されている。現に移民統合政策指標（Migrant Integration Policy Index）とい
う、日本を含む 56 か国の統合政策を比較するプロジェクトも存在し、いかに
外国人の統合を促す環境づくりをするかが国際的に評価されている（e.g., 近藤、

2022）6）。経団連の提言は外国人がなすべきことについてまとめていたが、日
本社会がいかに外国人を受け入れるかという側面からも当然議論がなされるべ
きだろう。外国人人材と日本人人材との違いが言語と文化のみにあるのであれ
ば外国人の学習に議論が集中するもの妥当だが、問題はそう簡単ではない。就
ける仕事、平均的な賃金が異なっており、その背景には単に外国人の努力や能
力といった当人に帰属するものだけでなく、日本社会側の制度の不備や差別が
ある可能性がある。

外国人労働者の経済状況
　以下の項では、日本の外国人人材が置かれた経済的状況とその原因について、
過去に行われた研究を簡単にまとめよう。外国人と日本人との経済状況はどの
ように異なっているのだろうか。是川（2019）7）の分析によれば、中国人・ブ
ラジル人男性の失業率／労働市場参入率は日本人とほとんど変わらないものの、
より高い職業的地位（より高い賃金が望めるような職業）に就いている割合は日
本人男性のそれよりも低い。職業的地位に加えて、賃金の研究も比較的多く
行われている。Holbrow （2020）8）による日本企業を対象にした調査によれば、
アジア系の従業員の賃金は日本人よりも低い傾向にある一方で、西洋系移民の
賃金は日本人よりも高かったという。こうした差異は当人の学歴や経歴、日本
語能力などの影響を除いた上で得られている。つまり、外国人労働者の学歴や
日本語能力が低いためにこうした結果が得られたわけではない。さらに日本に
文化的に溶け込んでいないような西洋系移民の方が賃金が高かったため、移民
の賃金が当人の生産性で決まっておらず、むしろアジア系移民に対する否定的
な態度と西洋系移民に対する憧憬に由来するという考察がなされている。
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　こうした賃金差の原因の一つに、外国人だからという理由で日本人と異なる
部署に配属になるという仕組みがある。外国人労働者を海外担当を中心として
配属したり、国際ビジネスのスペシャリストとして配置したりしていること
が一つの原因といわれている（Holbrow & Nagayoshi, 2018）9）。この背景には、
海外担当に固定されることでジョブローテーションに組み込まれず上司やマネ
ージャーに認知される機会が減ったり、特定の部署にあることで賃金が低くな
ったり、昇進の機会が減るという事情がある。

差別の定義と測定
　ただし、こうして得られた結果の背景に、差別があるのかどうかはわからな
い。そもそも日本企業は外国人人材を差別しているのだろうか。そして仮に差
別があるとして、その背景には何があるだろうか。理解を促すために、まずは
差別の定義と測定方法、そしてその原因を整理しよう。
　差別の定義は様々であるものの、それぞれおおよそ似通っているといってい
いだろう 。例えば、現代の社会学における差別研究を牽引してきた Pager ら
は、人種に基づく差別を「人種や民族に基づいて行われる不平等な処遇」と定
義した（Pager & Shepherd, 2008: 184）10）。より具体的にいうと、例えば仕事の
面接に来た外国人を、その人が外国人だからという理由だけで（つまり本人の

能力にかかわらず）落とせば、それは差別となる。また、全く同じ能力をもつ
男性の A さんと女性の B さんという二人の応募者が一つの仕事に応募してい
たとして、男性だから、という理由で A さんを採用すると、これも差別となる。
　差別の検出には、社会学や経済学で確立された一致監査（correspondence 

audit）という手法が用いられている。例えば就職活動に際して、企業に履歴
書を送る場面を考えてもらいたい。一致監査では、実際の企業の求人に対して
履歴書を送付し、その後面接に呼ばれるかどうかを測定する。この履歴書は架
空のものであり、差別の対象となる属性（性別や国籍、人種など）を表すよう
な情報に加え、学歴や職歴、年齢など履歴書に一般的に求められる属性が盛り
込まれている。履歴書は潜在的な組み合わせを可能な限り網羅するように用意
されており、例えば学歴（低学歴、もしくは高学歴）と人種（白人、もしくは黒

人）とで履歴書を作るとすると、２×２の４種類の履歴書ができる。同じよう
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な要領で職歴など盛り込む属性を増やしていく。こうして作成された履歴書を
企業にランダムに送付し、面接に呼ばれる頻度が白人と黒人でどれくらい異な
っているかを比較する。応募者の属性は揃えられている（例えば白人の応募者

全体と黒人の応募者全体とで、平均的な学歴は同じだとみなせる）ため、面接に呼
ばれる度合いが人種間で異なっていれば、それは人種に基づく差別だとみなせ
る。
　この方法は企業側に対して虚偽の履歴書を送るという意味で問題視される場
合もある。近年は一致監査をさらに発展させ、企業側にとっても架空の履歴
書だということを伝えた上で実験を行う場合もある。企業の採用担当者宛に
架空の履歴書を送付し、それを評価してもらったり（Kübler, Schmid, & Stüber, 

2018）11）、ウェブ調査会社に登録している採用担当者を対象にして行われたり
する（Auer, Bonoli, Fossati, & Liechti, 2019）12）。また、一般の人や学生を対象
にして実験を行う場合もある（Blommaert, van Tubergen, & Coenders, 2012）13）。
どの実験方式でも、実験参加者は自分が評価している対象が架空の応募者であ
ることを自覚していることになる。

差別の原因
　差別には嗜好に基づく差別（taste-based discrimination）と統計的差別

（statistical discrimination）とがある。嗜好に基づく差別とは、個人が持つ対象
集団に対する否定的な感情に基づいた差別である（Becker, 1957）14）。おそら
く一般に想像される差別がこれに当たる。採用担当者や雇用主が外国人に対し
て否定的な感情をもっていて、それが採用行動に反映されるというイメージだ。
採用担当者自身の否定的な感情だけでなく、採用担当者が推測する、顧客や同
僚の抱く外国人に対する感情もこの嗜好に基づく差別には含まれる。例えば採
用担当者が、自身の顧客が外国人嫌いだろうと推測し、外国人を採用しない場
合がこれに当たる。もしくは、同僚が外国人を嫌っていて、外国人を雇うと社
内で軋轢が生まれるだろうと予想し、外国人を採用しないのも差別だ。
　統計的差別とは、ある個人に関して手に入る情報が不完全であることから生
じる差別である（Phelps, 1972）15）。就職の場において、履歴書から得られる情
報には限りがある。学歴や職歴、趣味などがわかったとしても、そこから生産



146

性（つまりどれくらい能力があって、どれくらい企業に貢献できるか）を推し測る
には限界がある。そこで、応募者が所属している集団の属性から、個人の将来
の生産性を予想することになる。生産性の予測のために使われる集団の例とし
て、性別や人種が挙げられる。採用担当者や、広く人々は、集団に対して何ら
かの共有されたイメージ（ステレオタイプ）をもっており、このイメージを応
募してきた個人に当てはめて、その人の将来の生産性や行動を推測するのが統
計的差別である。例えば日本人は外国人よりも多くの場合生産性が高く、その
ため外国人が応募してきたときに、一般的にもたれている外国人の生産性に関
するイメージを個人に当てはめ、採用しないといった具合である。もしくは女
性は多くの場合出産して仕事を辞めるというイメージがあるが、これをそのま
ま応募してきた女性個人に対して当てはめ、どうせこの女性も辞めるだろうと
採用しないことが統計的差別に当たる。

実験を通した日本企業の差別
　それでは、日本企業における外国人差別の現状はどのようになっているだろ
うか。筆者と学習院大学の麦山とで行った実験研究が、こうした問いへの答え
となるだろう（Igarashi & Mugiyama, 2023 16）; 五十嵐・麦山 , 2023 17））。この実験
はウェブ調査会社に登録している人のうち、企業で採用担当の経験がある人だ
けを対象に行った。回答者が勤めている企業で最も多く採用をしている職種に
正社員として応募があったと想像してもらい、履歴書とエントリーシートから
得られた情報を提示した。その情報をもとに、この架空の応募者が採用プロセ
スの次の段階へ進める可能性を回答者に評価してもらった。
　結果は図１に示したが、この図は読み方の説明が必要だろう 。
　この結果は基準となるカテゴリと比較したときに、ある属性をもつ人がどれ
くらい採用プロセスの次の段階に進めるかを示している。基準カテゴリは黒丸
で示されており、縦の破線の上に書かれている。例えば応募者が女性の場合、
男性と比べてほとんど差がない。黒丸に付随している横棒がこの縦線を横切っ
ている場合には、基準カテゴリと統計的に差がないということを意味する。右
側に行くほど採用可能性が高く、左側に行くほど採用可能性が低い。
　結果は明らかだろう。応募者が外国籍の場合、日本人と比べて採用される可
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能性は一段と低くなる。アメリカ人だと最も好意的に見られているが、それで
もなお採用される確率は日本人よりも低い。どれくらい低いかというと、前職
で異なる産業で働いていた場合には就職に不利になるが、その不利と同じくら
いだ。他の国籍の場合にはさらなる不利が重なっており、韓国籍や中国籍であ
るというだけで大幅に採用確率が減る。

図１　外国人差別の実態

出所：五十嵐・麦山、2023 17） をもとに筆者作成
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　ちなみに応募者が外国籍の場合、海外生まれだが 17 歳以降日本に住んでい
る人（移民一世）と、日本生まれの人（移民二世）とに分けて提示したのだが、
採用確率の評価に差はなかった。外国人であれば世代に差がなく採用されにく
いという研究は他国でも報告されており、この実験でも同様の結果となった。
応募者の外国人が日本生まれであれば、人事は日本語能力や日本文化への習熟
度に問題がないと推察するだろう。しかし、この結果はこうした予想を裏切る
ものとなる。経団連が提唱するような日本語能力や日本文化の知識があったと
しても、国籍が異なれば大幅な差別を受けるということだ。

差別の原因と企業間の差異
　それでは、なぜ採用担当者は国籍に基づいた差別をするのだろうか。前項で
は統計的差別と嗜好に基づく差別を紹介したが、この分析では嗜好に基づく差
別を検証した。採用担当者にそれぞれの外国人に対する排外的態度を 11 点満
点でたずね、態度とそれぞれの国籍の応募者に対する評価との関係を見た。
　結果は図２に示している 。
　この図は、排外的態度が１点上がったときの、それぞれの国籍の応募者に対
する評価の変化を表す。縦軸は図１と同じく、応募者が採用の次のステップに
行ける可能性を指し、点数が上がればより好意的な評価を指す。例えばアメリ
カ人に対する態度が１点高くなると（つまり否定的になると）、アメリカ人応募
者に対する評価のみが下がっているのがわかるだろう。同じように中国人、韓
国人に対する態度がより否定的になると、対応する国籍の応募者に対する評価
のみが下がっている。唯一、ブラジル人に対する態度が否定的になると、ブラ
ジル人応募者だけでなくアメリカ人応募者に対する評価が低下するが、これは
ブラジルからアメリカへの移民が多く、イメージが混同されているためと考え
られる。これらの分析から、移民に対する態度と差別的な評価が密接な関わり
を持っているといえるだろう。
　さらに、態度の分析はもう一つ重要な意味を持っている。採用担当者個人の
態度の効果がそれぞれの国籍で異なっており、アメリカ人に対する態度の効果
が最も小さく、韓国人に対する態度の効果が最も大きい。これはアメリカ人の
採用に対して採用担当者の態度が反映される度合いが小さく、採用担当者がア
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メリカ人を好んでいようがいまいがアメリカ人の採用はあまり変わらないこと
を指す。他方、韓国人に対しては採用担当者の態度に影響される度合いが大き
く、採用担当者が韓国人を好んでいる場合は大幅に採用確率が上がり、好んで
いない場合には採用確率が著しく下がる。こうした差は、おそらくそれぞれの
国籍に対する世間一般の態度を反映しているのだと解釈できる。外国籍の中だ
と、日本ではアメリカ人が最も好まれ、中国人や韓国人が好まれていないとい
う傾向がある（五十嵐 , 2015 18）; Igarashi & Mugiyama, 2023 16））。アメリカ人の
ように社会的に好まれているグループだと、採用担当者の好みを反映させにく
いのだろう。他方、韓国人に対しては社会的に好まれていないというイメージ

図２　排外主義と差別との関連

出所：Igarashi & Muigyama, 202316）をもとに筆者作成
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があると採用担当者が認識しており、そのため自分の好意的な態度をより強く
反映させたがるのだろう。
　最後に、企業の特性の差異にも触れておこう。同データを使って企業特性に
よる多様性を検証した結果（五十嵐・麦山 , 2023）17）、高いスキルが要求される
職種ではアメリカ人に対する差別が、企業が海外進出のための人材を求めてい
る場合にはブラジル人と中国人に対する差別が緩和された。履歴書に提示され
る情報が同じであっても、アメリカ人はスキルが高いという思い込みがあるの
かもしれない（Igarashi & Ono, 2022）19）。また海外進出のための人材として中
国人やブラジル人を求めているのは興味深く、おそらく海外進出のために使用
する言語や取引のためのパイプが確立されているかどうかに左右されるのだろ
う。企業の外国人割合にはあまり明確な傾向が見られず、企業の外国人割合が
５〜 10％未満の場合にのみアメリカ人とブラジル人に対する差別が緩和され、
５％未満や 10％以上では効果がなかった。解釈として、職場の外国人があま
りにも多いと脅威と感じられ、あまりにも少ないと接触する機会がないのかも
しれない。５〜 10％程度が最も外国人に対して好意的な環境になるという可
能性がある。

まとめ
　本稿のメッセージを簡単にまとめよう。外国人労働者の増加に伴い、統合と
いう概念が使われるようになってきた。しかし一般的にいわれている統合は、
本来の統合が指す一側面しか捉えられていない。外国人側にのみ変わることを
求めているが、統合という概念を掲げる以上、日本社会の変化も必要となって
くる。本稿で焦点を当てた経済的統合という意味では、いくつかの研究で移民
の賃金や社会的地位の不平等が報告されている。この背景には筆者が分析した
ように差別が存在しており、外国人が被る不利益は日本語能力や日本文化に関
する知識などへの習熟では対応できない問題である。
　では、どういった対応が求められているだろうか。まずは差別禁止の徹底だ
ろう。差別の定義や差別に当たる行動について理解が促進されるのが望ましい。
外国人だから、という理由だけで採用しないのは差別であり、こうした採用の
仕方が現状では横行していることは周知されていいだろう。次に定期的な検証
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である。海外で行われている一致監査のような方法を取り入れ、定期的に差別
がなされているかどうかを研究者が検証できるような環境づくりが必要となる
だろう。
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第４章　　労働力を増やす政策

第２節　人口減少下における外国人政策のあり方

一般社団法人日本経済団体連合会（経団連）産業政策本部上席主幹

　脇坂大介 1）

Point

●  日本の人口減少が進む中、日本の経済社会にとって人手不足が深刻な
課題になっている。2040 年には、中国・四国地方の総人口に匹敵する
労働力の消失が予想される一方で、被雇用者に占める外国人の割合は急
激に高まっている。

●  日本の外国人政策の基本原則として、高度人材は積極的に受け入れるが、
それ以外の労働者は慎重に対応するとしている。しかし、実際には技能
実習と留学生を合わせた労働者が専門的・技術的分野の外国人労働者を
上回るなど政策と実態に矛盾がみられる。

●  外国人政策を有効に機能させるためには、外国人政策の基本理念や基
本法を定め、政治がリーダーシップを発揮するような推進体制を確立す
ることが欠かせない。

●  人口減少下での受け入れに当たっては、外国人の「数」と「質」を十分にコ
ントロールすることが必須。優秀な人材の誘致策を外国人目線で進める
ことに加え、政策形成に当たっては民主的で建設的な議論の醸成を図る
ことが重要である。

労働者不足と外国人材の受け入れ
日本の人口減少が止まらない。現行のペースで人口減少が進めば、2053 年

には総人口が１億人を割り込むと予想される。とりわけ深刻なのは、労働力人
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口（15 歳以上の人口のうち就業者と完全失業者の合計）の減少である。2021 年に
6,860 万人いたとされる労働力人口は、2030 年には 500 万人以上減り 6,349 万
人に、2040 年には 1,000 万人減って 5,846 万人になるとされる。中国・四国地
方を合わせた人口がおよそ 1,000 万人なので、これに相当する「労働力」が今
後 20 年で失われる計算となる。これに伴い、日本の労働力率（15 歳以上の人

口に占める労働力人口の割合）は、2021 年の 62.12％から 2040 年の 59.10％へと
減少する（経団連 2022b）。つまり、人口減少は労働者不足に直結する問題であ
り、事業活動を行う上で企業経営にも大きな影を落とす。
　実際、2023 年に人手不足で倒産した企業は 260 件と過去最多を更新した（帝

国データバンク 2024）。経団連が会員企業に行った調査でも、中長期的に重要
視する事業上のリスクとして、「必要な人材の不足」を挙げた企業は約半分の
49.3％に上り第１位であった（経団連 2023）。「国際経済社会の分断」（23.5％）、

「資源価格の高騰」（21.7％）を抑えて 2022 年の春以降、事業リスクとして最も
多く指摘されており、労働力不足が事業活動の構造的な足かせとなりつつある
ことを示している。
　こうしたなか、政府は、「人手不足分野に一定の専門性・技能を有し即戦力
となる外国人材を受け入れる」ため（法務省 2019：2）、2019 年に特定技能制度
を導入するなどこれまでとは一線を画す外国人政策を打ち出してきた（Oishi, 

2020） 2）。特定技能制度とは、生産性の向上や国内人材の確保のための取り組
みを行ってもなお人材確保が困難な分野を「特定産業分野」と指定した上で、
特定産業分野に限り一定の専門性・技能を有している外国人を受け入れる制度
である。2024 年１月現在で飲食料品製造業や農業などの 12 の特定産業分野が
指定されており、約８割の外国人は技能実習の修了者である。つまり特定技能
制度は、実質的に技能実習修了後も日本で働き続けるための制度になっている。
　こうした制度改正もあり、被雇用者に占める外国人労働者の比率は、2003
年の 0.51％から 2022 年には 3.00％と約 6 倍に伸びている。とりわけ伸びが大
きいのは、農業・林業（0.10％→ 7.41％）、宿泊業・飲食・サービス業（0.48％

→ 6.15％）、製造業（1.85％→ 4.78％）であり（図１）、こうした業種において外
国人材はすでに欠かすことのできない重要な担い手になっている。
　例えば、専業農家（基幹的農業従事者）の７割以上が 65 歳以上の高齢者とな
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っている農業分野では、20 ～ 30 代の年齢層に当たる外国人技能実習生や特定
技能外国人材は貴重な労働力となっている。実際、農業産出額が全国３位の茨
城県 3）で農業を営む法人の代表は、「茨城県から外国人の農業従事者がいなく
なれば、茨城県内の農業産出額は半分になる」と指摘している（2023 年４月の

茨城県における経団連調査）。東京都中央卸売市場における青果物取扱高では茨
城県産品がトップのシェアを占めており（農業いばらき 2023）、首都圏に供給
される野菜・果物の多くは、実は外国人労働者の手によるものである。
　農業だけでなく食品加工業でも外国人材は基幹的な労働力となっている。経
団連が調査した北海道の水産加工場では、これまで中核となっていた主婦層の
パート従業員の高齢化 4）に伴い、フルタイムで働くことのできる外国人材に
労働力を頼っている実態が明らかになっている（2023 年 10 月の北海道における
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経団連調査）。とりわけ地方においては、若者の雇用が困難であり、人手不足
の解決策として外国人労働者を確保する動きが見られる。特定技能制度が地方
の深刻な人手不足に対応するための制度となっているのはこのためである。
　国際協力機構（JICA）によると、日本政府が目標とする経済成長を続ける
ためには、2040 年において現在の 3.7 倍にあたる 674 万人の外国人材に働いて
もらうことが必要とされ、労働力人口に占める外国人労働者の割合は 11％と
なる。ただし、このままのペースでの受け入れでは目標とする 674 万人の受
け入れには届かず、42 万人の外国人労働者が不足するとされる（国際協力機構

2022）。42 万人といえば、高松市や富山市のような地方の県庁所在地の人口に
匹敵する規模である。

そもそも日本の総人口が減少に転じる一方で、外国人在留者は増加を続けて
おり、流入する外国人の増加は人口減少の緩和に一定の役割を果たしている。
もしも純増を続ける外国人の流入がなければ、日本の人口減少はさらに加速す
ることになる（図２）。

外国人材が日本の経済社会を支える構図が一層鮮明となるなか、日本はどの
ような外国人受け入れ施策を講じ、日本人と外国人の共生社会を実現するべき
なのだろうか。本稿では、人口減少が急速に進む日本において、日本の経済社
会の担い手として外国人材を受け入れていくために必要となる取り組みについ
て、その留意点も含めて考えてみたい。

日本の外国人労働者政策
外国人は出入国管理及び難民認定法（入管法）で規定された在留資格に基づ

き日本に在留することになっている。よく外国人はビザ（法律用語では査証）
を取得して在留すると理解されがちだが、ビザは在留資格を取得するための要
件の一つにすぎず、適正に外国人が在留しているか否かは、有効な在留資格が
あるかどうかを確認する必要がある。日本には現在、29 種類の在留資格が存
在し、①活動に基づく在留資格と②身分又は地位に基づく在留資格の２種類に
まずは分類される。①は主に就労や留学を目的とした在留資格であり、②は永
住者や日本人の配偶者等、日系人や難民など外国人の身分・地位にひもづけら
れた在留資格である（図３）。
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「外国人」と一言に言っても、その在留形態は様々である。なお、最も多い
在留資格は永住者で約 86 万人、技能実習が約 32 万人、技術・人文知識・国
際業務（いわゆるホワイトカラー業務の在留資格）が約 31 万人、留学が約 30 万
人と続き、これら在留資格だけで全体の半分以上を占める（出入国在留管理庁

2023b）。
就労が可能な在留資格は、①専門的・技術的分野と②それ以外の分野に分け

られる。①専門的・技術的分野とは、入管法別表第１の１の表及び２の表のう
ち、「外交」、「公用」、「技能実習」を除いた在留資格で、図３の太字の在留資
格が該当する。日本政府の閣議決定された方針として、専門的・技術的分野の
外国人は積極的に受け入れるが、それ以外の外国人の受け入れについては十分
慎重に対応するとされており、この基本方針が現在の外国人受け入れ政策の原
理原則となっている。

とはいえ、在留資格別に外国人労働者の割合をみると、技能実習（20.1％）
と留学生（13.4％） 5）の合計が全体の３割を超えており、専門的・技術的分野

（29.1％）の在留資格で働く外国人材よりも多くなっている 6）（厚生労働省 2024）。
これは、高度人材は積極的に受け入れるが、それ以外の労働者は慎重に対応す
るとしている日本の外国人政策の原理原則と矛盾するデータのようにも見え
る。また、日本政府は、「いわゆる移民政策はとらない」（安倍 2018）としてい
る一方で、2023 年には在留外国人数は 322 万人を超えて過去最高を記録した

（出入国在留管理庁 2023a）。総人口に占める割合も増え続けていることを考える
と、すでに日本は移民受入国になっているのではないかとの指摘がある（Liu-

Farrer, 2020）。つまり、日本の外国人政策は、本音と建前が大きく異なってい
るというのである（Roberts, 2017）。

なかでも本音と建前が異なる代表的な外国人政策として指摘されるのは、技
能実習制度である。開発途上国の外国人が日本で実習をしながら技能を身に着
けることで日本が国際貢献をするという同制度は、実際には、人手確保を主
たる目的として利用されているとの批判が絶えなかった。こうした批判を受け、
政府としても制度目的と実態を踏まえて技能実習制度のあり方を見直すという
方針を打ち出している（出入国在留管理庁 2023b）。

技能実習制度の改正にとどまらず、日本として増え続ける在留外国人が国内
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で活躍できる環境を整えることは火急の課題である。特に、人口が増加し労働
力の確保が容易であった時代に作られた制度を維持しながら、その場しのぎの
対策として外国人材を受け入れ続けることは、人口が今後も減少し続ける中で
有効ではないだろう。外国人が社会の一翼を担っているという事実を直視した
上で、外国人政策を進めていくことが必要である。

今後必要となる施策
（１）基本理念・基本法の制定
　まず必要となるのは、外国人政策に関する基本理念・基本法の制定である。
日本には外国人政策に関する基本法が存在せず、外国人政策に関連する様々な
法制度・施策に通底する理念や、国としての意思決定のあり方が定まっていな
い。出入国・在留管理や雇用管理だけでなく、社会統合等も視野に入れて、国
として目指す姿や、国・地方自治体の推進体制、支援団体等の地域社会との協
力等を明確にすることが重要である。
　なかでも外国人政策を推進するためには、必要な施策を一元的に推進する
司令塔が必要である。すでに 2019 年に外国人の受け入れ環境整備に関する企
画・立案と総合調整を行うことを目的として出入国在留管理庁を設置したもの
の、施策の一元化やリーダーシップの発揮には未だ課題が残っている。具体的
には省庁の縦割りをなくして、政府横断的な施策を効果的に打ち出していくた
めにも、全閣僚が本部員を務める外国人施策推進本部（仮称）を設置して、政
治のリーダーシップを発揮し施策を強力に推進する体制が欠かせない。
　効率的な出入国在留管理に向けてはデジタル化を一層活用し、出入国在留管
理庁、厚生労働省、自治体等が保有するデータを連携させることが有用である 7）。
これにより行政手続を可能な限り効率化するとともに、外国人本人がこうした
データを活用してこれまでの在留履歴を証明することで、就職や住居・オフィ
スの賃貸借契約、金融機関での与信審査に活用することも期待できる。
　中長期的な社会統合では、公的機関における多言語対応に加え、日本語学習
や日本の文化・習慣を知るための機会の提供、永住権の取得要件の見直し等が
欠かせない。一方で忘れられがちなのは、受け入れる側の日本人の意識改革で
ある。
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　例えば、漢字にルビを付したり、できるだけ平易な表現を使ったりする「や
さしい日本語」は、役所などでの手続きや日本人とのコミュニケーション手段
として重要な役割を担うことが期待されており、積極的な普及が求められる。
外国人が多く居住する自治体においては、ホームページ上に「やさしい日本語
の手引き」や、「やさしい日本語」に書き換えたページを掲載しており、政府
や全国知事会等はこうした取り組みを積極的に横展開すべきである。企業・国
民に対しても、「やさしい日本語」に関する理解を深め、活用を促すよう呼び
かけることも必要であり、経済界としても普及に取り組んでいくことが必要だ
ろう 8）。

（２）在留資格別の施策
　在留資格別に見ると、高度人材については、デジタル人材やスタートアップ
の振興に資する人材を戦略的に誘致し、必要な在留手続きを徹底支援すること
が必要である。
　また、労働力不足に対応する特定技能の制度については、社会のインフラ・
産業を支えるうえで不可欠な業種等について、データに基づく受け入れ人数や
対象業種の拡大が求められる。
　外国人技能実習制度については、データの活用や監視機能の強化による適正
化の徹底が必要となる。政府が設置した「技能実習制度及び特定技能制度の在
り方に関する有識者会議」は、現行の技能実習制度を実態に即して発展的に解
消し、人材確保と人材育成の２つを目的とする新たな制度に改正することを打
ち出した（技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 2023）。外
国人材に日本が選ばれるよう、技能や知識を段階的に向上させ、キャリアパス
を明確化し、技能実習に代わる新たな制度から特定技能への円滑な移行を図る
ことを主眼としているが、こうした制度改正を実現し、適正化を進めることが
求められる。

人口減少と外国人受け入れのあり方
　日本の人口が急速に減少し、経済社会の維持が難しくなるなか、その社会の
担い手として有為な外国人材を迎え入れることはある意味自然なことである
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（豊田 2024）。そのためには、本稿で取り上げた基本理念・基本法の制定や在留
制度の見直しが必要となる。ただし、人口減少対策としての外国人材の受け入
れには、いくつかの留意点がある。
　第一に重要な点として、外国人の受け入れには「質 9）」と「数」を十分にコ
ントロールすることが必要不可欠である。特に、「質」の部分は、人口学にお
いてしばしば見落とされがちな論点であるが、外国人政策の成否がかかる重要
な要素である。そもそも人口学や経済学は、人口を単なる「数」としてしか捉
えておらず、一人ひとりの能力や生産性に違いがあることを前提としていない 10）。
このため、ややもすると「（誰でもいいから）不足する人数分を受け入れれば人
口減少対策になる」という議論に繫がりやすい。いわば、数理モデルが導き出
した机上の数値が一人歩きを始める。
　ある会社の社長が、「当社では毎年 100 人退職するので、誰でもいいから
100 人採用しよう」と言って、毎年抽選で採用を決めたとしたら、あなたはそ
の会社で働き続けるだろうか。そのような会社は存続できる訳がない。実際
には経営者は、並々ならぬ努力でできるだけ優秀な人材を採用しようとするし、
最低限の人数を確保できれば、採用基準に合わない人材を雇うことはしない。
企業の行動原理を考えればこうしたことは当たり前だが、国家になると途端に
人材の「質」の議論がなくなりがちである。
　外国人の学歴・資格や年収等に応じてポイントを与え、一定以上のポイント
に達すると在留や永住を許可するポイント制度は、そもそもカナダで始まり、
オーストラリアや英国にも広まったが、元々は受け入れる外国人材の「質」を
客観的に測るために設計された制度にほかならない。米国には抽選で永住権を
与える制度が存在するが、そうした無差別な受け入れ施策は極めて例外的であ
るし、人口増加策ではなく多様性の担保策として行われている。人口減少下で
の外国人受け入れ施策では、「数」だけでなく「質」に重きをおいた議論が欠
かせない。
　第二に、有為な外国人材は、いつでも好きなだけ受け入れられる訳ではない。
世界的に人材獲得競争が激しくなるなか、有為な外国人の数にも限りがあるし、
日本に来て働きたいと考える外国人ばかりとは限らない。賃金水準の低迷や円
安などで日本の給与水準が相対的に魅力的でなくなれば、なおさら有為な人材
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の獲得は難しくなる。
　望ましい人材を望ましい数だけ受け入れるためには、日本政府としても日本
人としても相応の努力やコストが必要である。先ほど企業経営者は採用に多大
な努力を払っていることに触れた。最近、日本を代表する総合商社や素材系企
業（AGC、王子製紙、日本製鉄）など BtoB の企業のテレビ CM を見るように
なったが、本来、BtoB の企業は一般消費者向けの事業は行っていないので多
額の広告宣伝費をかけてテレビ CM を放送する必要はない。実は、こうした
有名企業でも優秀な人材の採用に苦労しており、リクルート対策として認知度
を広げたいという狙いが背景にあるとされる。製品を紹介するというより、企
業の好感度を上げるための内容になっているのはそのためである 11）。企業は
このほか、人材採用・紹介会社に少なからぬ手数料を払い、できるだけ優秀な
人材を採用しようとする。人材こそが企業の競争力の源泉だからである。
　翻って日本政府は、有為な外国人材を誘致するために、企業並みの努力をし
ていると言えるだろうか。「質」の高い外国人材を誘致するためには、これま
での官僚目線での施策を、「顧客」目線での対応に変えていく必要がある。タ
ーゲットとなる顧客層から日本で働き生活することがどのように見られている
のか（マーケティング）、日本で実際に働くことでどのような利益が得られるの
か（顧客満足度）、そのための在留手続や生活環境がニーズに合っているのか

（費用対効果）を、提供者（日本人）の目線ではなく顧客（外国人）の目線で整
備していかなくては、優秀な人材を誘致することは難しい。例えば、地方入管
での手続きに長い待ち時間がかかることや窓口の対応が通り一辺倒であること
が外国人側からしばしば指摘されるが、こうした対応を顧客目線で変えていく
ことが必要である。
　第三に、外国人はモノではなく、人であり、帯同する家族も含めてそのライ
フサイクルを前提とした受け入れ施策が必要になるということである。ライフ
サイクルとは、教育課程を修了し、就職、結婚・出産・子育て、親族の介護等
を経て、引退し余生を過ごすまでの長期的な人生設計にほかならない。現在の
外国人政策は、「留学」や「就労」など人生の一側面を捉えた在留管理や社会
政策に終始しており、ライフサイクルを考えた上で外国人政策を設計している
訳ではない。
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　例えば、今後は引退後も日本で余生を過ごす外国人が増えることも予想さ
れ、多文化に対応した老人ホームや終末期医療機関、埋葬のあり方なども含
めて考えていかなければいけない。外国人住民が 20％を占め、そのうち７割
がブラジルやペルー出身の日系外国人である群馬県大泉町では、外国人の人口
に占める 65 歳以上の高齢者の割合が 5.4% に達し、高齢化への対応に迫られて
いる。しかし大泉町の調査によると、「年金についてよく知らない」と回答し
た外国人は 48.5％で、年金に未加入か加入しているも分からないと答えた外国
人は 32.9％に上る（村山 2024）。今後、年金に未加入の外国人が増えれば、老
後を生活保護に頼らざるを得ない外国人が増える可能性があるとして、村山

（2024）は警鐘を鳴らしている。外国人在留者の高齢化への対応はまだ一部の
自治体で顕在化しているだけだが、全国的な課題となる前に先手で対策を考え
ていく必要がある。
　また、長い人生においては、コロナ禍に代表されるような感染症の流行や、
震災などの災害による非常事態を経験することが少なからずある。コロナ禍で
は、外国人にワクチン接種の情報が伝わらなかった事例や、医療機関での症状
の正確な伝達が難しいなどの混乱も生じた。地震や水害などで必要な情報を入
手できずに災害弱者となってしまう外国人も多く存在する。火山の噴火や津波
はどこの国にもあるものではなく、すべての外国人が災害の危険性を認知して
いるわけではない。人口の１割を外国人が占めるような時代が来れば、平時の
在留管理だけではなく、非常時の外国人の在留についてもあらかじめ備えをし
ておくことが必要となる。
　非常時への対応という点では、深刻な経済不況になり雇用が維持できなくな
ることや、デジタル化などの産業構造の転換に対応できずに雇用のミスマッチ
が起きた時に、労働力確保を目的として受け入れた外国人労働者をどのように
待遇するかという点も考えておく必要がある。構造的な人手不足が起きてい
る今は問題が顕在化していないとしても、いずれ経済不況は必ずやって来る。
2000 年代後半のリーマンショックの時には、失業した日系人に渡航費用等を
支給して母国への帰国を促す事業が行われ、失業輸出ではないかとの批判が起
きた。また、特定技能の対象分野である宿泊業や航空業はコロナ禍で大きな痛
手を受け、こうした産業の従事者は厳しい生活環境を余儀なくされた。その際
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に社会保障がうまく機能すれば良いが、生活保護などすべての外国人が対象に
ならない制度もある。不況による一時的な失業であっても、失業保険を受給す
るための在留資格は日本には存在しない。逆に手厚く社会保障を行えば、経済
社会の担い手として受け入れた人材が社会のコストになってしまい、国民の
不満を招く可能性もある。欧州連合（EU）離脱をめぐる英国の世論の二分は、
移民への反動にも起因していたことを忘れてはならない。
　最後に、外国人の受け入れは、国としてのあり方を決定づける非常に重要な
政策であり、民主的な議論の醸成と国民の支持が必要である。しかし、現時点
では日本の国会において、外国人の受け入れ施策が建設的な観点から熱心に議
論されているとは言えない。出入国在留管理庁の設置と特定技能制度を導入す
るための入管法が改正されたのは、１か月半だけ開かれた 2018 年の臨時国会
だった。11 月２日に衆参両院で法案が受理された後、12 月 8 日に参議院で可
決・成立するというスピード審議が行われ、衆議院法務委員会での審議は４日
間（衆議院 2018）、参議院法務委員会での審議は５日間（参議院 2018）であった。
外国人受け入れの総合調整機能を果たす新たな政府機関の設置と、人手不足対
策を目的とした前例のない在留資格の新設に対して、両院の法務委員会が審議
した日数は 10 日間に満たない。
　そもそも、各政党のマニフェストを見ても、外国人政策についてほとんど触
れていないか、あるいはまったく記述していないかのいずれかである。これで
は国民は外国人政策決定の選択肢を持つことができない。つまり、選択肢のな
い民主主義が、外国人政策においては続いている。英国やフランス、米国では
常に移民政策は国政選挙の重要な焦点であり、各政党は独自色を打ち出して国
民の支持を得ようとしているのと真逆の状況である。
　民主的に建設的な議論が行われていないうちに、特定技能の新設や、技能実
習制度の抜本改革が行われ、外国人が経済社会の重要な担い手になっていると
いうのが日本の現実に他ならない。ただし、政治家や官僚だけにこの非を押し
付けるのは正しいことではない。国民一人ひとりがこの国の形を考え、建設的
に議論に参画し、政策を選択することが求められているのである。
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注
1）	 本稿は個人的な見解であり、所属機関を代表するものではない。
2）	 人手不足に対応するための在留資格はこれまで存在しなかったことから、特定技能は

次元の異なる制度変更と言える。このほか、2017 年には介護福祉士の資格を持つ外
国人が就労するための在留資格「介護」も新設された。それまで介護職に就くために
外国人が在留できたのは、フィリピン等との経済連携協定（EPA）に基づく場合だ
けであった。

3）	 農林水産省 2019 年のデータでは北海道、鹿児島県に次ぎ全国第三位の農業産出額
（https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tiho/attach/pdf/todouhuken_gaiyou2021-28.pdf）

4）	 水産物の水揚げ時期によって繁閑差のある北海道の水産加工業では、繁忙期に主婦層
がパート従業員として加工業務に従事することで産業を維持してきたという背景があ
る。人口減少とフルタイムで働く女性の増加により、繁忙期にだけ働くパート従業員
層が薄くなっている。

5）	 留学生は、資格外活動許可を得ると原則週 28 時間以内の労働が認められる。
6）	 ただし、専門的・技術的分野の在留資格から永住に在留資格を変更している外国人も

多数おり、この人数が含まれていないことに注意が必要。実際、外国人労働者のうち
永住権を持つ人は 18.1％に上る。

7）	 例えば、自治体は自らの行政地域でどのような外国人（国籍、年齢、職種など）がど
のような雇用形態で働いているのかを把握していない。もし厚生労働省が持っている
データを提供してもらえれば、日本語学習機会の提供などが可能になると指摘されて
いる。

8）	 例えば、多くの外国籍社員が在籍するメルカリでは、やさしい日本語のトレーニング
を社員向けに行っている。企業の取り組みについては経団連（2022a）に詳しい。

9）	 ここで言う「質」とは、いわゆるハードスキルと言われる技能や資格だけでなく、日
本語を始めとした語学力やコミュニケーション能力などソフトスキルも含めたもので
ある。例えば、在留資格「特定技能」では一定の日本語要件を課しているが、これも
質を担保する一つの施策と考えられる。モチベーションなど測ることが難しい性質も
雇用者は重視している。ただし、外国人は「人」なので、「質」という表現が正しい
かは検討の余地はある。ここではマクロ的な観点から簡易的に「質」と記載した。

10）	本稿で紹介した国際協力機構（2022）も「数」を推計しているが、「質」を踏まえた
議論は行われていない。

11）	こうした CM は報道やドキュメンタリーなど知識層が好む番組で放映され、学生や
その親世代が好むタレントを起用している。いわば製品ではなくリクルーティングの
マーケティングである。
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第４章　　労働力を増やす政策

第３節　海外における人口減少対策

研究会事務局

　本研究会では、海外における人口減少対策について有識者から情報収集し、
政策提言を策定した。以下は、研究会での国内外の有識者のお話を基に研究会
事務局が作成したものである。
フランス　　　ジャンマリー・ロビネ　　人口学者、フランス国立健康医療研究所
　　　　　　　ローレン・トゥールモン　人口学者、フランス国立人口問題研究所
イギリス　　　ジョナサン・ポルテス　　キングス・カレッジ・ロンドン教授
スウェーデン　ボー・マルムバーグ　　　ストックホルム大学教授
シンガポール　石川　浩　　　　　　　　JETRO シンガポール産業調査員

Point

●　全ての国が、外国人労働の積極的活用によって人口の維持を図っている。
●　フランスは、全ての子供を国家として大切にする包括的な政策を取って

いる。
●　イギリスは、いわゆる Brexit 後の外国人労働導入政策を、ポイント制

度によって開放的に実施。現在のところ国民の反発を招いていない。
●　スウェーデンは、近年右翼政党の影響で難民の受け入れに制約があるも

のの、伝統的に外国人労働に開放的。
●　シンガポールは、外国人労働の存在を前提にした国。しかし、熟練外国

人労働の受け入れは積極的だが、低賃金の単純労働者は慎重なビザ政策
を実施。
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フランス
（１）少子高齢化の現状
　フランスの合計特殊出生率は最新の 2023 年で 2.02 と２を超えており、日本
の 1.25（2022 年）をはるかに上回っている。フランスでは、19 世紀の初めま
で遡っても、この数字はほとんど同じである。日本で、1975 年に 200 万人以
上が生まれていたのに、今日それが 80 万人に過ぎないという大幅な出生数の
減少は、フランスでは観察されない。
　ところが、平均寿命を見ると、最近の 20 年間で、日本の平均寿命、特に女
性の平均寿命が明らかに上昇しているのに対して、フランスではそれは見られ
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ない（図１－１、図１－２）。
　特に 1960 年代、70 年代にはほとんど存在しなかった 100 歳以上の人口の
伸びが、近年では日本の方がフランスより高くなっている（図１－３）。65 歳
以上の高齢化人口の人口全体に占める比率で見ても、日本の約 30% に対して、
フランスは 20% 程度である。

（２）主な少子化対策
　フランスの出生率が高いのは、国が家族と子供たちの面倒を見る、という政
策が長い間安定的に取られて来たことによる。政府に対する国民の強い信頼が、
大きな要因である。
　最近のフランスの家族政策で特筆すべきは、性差別に対するワークライフバ
ランスに重点を置いた政策であり、子供を持つ家庭の貧困に対する対応である。
これらが出生率にも間接的影響をもたらすことはあるが、それはもはや政策の
重要な目的ではない。
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　具体的には、下記の３つの課題が存在する。
　第１に、所得税は個人単位ではなく、世帯単位となっていて、成人一人に対
してウェイト１，子供一人に対してウェイト 0.5 という特定の係数に基づいて
計算される。これは、片親世帯に対して好ましくないかもしれないという心配
を生んでいる。
　第２に、教育費が第２の重要な政策事項であるが、出身家庭によって差別し
ない能力主義の強い伝統の中で、教育システムにおける主たる関心事項は、最
優秀の学生に最も質の高い教育を与えられているかどうかである。従って、能
力によって子供の間に大きな格差が生じており、その格差は親の所得と強い相
関関係にある。フランスでは、機会の平等が実現しているという神話に反して、
教育については大きな不平等に直面している。
　第３の問題は、婚外子が政府の手で養育されているかどうかである。フラン
スでは、ほとんどの子供が結婚していないカップルから生まれる。ほとんど全
てのカップルが結婚せずに生活をスタートさせ、実際に結婚する以前に一人か
二人の子供を持つことになる。
　フランスでは、法的に正当化されない子供という概念はもはや存在しない。
多くの子供が片親とだけ暮らしているが、それは、両親の関係の破綻によるも
のである。
　フランスでは、家族政策は包含的であるという強い概念がある。全ての家庭
が政策の対象となり、誰も取り残されない。このことが政策の効率性の評価を
複雑にしているが、国民が政策に信頼を置き、いかなる場合も政策から取り残
されることはないと信じていることは非常に重要だ。
　同性婚について、これを認めることは、家族の多様性を認めることである。
そして、彼らが国から支援を受けられるということは、出生率全体にとって極
めて重要だ。

（３）高齢化対策
　2023 年の年金制度改革で定年の最低年齢を 62 歳から 2030 年までに 64 歳に
引き上げ、年金開始年齢もそれに伴い引き上げられた。また、パリ交通公団

（Régie Autonome des Transports Parisiens; RATP）やフランス電力（エレクト
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リシテ・ド・フランス、Électricité de France; EDF）、フランス銀行（Banque de 

France）など、早期退職などの優遇措置のある「年金特別制度」が適用された
企業についても一般の制度が適用される。これによって、高齢化が進み財政破
綻が懸念される中、財政赤字の負担の軽減が期待される。他方、高齢者の雇用
の維持、拡大が課題となる。

（４）外国人労働の活用
　フランスには、両親や祖父母が移民であった人が多い。成人の 30％以上が、
少なくとも祖父母の一人が外国の出身である。つまり、長い年月の間に、20
世紀を通じて多くの移民がフランス人の中に溶け込んでいる。従って、これら
の人々を特別扱いすることは、そもそも法に反する。
　経済的には、移民が様々な職に彼らが就くことはその国の経済にとって極め
て有益である。特にその一部は学生であり、多くの国から多くの学生がフラン
スに来ることは、フランスの世界的影響力の上で重要である。
　しかし、政治的問題もある。フランスにおける主たる問題は、移民の統合を
円滑化する努力を行っていないことだ。例えば、多くの欧州諸国で、移民が職
を見つけ社会に適合するように、学校で彼らに言葉を教えることをしているが、
フランス社会では、移民がフランス語を話すことを暗黙の了解としており、移
民はフランス語を公用語とする植民地からの人々に限定してしまっている。
　フランスでは現在、移民は若く、学生が多い。従って、一般の国民より教育
水準が高い。彼らが不法移民にならず、移民として定着するためには、彼らの
側でのスキルの取得などのための投資が必要であるが、現在、それは十分では
ない。
　このような移民のカップルの出生率は、そうでない場合に比べて高く、フラ
ンスの高い出生率の一因となっている。
　人口減少対策によって、高齢化の進展による財政負担が高まるフランスの財
政赤字はさらに膨らむ。それは、日本と違って、国内の債務だけでなく、国際
的な債務を含む。その意味で、フランスは日本より政府の財政基盤が脆弱と言
える。
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イギリス
（１）少子高齢化の現状
　イギリスの場合、人口は依然として増加しており、この点が日本とは大きく
異なる。出生と死亡がほぼ均衡していて、最近 10 年間の人口増加の大半は移
民によるものである（図２－１）。
　そして次の 10 年間は、人口増加のほとんど全てが移民によるものになるだ
ろうと予測されている。イギリスでは人口増のための政策は行っていない。ま
た、高齢化率の上昇を減殺するための政策も明確には行っていない。イギリス
の政策は、労働市場の需要の大きさから考えて、少なくともある程度まで移民
の導入を促すことを必要とするものである。韓国、日本、シンガポール、イタ
リアやギリシャなどの欧州諸国が高齢化率の大幅増に直面しているが、イギリ
スが他の国ほどでないのは、主として移民とその子供たちによって人口増加が
維持されているからである（図２－２、図２－３）。

（２）外国人労働の活用
　Brexit（イギリスの EU 離脱）が起こったことから、イギリスでは移民は非
常に不人気だと思われるかもしれない。確かに、Brexit 後の新しいシステム
の下で、EU との間の自由な移動は終わりとなった。しかし、導入された新し
いシステムでは、EU 域内だろうと外だろうと、どこの出身であれ、全ての人
に新しい熟練労働者のためのビザを供与することとした。すなわち、イギリス
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に働きに来る場合に、雇い主が２万 5,000 ポンド以上の賃金を支払い、その職
業において中レベルないし高レベルの熟練度が必要である職を提供することが、
原則可能となった。この制度は、他のどの先進国と比べても、外国人労働に関
して最もリベラルな制度と言える。Brexit は、イギリスの移民制度を、欧州
中心のものからグローバルなものに改革したという意味で、移民に対して国を
閉ざしたのではなく、より開かれたものにしたと言えるのだ。セクターごとの
外国人労働を見ると、主として健康・社会サービス、情報コミュニケーション、
専門的・技術的活動、金融・保険などに多く従事している。言い換えれば、非
常に高熟練の移民を導入することに成功している。もちろん、健康・社会サー
ビス部門など上位セクターの一部の外国人労働者は、イギリス人の雇用が困難
な低熟練労働のために来ているのだが。
　Brexit を促した世論の移民に対する懸念を考えると、何故このような改革
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が可能だったのかと問いたくなるかもしれない。
　その答えは、移民の顕著な減少と移民についての国民の懸念の程度、それか
ら、このイギリスの移民政策を通じて移民の持つ経済的影響についての態度が
肯定的に変わっていったことが挙げられる。今日、多くのイギリス国民は、移
民の持つ熟練度と労働力はパンデミック後の経済回復の助けとして必要である
と考えているのだ（図２－４）。
　この態度の変化の背景について、もう少し深く考えよう。まず、Brexit 以
前は、イギリスは移民について全く制御していなかった。「移動の自由」はイ
ギリスが EU に加入する前から EU の基本原則であり、EU 市民は、ビザなし
で加盟国間を自由に行き来していた。このことは経済的にはプラスだったこと
もあるが、イギリス国民の間では非常に不人気だった。特に 2004 年のポーラ
ンドとバルト海諸国の EU 加盟後、イギリスとドイツにそれらの国々からの大
量の移動がみられた。
　もう一つ、より若い世代の人ほど様々な文化的理由で、移民により好意的で
あることだ。そして最後に、経済的状況、また労働市場の状況が移民の受け入
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れを積極的にさせたのではないだろうか。

スウェーデン
（１）少子高齢化の現状
　2022 年におけるスウェーデンと日本の年齢構成別人口構造を比較すると、
日本の高齢化率（65 歳以上の人口の全人口に占める比率）が 29％と、スウェー
デンの 20％よりかなり高い（図３－１－１，３－１－２）。０歳から 19 歳の人口
比率はスウェーデンの方が高く、日本の少子化とスウェーデンの移民の比率の
高さを反映している。
　出生率は、1985 年以降でスウェーデンが日本を一貫して上回っている（図

３－２）。
　スウェーデンは移民の増大に伴い、外国人の血を引く人口が 1960 年には全
人口の 750 万人のうちわずかに 30 万人だったのが、今日では 214 万 6,000 人
となっており、このうちの半数が 2000 年以降に生まれている。現在の人口が
1,050 万なので、20% 以上の非常に高い比率で外国人の血を引く人が存在する。
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アメリカの 14.6％と比較しても高い数字である。移民から生まれた子供の数は
そうでない場合より多く、労働力の維持・向上に貢献している。これによって
ここ 20 年、経済成長率も高まったといえる。しかし同時に、所得分配の不平
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等も拡大した。少数民族、人種の増加に伴い、人種の隔離、分離が進行した。
　他方、スウェーデンでは既に 18 世紀に人口の少なさについて、ロシアの脅
威を鑑みると問題があると考えられていた。そしてその懸念が、政府は人口
を増やすために何が出来るかということへの関心の増大につながったのである。
19 世紀中頃から 20 世紀初頭にかけて多くの住民がアメリカに移住したが、こ
れによる労働力や兵力の減少が懸念された。1930 年代には出生率が大きく減
少し、経済への悪影響が懸念され、これがきっかけとなり住居手当などの福祉
政策が充実した。そして、2000 年代の初めには高齢者の人口増大が新たな懸
念となった。21 世紀の最初の 40 ～ 50 年は、65 歳以上の人口が拡大するとみ
られている。これについては、経済への悪影響が懸念されているが、現在ま
での経験に鑑みて、より多くの移民受け入れが経済成長の促進につながるとみ
ている。スウェーデンの労働組合は、移民の受け入れは悪くないと考えている。
多くの EU 加盟国が労働を流動化させなかったのに対して、スウェーデンは新
規 EU 加盟国からの移民を歓迎した。政治的難民の受け入れについては、人道
的な配慮もあるが、高齢化に与えるプラスの影響も無視できない。また、スウ
ェーデンは非 EU 加盟国からの外国人労働にも開放的であり、EU においては
稀であるとして歓迎されている。
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主な少子化対策
　出生率の安定化のための施策としては、18 歳以下の全ての子供を対象とし
た子供手当があり、両親のための有給育児休暇制度がある。子供が一人の場合、
最初の 12 か月間、所得の 80％までが払われる。またこの手当は、少なくとも
３か月分は父親へ支払われなければならず、子育ての父親の参加を促すために
活用されることが期待される。
　また、非常に手厚い育児補助がある。子供一人につき最大 150 か月、二人に
なると 250 米ドルが払われる。アメリカの４～５倍の援助である。同時に、出
生率を高めるには、男女の平等が重要であることを示すものでもある。多くの
国で、子供の世話の主たる担い手は女性であるという考えが支配的で、その結
果、子供を持つと女性はキャリアにおいて非常に損をすることになる。その結
果、多くの女性が子供を持たないか、または中年になってから一人だけ持つよ
うになる。
　家庭の業務を夫妻で等分に負担し合うと、もう一人子供を持とうという傾向
が強くなる。政府はこれを促進するために、上述の有給休暇制度に加えて次の
ような税の仕組みを考えている。つまり、個人が働き始めた時の税は低くなっ
ている。また住宅金融は、住宅取得希望の多くのカップルに向けて低利の融資
が存在している。住宅があれば、子供を持ちやすくなる。
　もちろん、これらの施策にはコストを伴い、全ての施策でおよそ 40 億米ド
ル、労働年齢人口一人当たり 2,500 米ドルの負担になる。

外国人労働の活用
　移民政策については、上述したように伝統的に開放的であったわけだが、難
民の受け入れについては数年前からより限定的となった。移民と違って難民に
は永住ビザは与えられず、短期の滞在しか許されない。2022 年、右翼の反移
民ポピュリスト政党が議席を増やし、現保守政権への決定的影響力を持ち始め
ている。彼らは、移民を少なくして、彼らの本国に送り返したいと考えている。
　スウェーデンでは労働ビザの取得に対する制約がない。雇用主のオファーす
る賃金が EU の水準と矛盾せず、かつスウェーデンの水準に合致していること
が唯一の制約である。また、家賃の上限が規制されているため、住宅需要に比
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して十分な供給が行われず、それが移民を抑制するように働いている。これが、
例えばロンドンでは、このような規制がなく、住宅供給が十分であることから
住宅面での移民抑制効果は働いていない。
　移民の社会統合政策として言語教育が強調されるが、あくまで言語も含めた
教育の質の問題である。
　スウェーデンには広範な成人教育があり、多くの移民がスウェーデン語で最
初に教育を受け、義務教育のための試験を受けることができ、上級学校に進学
する。
　問題は多くの移民が貧民地区に住んでいることで、社会統合政策の妨げとな
っている。特に移民の女性と子供の労働条件が低い。これらの貧しい地域は、
暴力的犯罪に晒されている。また、首都圏地域における近隣地域間の大きな所
得格差も問題だ。

シンガポール
（１）少子高齢化の現状
　東南アジア諸国連合（ASEAN）とシンガポールの少子高齢化の現状だが、
まず ASEAN 全体の人口は、2020 年は６億 5,972 万人で、今後も増加傾向に
ある。2060 年以降は緩やかに減少していくが、少子化の状況としては日本に
比べるとまだ余裕があると言える。
　65 歳以上の人口は 5,000 万人で、全人口に占める割合はまだ８％足らずであ
り、日本の３割近くと比べると悪い状況でもない（図４－１）。
　一方で、高齢化のスピードは日本と同じか、あるいは日本以上に進んでいる。
中でもシンガポールは ASEAN の中で急速に少子高齢化が進んでいる。
　ASEAN 全体の高齢者の人口は、2040 年頃には１億人を上回り、全人口の
１割を超える。特にシンガポール、そしてタイについては日本を上回るスピー
ドで、高齢化率が７％を超えた年から 14％を上回るまでの期間を見ると、日
本は 1970 年から 1994 年まで 24 年間かかったが、シンガポールとタイは 2004
年に既に７％を上回り、16 年後の 2020 年に 14％を上回っている（図４－２）。
　その他の地域は、ベトナムでも既に 7％を超えているし、マレーシア、イン
ドネシアも同様である。
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　合計特殊出生率で見ると、フィリピンやインドネシアは２を超えているが、
タイとシンガポールは少子化が急速に進んでおり、タイは 1.32、シンガポール
は 1 近くと、日本を下回る水準になっている（図４―３）。
　もともとはシンガポールも中国と同じように、1970 年代まではどちらかと
いうと人口抑制策を取っていたが、1980 年代半ばに低出生率が顕著になると
人口抑制策は中止された。
　その後、徐々に出生率抑制策を緩和し、むしろインセンティブを付与するよ
うになった。
　こうした政策転換の後、1980 年代後半にいったん出生率は上がったが、そ
の後も低下が止まらず、2000 年代に入っていよいよ本格的な少子化対策をス
タートさせた。まず、“Marriage & Parenthood Package”（シンガポール政府の

結婚・育児支援。2001 年から包括的に導入）という少子化対策の抜本的な対策が
導入され、これが順次改定されている。

（２）主な少子化対策
　シンガポールは、政府が建設した公団住宅を安く提供することが基本的な住
宅政策になっている。特に若くして結婚した、あるいは子供が出来た人のため
により住宅を取得しやすくするような住宅上のインセンティブがある。
　加えて、出産にかかる費用について支援するために政府が贈与するケースも
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あるが、医療費については強制積立制度（公的年金の代わりに強制的に個人口座

に積み立てる中央積み立て基金）があり、そこから一定額、出産にかかる費用を
支出できる。さらに、産んだ後に子供の育児にかかる費用についても、親が子
供専用口座を開設して一定程度を積み立てた場合、同額を政府が上乗せする制
度がある。“Baby Bonus” といって、産まれたときのボーナスもある。
　医療制度では、MediSave という強制積立貯金制度で、被雇用者が所得の６
～８％ずつを拠出し、同額を雇用者が払うという制度もあるが、政府の支援が
ある。
　育休については、妻だけでなく夫も取れ、取った分は政府が払うという 
“paid parental leave” という制度がある。また “Life SG app” というアプリを
入れれば、どんな支援が受けられるのかが簡単にわかるようになっている。

（３）高齢化対策
　高齢化対策については、高齢者の健康年齢を上げ、その上でしっかり働ける
ような環境をつくることが中心になる。日本の対応と基本的な考え方は一緒で
ある。
　高齢者が家に引きこもらないようにするためにアクティブ・エイジング・セ
ンターを順次拡大したり、あるいはエレベーターを歩道橋の中に設けたり、コ
ミュニティー全体でケアができるようにするための、コミュニティーに対する
支援金制度を創設した。
　雇用を確保するため、定年を現在の 62 歳から 2030 年に 65 歳まで延長し、
条件を満たす場合には 67 歳まで再雇用申し入れが義務化されている。また、
高齢者を雇用する場合に雇用主に対する一部補助や、パートとして雇う場合も
インセンティブを付与するなどしている。
　その結果、65 歳以上の就業率は、日本は約 25％だが、シンガポールは今や
30 数％で、日本以上に高齢化雇用が進んでいる状況である。

（４）外国人労働の活用
　労働力として外国人を徹底的に活用する前提の労働市場であることは、日本
との大きな違いとして認識しておく必要がある。現状においても、約４割がい
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わゆる外国人で、低賃金の建設労働者のような人もいれば、いわゆるエキスパ
ートとして高給の金融弁護士などの専門職や給料の高い外国人も非常に多く存
在する。
　特に近年は各分野で深刻な人手不足であるため、こういった労働者を取り込
むための政策が非常に力を入れて行われている。付加価値の高い外国人を逃が
さないことが重要で、給料があまり高くない人に対するビザが制限されたため、
高度な技能を有する、あるいは給与水準の高い人に対しては２年ないし３年の
滞在が可能となるビザ制度がスタートしている。
　まず給料が高い人を招致して、給与の高い雇用形態をつくってもらい、その
後、そのような雇用形態にシンガポール人を雇って、彼らのスキルや生産性を
上げて、給料水準も上げてもらう。また、外国人の高度人材の所得から得られ
る税金で、低賃金のシンガポール人などに住宅を含めて手厚く支給・支援をす
るというのが政策の考え方となっている。
　他方、低賃金の外国人労働者については、ビザの制限が非常に厳しく設定さ
れているので、一定期間ごとに本国に帰国させている。建設や運輸の仕事は外
国人労働者に依存している状況であるが、一方で、入国管理は厳しい。移民政
策上の摩擦については、このため、トラブルは表立っては一切報道されない。
　最後に、政府は財政面では健全財政を維持できており、国家財政的に人口問
題対策が負担になっているということは全くない。

特記事項：本稿は、研究会での国内外の有識者のお話を基に、研究会事務局が作成しま
した。
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おわりに

　本書は、2023 年１月から同年 9 月まで、10 回にわたり、一般財団法人国際
経済交流財団において開かれた「日本の人口問題についての研究会」の提言を
もとに、現状、問題点、そして解決策を、研究会に参加された先生方に執筆し
ていただき取りまとめたものです。本研究会の副題は、「人口１億人を維持す
るために何をすべきか」というものであり、座長は吉野直行慶應義塾大学経済
学部名誉教授にお願いし、６名の委員の先生方に参加していただいて、徹底的
に、かつ集中的にご議論をいただきました。

　岸田政権は、3.6 兆円規模の「異次元の少子化対策」をまとめました。
　日本の出生率は急速に低下しており、これへの対応を図ることは政府として
当然のことでしょう。ただ、それで十分なのでしょうか。日本の人口は急速に
減少しています。日本の出生率は 1.25（2022 年）ですが、人口を維持するため
には、出生率は２を超える必要があります。
　そうした懸念を持っていました時に、「G ７で人口が減少しているのはイタ
リアと日本だけである」という話を耳にしました。人口を維持する理由は何で
しょうか。経済成長の維持と財政破綻を防ぐため、といわれていますが、加え
て、アメリカ人の友人から、安全保障を確実にするために必要ではないかとい
う問題提起がありました。北アジアは、米中対立、北朝鮮の挑発的な軍事行動、
台湾有事の恐れなどで、今後、不安定性を高めると予想されます。日本はこれ
らの安全保障上の懸念点について気にされないのか、とその友人は言います。
　本研究会の座長の吉野先生も、同様の懸念をお持ちでした。欧米の多くの国
に住まわれ、これらの国の大学において講義もされていらっしゃるので、欧米
の実態を熟知していらっしゃる以上、当然のことです。一方で、マスコミを含
め、多くの日本の有識者は、人口が減るのはやむを得ないとあきらめ気味のよ
うに見受けられます。日本はミドルパワーとして生きていけばよいではないか
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と主張します。
　懸念を払拭する上で重要なのは、「出生率を上げる政策」と「労働力を増
やす政策」です。本研究会が強調したいのは後者であり、高齢者の「生涯現
役」、「女性の労働力化」に加えて、「外国人材の確保」が重要である旨を指摘
しています。欧米の多くの国が人口を維持できているのは、これを実現してい
るからです。ただし、欧米でも、「移民問題」が社会問題になっていることは
我々も知っています。イギリスが Brexit（EU 離脱）を決断した一つの理由は、
EU の政策では移民を制限できないからとされています。そこで、Brexit の後、
イギリスが導入したのがポイント制度と言われています。つまり、社会が必要
とする高度外国人材などの「外国人労働者」に高いポイントを付し、ポイント
の高い人々を優先的に入れていくという制度です。結果として、イギリスでは、
外国人材の数は変わらないものの、社会としての反発は大きく減少したといわ
れています。ただし、もう一つ重要なことは、これらの外国人材が、子女も含
めて、自国以外の国でも気持ちよく生活できるか否かです。日本人が一定レベ
ルの英語を話し、外国人材に疎外感を与えないことに加えて、「子女教育の充
実」と「やさしい日本語」の普及なども心掛ける必要があります。そのために
は、人口減少の問題の重要性、深刻さを国民的コンセンサスとして共有・定着
させることが重要です。

　最後に、本書をまとめるに当たって、お世話になった方々に感謝を申し上げ
たいと思います。
　第一に、ご多忙の中、熱心な討議を繰り広げて下さった座長の吉野直行先生
をはじめとする委員の皆さまです。今回は、アメリカのアンドリュー・L．オ
ロス教授などの海外の有識者、専門家に各国の事情をご説明いただきました。
オロス教授は寄稿もしてくださいました。第二に、様々な機会に、コメントを
くださった産業界や政府の皆さんです。主要国の行政制度については、各国に
駐在の JETRO 事務所の皆様に貴重な情報をいただきました。第三に、書物化
に尽力をしてくださった中央公論事業出版の皆さんです。本としての体裁、文
章の統一、わかりやすい表現等についての多くのアドバイスをいただきました。
　そして、ロジスティックスからサブスタンスまで、きめ細かにフォローして
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くださった国際経済交流財団の調査研究部を中心とする職員の皆さんです。

　本書が、人口維持に向けて、国民的コンセンサスを形成し、日本の経済力の
低下、財政破綻の防止のみでなく、安全保障の確保にとっても役立つことを期
待しています。

　　2024 年７月

一般財団法人国際経済交流財団会長
豊 田 正 和
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執筆者プロフィール
登場順：氏名・読みがな・肩書〈執筆時〉

（執筆等担当）

■ 吉野直行（よしの　なおゆき）　慶應義塾大学経済学部名誉教授
（はじめに、座談会）

慶應義塾大学経済学部名誉教授、東京都立大学特任教授、金融庁金融研究センター顧
問、財務省政策評価会議／座長、金融経済教育推進会議／座長、Stockholm School of 
Economics, Advisory Board（Chair）、パラオ共和国経済アドバイザー、日本 FP 学
会会長。東北大学卒、ジョンズホプキンス大学経済学博士（Ph.D.）、ニューヨーク州
立大学助教授、スウェーデン・ヨーテボリ大学名誉博士、ドイツ・マルティンルター
大学ハレビッテンベルグ名誉博士、パリ政治学院訪問教授、アジア開発銀行（ADB）
研究所所長、慶應義塾大学経済研究所初代所長。

■ 豊田正和（とよだ　まさかず）　一般財団法人国際経済交流財団会長
（座談会、おわりに）

1973 年通商産業省（現経済産業省）入省。OECD 国際エネルギー機関勤務を含め、
通商・エネルギー・環境などの分野で幅広い経験を積む。2003 年商務情報政策局
長、2006 年通商政策局長、2007 年経済産業審議官に就任。2008 年内閣官房宇宙開発
戦略本部事務局長、内閣官房参与に就任。2010 年日本エネルギー経済研究所理事長、
2021 年国際経済交流財団会長に就任。1973 年東京大学法学部卒業。1979 年プリンス
トン大学ウッドロウ・ウィルソン行政大学院修士課程修了。

■ 関　麻衣（せき　まい）　立命館大学経済学部准教授
（座談会、第３章第２節）

因果推論と EBPM に関する学部ゼミおよび大学院の計量経済学の講義を担当するほ
か、途上国出身行政官らの修士論文や博士論文の指導にあたる。主な研究分野は、労
働経済学、教育の経済学、開発経済学、および実証的ミクロ計量経済学。2004 年国
際基督教大学教養学部卒業。2006 年東京大学公共政策大学院を主席で修了。2012 年
ウィスコンシン大学マディソン校で経済学博士号を取得。2012 ～ 2015 年、カナダ中
銀のシニアアナリストとしてカナダの潜在成長率、人口高齢化などの構造問題、労働
市場に関する政策・調査分析を行った。2015 ～ 2018 年、JICA 研究所（現 JICA 緒
方研究所）の研究員として、インフラや教育プロジェクトの定量的インパクト評価を
研究。2018 年より現職。研究の詳細については立命館大学のウェブページを参照の
こと（https://research-db.ritsumei.ac.jp/rithp/k03/resid/S001635）。
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■ 脇坂大介（わきさか　だいすけ）
　　　一般社団法人日本経済団体連合会産業政策本部上席主幹

（座談会、第４章第２節）
日本経済団体連合会事務局入局後、国際経済本部、総務本部などを経て産業政策本部
上席主幹。出入国在留管理政策、行政改革、都市・住宅政策などを担当。早稲田大学
政治経済学部経済学科卒業、早稲田大学大学院経済学研究科修士課程修了。英国ブリ
ストル大学大学院政策研究科博士（Ph.D）。外国人労働者や政策研究に関する論文を 
“International Migration Review”, “Comparative Migration Studies”,   “International 
Migration” などの海外の査読誌にて発表。

■ アンドリュー・L. オロス（Andrew L. Oros）　
　　　ワシントン・カレッジ政治学・国際関係論教授

（第２章）
ワシントン・カレッジ（アメリカ・メリーランド州チェスタータウン）政治学・国
際関係論教授。コロンビア大学で博士号取得。最近の研究では、人口減少、高齢化、
ジェンダー不均衡など、人口の変化がインド太平洋地域の安全保障環境に与える影
響、特に同地域におけるアメリカの同盟国・協力国ネットワークへの影響にフォー
カスしている。近著 “Japan’s Security Renaissance: New Policies and Politics for the 
Twenty-First Century”（Columbia University Press, 2017）の執筆にあたり、防衛省
防衛研究所招聘研究フェロー、国際交流基金安倍フェローとして慶應義塾大学（東京）、
北京大学（中国・北京）で調査を実施。東アジアの安全保障および日本政治について
の記事を多数執筆。学術誌 “Asian Security” 編集長。

■ 宮本弘曉（みやもと　ひろあき）　一橋大学経済研究所教授
（第３章第１節）

慶應義塾大学経済学部卒業。ウィスコンシン大学マディソン校経済学博士（Ph.D. 取
得）。国際大学学長特別補佐・教授、東京大学公共政策大学院特任准教授、国際通貨
基金（IMF）エコノミスト、東京都立大学教授を経て現職。専門は労働経済学、マ
クロ経済学、日本経済論。Journal of Monetary Economics, Review of Economic 
Dynamics をはじめ論文多数。著書に『労働経済学』（新世社）、『101 のデータで読
む日本の未来』（PHP 研究所）、『日本の財政政策効果 高齢化・労働市場・ジェンダ
ー平等』（日経 BP）等がある。日本経済、特に労働市場に関する意見は “Wall Street 
Journal”、“Bloomberg”、日本経済新聞、NHK 等の国内外のメディアでも紹介されて
いる国際派エコノミスト。
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■ 持田信樹（もちだ　のぶき）　中央大学総合政策学部教授、東京大学名誉教授
（第３章第３節）

1953 年生まれ。1977 年東京大学経済学部卒業、1982 年東京大学大学院経済学研究科
博士課程単位取得、経済学博士（東京大学）、東京大学経済学部教授を経て、2019 年
より中央大学総合政策学部教授。専門は財政学・地方財政論。著書に、『都市財政の
研究』（東京大学出版会、1993）、『地方分権の財政学――原点からの再構築』（東京大
学出版会、2004）、『財政学』（東京大学出版会、2009）、『日本の財政と社会保障－給
付と負担の将来ビジョン』（東洋経済新報社、2019）等がある。

■ 尾野嘉邦（おの　よしくに）
早稲田大学政治経済学術院教授、独立行政法人経済産業研究所ファカルティフェロー

（第３章第４節）
1999 年東京大学法学部卒業。2001 年東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了

（政治学）。2010 年ミシガン大学政治学部博士課程修了（Ph.D.）。国際大学大学院国
際関係学研究科講師、東北大学大学院法学研究科准教授・教授を経て、現在、早稲田
大学政治経済学術院教授。専門は、政治学・政治行動論。

■ 五十嵐彰（いがらし　あきら） 　大阪大学人間科学研究科准教授
（第４章第１節）

東北大学文学研究科行動科学専修博士課程を 2019 年に修了後、立教大学社会情報教
育研究センター助教を経て、2021 年より大阪大学人間科学部講師、2023 年より現職。
共著に『移民政策とは何か』（人文書院、2019）、『日本人は右傾化したのか』（勁草書
房、2019）、『日本の移民統合――全国調査から見る現況と障壁』（明石書店、2021）
などがある。
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